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身身体体障障害害者者手手帳帳認認定定基基準準ののポポイインントト  
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１ 診断書の様式と記載 

※ 身体障害者診断書・意見書（肢体不自由用、脳原性運動機能障害用）については、 

当センターのホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。 
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第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 

 総括表 

     

住 所 

① 障害名(部位を明記) 

② 原因となった

疾病・外傷名 
  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日      年  月  日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

 

 

 

 

人工関節又は人工骨頭置換術    年  月  日 

障害固定又は障害確定(推定)    年  月  日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再
評評価価しし、、障障害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

 

 

 

 

 

 
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥ その他参考となる合併症状 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

       年  月  日 

病院又は診療所の名称             電話  (  )     

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名         科  医師氏名       印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

級相当  

内訳   等  級 

  
上肢      級 

下肢      級 

体幹      級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、そ

の総合等級は、原則として指数合算を行

わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わ

せする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 

ここれれららのの事事項項もも必必ずず御御記記入入下下ささいい。。  

必必ずず内内訳訳のの指指数数計計算算ををししてて下下ささいい。。  

  

内内訳訳等等級級もも必必ずず御御記記入入下下ささいい。。  
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注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     
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第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり 

 
参参  考考  図図  示示 

右 

左 

左 

 右 

いいずずれれかかにに○○ををつつけけてて下下ささいい。。  

 

必必ずず図図示示ししてて下下ささいい。。  

握握力力とと手手指指ののＭＭＭＭＴＴのの整整合合性性にに注注意意。。  

ＡＡＤＤＬＬととＭＭＭＭＴＴ、、ＲＲＯＯＭＭのの整整合合性性にに注注意意。。  

  

ＡＡＤＤＬＬとと歩歩行行・・起起立立位位保保持持能能力力のの整整合合性性にに注注意意。。  

  

切切断断のの場場合合選選択択  

利利きき手手をを〇〇でで囲囲むむ  
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学

会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 

 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 

  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 

 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 

 

 

足足指指のの障障害害のの場場合合選選択択  
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第2号様式の4(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(脳原性運動機能障害用) 

 総括表 

  

氏 名  年    月  日生 男 女 

  

住 所  

① 障害名(部位を明記)  

② 原因となった

疾病・外傷名 
   

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日       年    月  日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

   

 

 

障害固定又は障害確定(推定)    年  月  日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

  

 

 

  

                〔将来再認定 要(軽度化・重度化) ・ 不要〕 

     〔再認定の時期  1年後 ・ 3年後 ・ 5年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

       年    月    日         

病院又は診療所の名称          

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名         科  医師氏名       印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

    級相当  内 訳   等  級 

  

両上肢      級 

右上肢      級 

左上肢      級 

移動機能       級 

  

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わ

せする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 

ここれれららのの事事項項もも必必ずず御御記記入入下下ささいい。。  

内内訳訳等等級級もも必必ずず御御記記入入下下ささいい。。  

必必ずず内内訳訳のの指指数数計計算算ををししてて下下ささいい。。  
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第2号様式の4(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(脳原性運動機能障害用) 

 総括表 

  

氏 名  年    月  日生 男 女 

  

住 所  

① 障害名(部位を明記)  

② 原因となった

疾病・外傷名 
   

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日       年    月  日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

   

 

 

障害固定又は障害確定(推定)    年  月  日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

  

 

 

  

                〔将来再認定 要(軽度化・重度化) ・ 不要〕 

     〔再認定の時期  1年後 ・ 3年後 ・ 5年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

       年    月    日         

病院又は診療所の名称          

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名         科  医師氏名       印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

    級相当  内 訳   等  級 

  

両上肢      級 

右上肢      級 

左上肢      級 

移動機能       級 

  

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わ

せする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 

ここれれららのの事事項項もも必必ずず御御記記入入下下ささいい。。  

内内訳訳等等級級もも必必ずず御御記記入入下下ささいい。。  

必必ずず内内訳訳のの指指数数計計算算ををししてて下下ささいい。。  

 第6号様式(第3条関係) 

 脳原性運動機能障害用 

(該当するものを〇で囲むこと｡) 

 1 上肢機能障害 

  ア 両上肢機能障害 

    (ひも結びテスト結果) 

    1度目の1分間   本 

    2度目の1分間   本 

    3度目の1分間   本 

    4度目の1分間   本 

    5度目の1分間   本 

       計     本 

  イ 一上肢機能障害 (右・左) 

    (5動作の能力テスト結果) 

   a 封筒をはさみで切る時に固定する。  (・可能 ・不可能) 

   b 財布からコインを出す。       (・可能 ・不可能) 

   c 傘をさす。             (・可能 ・不可能) 

   d 健側の爪を切る。          (・可能 ・不可能) 

   e 健側のそで口のボタンを留める。   (・可能 ・不可能) 

 2 移動機能障害 

  (下肢・体幹機能評価結果) 

   a つたい歩きをする。         (・可能 ・不可能) 

   b 支持なしで立位を保持し、その後 

１０m歩行する。 

(・可能 ・不可能) 

   c いすから立ち上り、１０m歩行し 

再びいすに座る。 

(・可能 ・不可能) 

       秒 

   d ５０cm幅の範囲内を直線歩行する。  (・可能 ・不可能) 

   e 足を開き、しゃがみこんで再び立ち

上る。 

(・可能 ・不可能) 

 (注) この様式は、脳性麻痺の場合及び乳幼児期に発現した障害によって脳性麻痺

と類似の症状を呈する者で肢体不自由一般の測定方法を用いることが著しく不

利な場合に適用する。 

ひ ひ 

※方法については（備考）を参

考にして下さい。 

本数を御記入下さい。 

要した時間を秒数で御記入下さい。 

ひ ひ 
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 (備考) 上肢機能テストの具体的方法 

   

  ア ひも結びテスト 

    事務用とじひも(概ね43cm規格のもの)を使用する。 

   ① とじひもを、被験者前方の机上に図のごとく置き並べる。 

   ② 被験者は手前のひもから順にひもの両端をつまんで、軽くひと結びする。 

    (注) ・ 上肢を体や机に押し付けて固定してはいけない。 

       ・ 手を机上に浮かして、結ぶこと。 

   ③ 結び目の位置は問わない。 

   ④ ひもが落ちたり、位置から外れたときには検査担当者が戻す。 

   ⑤ ひもは検査担当者が随時補充する。 

   ⑥ 連続して5分間行っても、休み時間を置いて5回行ってもよい。 

  イ 5動作の能力テスト 

   a 封筒をはさみで切るときに固定する。 

     患手で封筒をテーブル上に固定し、健手ではさみを用い封筒を切る。 

     患手を健手で持って封筒の上に載せてもよい。封筒の切る部分をテーブルの

端から出してもよい。はさみはどのようなものを用いてもよい。 

   b 財布からコインを出す。 

     財布を患手で持ち、空中に支え(テーブル面上ではなく)、健手でコインを出

す。ジッパーを開けて、閉めることを含む。 

   c 傘をさす。 

     開いている傘を空中で支え、10秒間以上まっすぐ支えている。立位でなく座

位のままでよい。肩にかついではいけない。 

   d 健側の爪を切る。 

     大きめの爪切り(約10cm)で特別の細工のないものを患手で持って行う。 

   e 健側のそで口のボタンを留める。 

     のりのきいていないワイシャツを健肢にそでだけ通し、患手でそで口のボタ

ンをかける。女性の被験者の場合も男性用ワイシャツを用いる。 
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   ① とじひもを、被験者前方の机上に図のごとく置き並べる。 

   ② 被験者は手前のひもから順にひもの両端をつまんで、軽くひと結びする。 

    (注) ・ 上肢を体や机に押し付けて固定してはいけない。 

       ・ 手を机上に浮かして、結ぶこと。 

   ③ 結び目の位置は問わない。 

   ④ ひもが落ちたり、位置から外れたときには検査担当者が戻す。 

   ⑤ ひもは検査担当者が随時補充する。 

   ⑥ 連続して5分間行っても、休み時間を置いて5回行ってもよい。 

  イ 5動作の能力テスト 

   a 封筒をはさみで切るときに固定する。 

     患手で封筒をテーブル上に固定し、健手ではさみを用い封筒を切る。 

     患手を健手で持って封筒の上に載せてもよい。封筒の切る部分をテーブルの

端から出してもよい。はさみはどのようなものを用いてもよい。 

   b 財布からコインを出す。 

     財布を患手で持ち、空中に支え(テーブル面上ではなく)、健手でコインを出

す。ジッパーを開けて、閉めることを含む。 

   c 傘をさす。 

     開いている傘を空中で支え、10秒間以上まっすぐ支えている。立位でなく座

位のままでよい。肩にかついではいけない。 

   d 健側の爪を切る。 

     大きめの爪切り(約10cm)で特別の細工のないものを患手で持って行う。 

   e 健側のそで口のボタンを留める。 

     のりのきいていないワイシャツを健肢にそでだけ通し、患手でそで口のボタ

ンをかける。女性の被験者の場合も男性用ワイシャツを用いる。 

  記記載載要要領領  （（肢肢体体不不自自由由））  
 

 総総括括表表  身身体体障障害害者者診診断断書書・・意意見見書書（（肢肢体体不不自自由由））  

 

① 「障害名」欄                                                

ここにいう障害名は、あることにより生じた結果としての四肢体幹障害を指すもので、機

能欠損の状態、あるいは目的動作能力の障害について記載する。即ち、ディスファンクショ

ン又はインペアメントの状態をその障害部位とともに明記すること。                        

（ア 上肢機能障害（右手関節強直、左肩関節機能全廃）、イ 下肢機能障害（左下肢短縮、右膝関節著障）、

ウ 体幹運動機能障害（下半身麻痺）、エ  脳原性運動機能障害（上下肢不随運動）等） 

                                                                

 

② 「原因となった疾病・外傷名」欄                              

前項の障害をきたした原因の病名（足部骨腫瘍、脊髄損傷、脳性麻痺、脳血管障害等）を

記載する。例えば、右手関節強直の原因として「関節リウマチ」と記載し、体幹運動機能障

害であれば「強直性脊髄炎」や「脊椎側弯症」と記載する。さらに疾病外傷の直接原因につ

いては、右端に列挙してある字句の中で該当するものを○で囲み、該当するものがない場合

にはその他の欄に直接記載する。 

  （例えば、脊髄性小児麻痺であれば疾病に○印を、脊髄腫瘍の場合はさらにその他に○印をした上で、（ ）内

に肺癌転移と記載する。） 

 

 

③ 「疾病・外傷発生年月日」欄                                  

疾病・外傷発生年月日の記載については、初診日でもよく、不明確な場合は推定年月日を

記載する。                                  

 

 

④ 「参考となる経過・現症」欄                                  

初発症状から症状固定に至るまでの治療の内容を簡略に記載し、機能回復訓練の終了日を

もって症状の固定とする。ただし、切断のように欠損部位によって判定されるものについて

は、再手術が見込まれない段階に至った時点で診断してかまわない。 

現症については、別様式診断書「肢体不自由の状況及び所見」等の所見欄に記載された内

容を摘記する。 

 

 

⑤ 「総合所見」欄 

傷病の経過及び現症の結果としての障害の状態、特に目的動作能力の障害を記載する。 

  （例：上肢運動能力、移動能力、座位、起立位保持能力等） 

 

 ※※将将来来再再認認定定ににつついいてて  

将将来来再再認認定定のの「「要要・・不不要要」」のの別別ににつついいてて必必ずずどどちちららかかにに○○印印をを記記載載すするる  

将将来来再再認認定定をを「「要要」」ととすするる場場合合はは、、「「軽軽度度化化・・重重度度化化」」のの別別もも必必ずずどどちちららかかにに○○印印をを記記

載載すするる。。  

特特にに乳乳幼幼児児期期ででのの申申請請やや更更生生医医療療、、又又ははそそのの他他治治療療・・訓訓練練にによよりり障障害害程程度度がが将将来来軽軽減減ささ

れれるるとと予予測測さされれるる（（「「軽軽度度化化」」をを選選択択ししたた））場場合合等等ににおおいいててはは、、将将来来再再認認定定のの時時期期等等もも必必
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合計指数 認定等級 

１８以上 

１１～１７ 

７～１０ 

４～６ 

２～３ 

１ 

１級 

２級 

３級 

４級 

５級 

６級  

ずず記記載載すするる。。  

  

        再認定が必要な例 【将来再認定 要 （軽度化・重度化）・不要】 

                   【再認定の時期 １年後・３年後・５年後   】 

 

⑥ 診断年月日、医療機関名、診療担当科名、医師氏名欄を必ず記載し押印すること。 

 

 

⑦ 身体障害者福祉法第１５条第３項の意見（指定医の意見）欄 

   障障害害のの程程度度はは、、身身体体障障害害者者福福祉祉法法別別表表にに掲掲げげるる障障害害にに  

        ・・該該当当すするる  

          ・・該該当当ししなないい   のどちらかに○印を付す。 

 

          障障害害程程度度等等級級ににつついいててのの参参考考意意見見  

○○  級級相相当当  内内訳訳  等等級級  

  上上肢肢  △△級級  

          下下肢肢  級級  

  体体幹幹  △△級級  

    

※ ２つ以上の障害が重複する場合の障害認定（例：上肢障害及び下肢障害等）は重複する障

害の合計指数に応じて認定等級を決定する。（合計指数はそれぞれの障害の該当する等級の

指数を合計したものとする。） 
ななおお、、障障害害等等級級ととししてて７７級級ははああるるがが、、７７級級のの障障害害がが１１つつののみみでではは手手帳帳のの交交付付ははででききなないい

たためめ、、留留意意すするるこことと。。  

  

        障害等級と指数    合計指数と認定等級 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※※下下肢肢とと体体幹幹のの重重複複障障害害のの認認定定ににつついいてて  

例例ええばば、、股股関関節節にに人人工工骨骨頭頭をを用用いい MMMMTTやや AADDLLのの状状態態かからら機機能能全全廃廃ととななっったたもものの（（４４級級））

とと脳脳血血管管  障障害害にによよるる体体幹幹機機能能障障害害（（３３級級））がが認認めめらられれ場場合合ににはは、、指指数数算算定定にによよりり機機械械的的

にに上上位位のの等等級級（（２２級級））ととすするるののででははななくく、、歩歩行行能能力力やや立立位位保保持持能能力力のの程程度度をを踏踏ままええてて総総

合合的的にに認認定定すするる。。  

そそののたためめ、、下下肢肢とと体体幹幹のの障障害害がが重重複複すするる場場合合、、そそのの総総合合等等級級はは、、原原則則ととししてて指指数数合合算算

をを行行わわなないいここととととすするる。。  

 

 

      

障害等級 指数 
１級 
２級 
３級 
４級 
５級 
６級 
７級 

１８ 
１１ 
７ 
４ 
２ 
１ 
０．５ 

必ず等級を記入してください。 

合計指数 認定等級 
１８以上 
１１～１７ 
７～１０ 
４～６ 
２～３ 
１ 

１級 
２級 
３級 
４級 
５級 
６級 
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※※下下肢肢とと体体幹幹のの重重複複障障害害のの認認定定ににつついいてて  

例例ええばば、、股股関関節節にに人人工工骨骨頭頭をを用用いい MMMMTTやや AADDLLのの状状態態かからら機機能能全全廃廃ととななっったたもものの（（４４級級））

とと脳脳血血管管  障障害害にによよるる体体幹幹機機能能障障害害（（３３級級））がが認認めめらられれ場場合合ににはは、、指指数数算算定定にによよりり機機械械的的

にに上上位位のの等等級級（（２２級級））ととすするるののででははななくく、、歩歩行行能能力力やや立立位位保保持持能能力力のの程程度度をを踏踏ままええてて総総

合合的的にに認認定定すするる。。  

そそののたためめ、、下下肢肢とと体体幹幹のの障障害害がが重重複複すするる場場合合、、そそのの総総合合等等級級はは、、原原則則ととししてて指指数数合合算算

をを行行わわなないいここととととすするる。。  

 

 

      

障害等級 指数 
１級 
２級 
３級 
４級 
５級 
６級 
７級 

１８ 
１１ 
７ 
４ 
２ 
１ 
０．５ 

必ず等級を記入してください。 

合計指数 認定等級 
１８以上 
１１～１７ 
７～１０ 
４～６ 
２～３ 
１ 

１級 
２級 
３級 
４級 
５級 
６級 

 

    ※※障障害害更更新新ををすするる場場合合のの診診断断書書のの記記載載内内容容ににつついいてて  

肢肢体体不不自自由由のの身身体体障障害害者者手手帳帳のの交交付付をを受受けけてていいるる者者がが障障害害更更新新のの申申請請ををすするる場場合合、、既既

にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分ににつついいててもも改改めめてて評評価価をを要要すするる。。  

そそののたためめ、、障障害害のの状状態態ににつついいててのの所所見見、、動動作作・・活活動動のの状状況況、、関関節節可可動動域域とと筋筋力力テテスス  

トト等等をを記記載載すするるととととももにに、、障障害害程程度度等等級級もも既既認認定定部部位位のの等等級級をを含含めめてて判判断断すするるこことと。。  

 

 

 

診診断断書書様様式式  （（肢肢体体不不自自由由のの状状況況及及びび所所見見））  

 

１ 乳幼児期以前に発現した脳原性運動機能障害については、専用の様式診断書「脳原性運動

機能障害用」を用いることとし、その他の上肢、下肢、体幹の障害については、別様式「肢

体不自由の状況及び所見」を用いる。ただし、痙性麻痺については、筋力テストを課すの

は必要最小限にすること。 

 

 

２ 障害認定に当たっては、目的動作能力に併せ関節可動域、筋力テストの所見を重視して

いるので、その双方についての診断に遺漏のないよう記載すること。 

 

 

３ 関節可動域の表示並びに測定方法は、日本整形外科学会身体障害委員会及び日本リハビ

リテーション医学会評価基準委員会において示された「関節可動域表示並びに測定法」に

より行うものとする。 

 

 

４ 筋力テストは徒手による筋力検査によって行うものであるが、評価は次の内容で区分す

る。 

   ・自分の体部分の重さに抗し得ないが、それを排するような体位では自動可能な場合（著減）、又はいかなる

体位でも関節の自動が不可能な場合（消失）・・・・ × 

  ・検者の加える抵抗には抗し得ないが、自分の体部分の重さに抗して自動可能な場合（半減）・・・・・・△ 

   ・検者の手で加える十分な抵抗を排して自動可能な場合（正常）、又は検者の手を置いた程度の抵抗を排して自

動可能な場合（やや減）・・・・・・・・・・・・ ○ 

 

５ 脳原性運動機能障害用については上肢機能障害と移動機能障害の双方につき、一定の方

法により検査を行うこととされているが、被検者は各動作について未経験のことがあるの

で、テストの方法を事前に教示し試行を経たうえで本検査を行うこととする。 
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身身体体障障害害者者手手帳帳診診断断書書作作成成ににおおけけるる留留意意事事項項概概略略  
 
１１．．「「永永続続すするる障障害害」」ででああるるこことと  
 
① 必ずしも将来にわたって障害程度が不変のものとは限らないが、その障害が将来とも回復する可能性がきわめ

て少ないものが対象となる。 
 
② 乳幼児の障害認定は障害の程度を判定することが可能となる年齢（概ね満３歳）以降に行う。しかし、３歳未

満においても四肢の欠損等身体機能の障害が明らかな場合には障害認定は行える。また、身体障害認定基準は１

８歳以上の年齢を想定していることから、児童の場合にはその年齢を考慮して妥当と思われる障害程度を認定し、

発達や訓練にて将来障害が軽減すると予想される場合は残存すると予想される障害の限度で障害程度を認定する。 
 
③ 脳血管障害ではどの程度の身体障害が残存するのかほぼ６か月程度で判断可能となることから、原則としてそ

の時点以降に認定する。発症３~４か月でも症状固定とみなされる場合もあるが、原則として、１年後に再認定

を要する。他の疾患においても、十分な治療やリハビリが行われ障害固定に至ったと考えられた時点以降に認定

する。 
 
④ 加齢または精神機能の衰退に起因する日常生活動作不能の状態は、それをもって身体障害と認定することは 
適当ではない。ただし、関節可動域の制限や筋力低下等の状態が認定基準に合致し、永続するものである場合に

は、二次的であるか否かにかかわらず、当該身体機能の障害として認定することは可能である 
 
⑤ 常に臥床状態にあるため筋力低下や関節可動域制限を来した場合など、回復が見込めず永続する機能障害が存

在すれば身体障害と認められる。廃用性症候群に関しても同様にとする。 
 
⑥ 遷延性意識障害の状態で四肢の随意運動も乏しい場合は、常時の医学的管理が必要でないと診断できる時点で

認定する。一般的には一か月に１～４回程度の往診により管理可能な状態を指す。 
 
⑦ パ－キンソン病のように服薬により状態が変化する障害の場合は、原則として服薬によってコントロールされ

ている状態をもって判断するが、１日の大半でコントロール不能の状態が永続する場合は認定の対象となり得る。 
 
⑧ てんかんをはじめたびたび発作を起こし、その時点で一時的に身体障害が重くなる者については、障害が固定

しているとは言えず、発作のない状態をもって判断する。 
 
⑨ 起立性低血圧により日常生活の制限を来たす場合は、それをもって体幹や下肢の身体障害とは認められない。 
 
⑩ めまいによる日常生活の制限は肢体不自由ではなく平衡機能障害にて認定する。 
 
２２．．障障害害部部位位とと障障害害程程度度のの判判断断ににつついいてて  
 
① 何らかの障害があれば身障手帳上の等級にあたるのではなく、障害認定基準に達していなければ軽度障害とし

ても認められない。例えば、PIP 関節未満の手指欠損はたとえ日常生活能力に明らかな支障があるとしても、身

障手帳上の手指欠損とは認められない。 
 
② 障害等級の認定にあたっては、目的動作能力に併せて関節可動域（以下 ROM）及び徒手筋力テスト（以下

MMT）の所見を重視しており、診断に遺漏の無いよう記載する必要がある。 
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身身体体障障害害者者手手帳帳診診断断書書作作成成ににおおけけるる留留意意事事項項概概略略  
 
１１．．「「永永続続すするる障障害害」」ででああるるこことと  
 
① 必ずしも将来にわたって障害程度が不変のものとは限らないが、その障害が将来とも回復する可能性がきわめ

て少ないものが対象となる。 
 
② 乳幼児の障害認定は障害の程度を判定することが可能となる年齢（概ね満３歳）以降に行う。しかし、３歳未

満においても四肢の欠損等身体機能の障害が明らかな場合には障害認定は行える。また、身体障害認定基準は１

８歳以上の年齢を想定していることから、児童の場合にはその年齢を考慮して妥当と思われる障害程度を認定し、

発達や訓練にて将来障害が軽減すると予想される場合は残存すると予想される障害の限度で障害程度を認定する。 
 
③ 脳血管障害ではどの程度の身体障害が残存するのかほぼ６か月程度で判断可能となることから、原則としてそ

の時点以降に認定する。発症３~４か月でも症状固定とみなされる場合もあるが、原則として、１年後に再認定

を要する。他の疾患においても、十分な治療やリハビリが行われ障害固定に至ったと考えられた時点以降に認定

する。 
 
④ 加齢または精神機能の衰退に起因する日常生活動作不能の状態は、それをもって身体障害と認定することは 
適当ではない。ただし、関節可動域の制限や筋力低下等の状態が認定基準に合致し、永続するものである場合に

は、二次的であるか否かにかかわらず、当該身体機能の障害として認定することは可能である 
 
⑤ 常に臥床状態にあるため筋力低下や関節可動域制限を来した場合など、回復が見込めず永続する機能障害が存

在すれば身体障害と認められる。廃用性症候群に関しても同様にとする。 
 
⑥ 遷延性意識障害の状態で四肢の随意運動も乏しい場合は、常時の医学的管理が必要でないと診断できる時点で

認定する。一般的には一か月に１～４回程度の往診により管理可能な状態を指す。 
 
⑦ パ－キンソン病のように服薬により状態が変化する障害の場合は、原則として服薬によってコントロールされ

ている状態をもって判断するが、１日の大半でコントロール不能の状態が永続する場合は認定の対象となり得る。 
 
⑧ てんかんをはじめたびたび発作を起こし、その時点で一時的に身体障害が重くなる者については、障害が固定

しているとは言えず、発作のない状態をもって判断する。 
 
⑨ 起立性低血圧により日常生活の制限を来たす場合は、それをもって体幹や下肢の身体障害とは認められない。 
 
⑩ めまいによる日常生活の制限は肢体不自由ではなく平衡機能障害にて認定する。 
 
２２．．障障害害部部位位とと障障害害程程度度のの判判断断ににつついいてて  
 
① 何らかの障害があれば身障手帳上の等級にあたるのではなく、障害認定基準に達していなければ軽度障害とし

ても認められない。例えば、PIP 関節未満の手指欠損はたとえ日常生活能力に明らかな支障があるとしても、身

障手帳上の手指欠損とは認められない。 
 
② 障害等級の認定にあたっては、目的動作能力に併せて関節可動域（以下 ROM）及び徒手筋力テスト（以下

MMT）の所見を重視しており、診断に遺漏の無いよう記載する必要がある。 
 

③ 機能全廃とは、ROM が１０度以内、MMT が２以下に相当するものであり、自分の身体部分の重さに抗し得

ないか（著減）、自動運動が不能な程度（全廃）をさす。 
著しい機能障害とは、ROM が概ね３０度以内、MMT が３に相当し、日常生活に相応の支障を来たすものであ

り、検者の加える抵抗には抗し得ないが、身体部位の重さには抗して自動運動が可能な程度（半減）をさす。 
軽度機能障害とは、ROM が概ね９０度以内、MMT が４に相当し､日常生活に支障を来たすものであり、検者の

手を置いた程度の抵抗に抗して自動運動が可能な程度（やや減）をさす。 
ただし、いずれも肩及び足関節の ROM は除く。 
 
④ ROM 及び MMT の具体的な数値は機能障害の一面をあらわしたものであるので、一部の値や所見のみをもっ

てその等級と認定するのではなく、その障害全般を目的動作能力も含め総合的に判断した上で等級を定めなけれ

ばならない。例えば、ある関節障害において MMT が３に相当しても、ROM 制限が乏しく目的動作能力が保た

れていれば、著しい機能障害には至らず軽度機能障害に留める。 
 
⑤ 肩関節や股関節では複数の ROM を有するが、一方向の ROM のみでは判断せず、すべての方向の ROM をも

って判断する。また、MMT では各方向の平均をとり、小数点以下は四捨五入し判断する。 
 
⑥ 体幹機能障害について、等級が不連続な部分もあるが、例えば３級と５級の中間程度と思われる場合は、間の

４級とするのではなく、下位等級の５級に留める。 
 
⑦ 多関節障害の認定に関して、各関節の指数足し上げではなく、上肢又は下肢全体の機能を総合的に判断し等級

を定める。たとえば、一上肢の各関節の機能障害を指数合算した結果が全廃相当（２級）となっても、上肢全体

の状況から全廃には至っていない場合には、著しい障害（３級）に留める。また、同一の上肢又は下肢に重複し

て障害がある場合、機能障害のある部位から上肢又は下肢を欠損した場合の等級を上限とする。 
 
⑧ 一下肢の機能障害として認定するには、機能障害が一下肢全体にわたっているか、少なくとも３大関節のうち

２関節に相応の障害が及んでいる必要がある。１km 以上の歩行不能、駅の階段昇降がほとんど困難な状況にあ

る場合でも、器質的障害が無く疲労性の障害であれば、一下肢の機能障害としては認定できない。 
 
⑨ 体幹機能障害は、体幹筋全般の麻痺、体幹から下肢にかけての運動失調、脊椎の明らかな変形等により、歩行

や起立、座位が障害された場合が対象となる。脳血管障害等による片麻痺では、たとえ片側の体幹筋麻痺を有し

ていても、体幹障害とはせず下肢障害とする。 
 
⑩ 体幹障害と下肢障害が重複した場合、原則として各々の指数を合計はせず、障害の状態から体幹又は下肢の単

独障害として認定する。しかし、四肢体幹全般が機能全廃の状態では、四肢体幹機能障害とする場合もある。 
 
⑪ 脳性麻痺や乳幼児期以前に発症した脳炎や無酸素脳症等の非進行性脳病変による全身性障害に関しては、「脳

原性」として認定する。また、乳幼児期に発症した障害により脳性麻痺と類似の全身性障害を呈する者で、肢体

不自由一般の診断書では著しく不利となる場合には、脳原性用の診断書にて認定することも出来る。 
 
⑫ 乳幼児期より後に発症した障害は、肢体不自由一般の診断書にて障害程度を認定する。また、脳性麻痺ではあ

るが、幼少であったり知的障害を有するためひも結びなどの課題自体がもともと困難な場合も、肢体不自由一般

の診断書にて障害程度を認定する。 
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身身体体障障害害者者診診断断書書・・意意見見書書（（肢肢体体不不自自由由用用））  記記載載項項目目チチェェッッククリリスストト  

※※診診断断年年月月日日、、病病院院のの名名称称・・所所在在地地・・診診療療担担当当科科名名やや署署名名、、等等級級意意見見ななどど必必須須のの項項目目にに記記

載載ががああるるかか再再度度ごご確確認認くくだだささいい。。  

＜＜総総括括表表＞＞  

□ 再認定の項目は「要・不要」に選択があり、要の場合は「軽軽度度化化・・重重度度化化、、再再認認定定

のの時時期期」」に漏れなく記載がありますか。 

□ 脳血管障害の場合、発症から６ヶ月以上経過していますか。３～４ヶ月で障害固

定とみなす場合は、将将来来再再認認定定を付していますか。 

□ 既に肢体不自由の手帳を所持している場合、既既認認定定部部分分についての評価も記載し

ていますか。 

□ 直近の疾病だけでなく、現在残存している障害を来した全ての疾病・外傷等につ

いて、「参考となる経過・現症」等に記載していますか。 

□ 認知機能障害・高次脳機能障害・精神運動発達遅滞・知的障害などがある場合、

「⑥その他参考となる合併症状」に記載していますか。 

□ 総合等級欄で下肢と体幹の等級を指指数数合合算算していませんか。 

□ ７級と診断する場合、７級の障害が１つのみでは手帳の交付とならないことに留

意していますか。 

＜＜参参考考図図示示・・動動作作活活動動＞＞  

□ 変形・切離断・感覚障害・運動障害を参考図示に示していますか。 

□ 上肢・下肢を切断している場合、切断部位が「「２２分分のの１１以以上上」」であるか否かを記載

していますか。上肢長・下肢長に記載はありますか。 

□ 障害のある部位の左左右右は誤っていませんか。 

□ 上肢に障害がある場合、握握力力を記載していますか。 

□ 動作・活動欄に漏れなく記載がありますか。 

□ 動作・活動欄で、（ ）の中のものを使用する場合は○○を付していますか。 

＜＜ＲＲＯＯＭＭ・・ＭＭＭＭＴＴ＞＞  

□ 障害のある部位のＲＯＭ、ＭＭＴは漏れなく記載がありますか。 

□ 動作・活動の評価と歩行能力及び起立位の状況、ＭＭＴとの整整合合性性はありますか。 

－ 14 －



身身体体障障害害者者診診断断書書・・意意見見書書（（肢肢体体不不自自由由用用））  記記載載項項目目チチェェッッククリリスストト  

※※診診断断年年月月日日、、病病院院のの名名称称・・所所在在地地・・診診療療担担当当科科名名やや署署名名、、等等級級意意見見ななどど必必須須のの項項目目にに記記

載載ががああるるかか再再度度ごご確確認認くくだだささいい。。  

＜＜総総括括表表＞＞  

□ 再認定の項目は「要・不要」に選択があり、要の場合は「軽軽度度化化・・重重度度化化、、再再認認定定

のの時時期期」」に漏れなく記載がありますか。 

□ 脳血管障害の場合、発症から６ヶ月以上経過していますか。３～４ヶ月で障害固

定とみなす場合は、将将来来再再認認定定を付していますか。 

□ 既に肢体不自由の手帳を所持している場合、既既認認定定部部分分についての評価も記載し

ていますか。 

□ 直近の疾病だけでなく、現在残存している障害を来した全ての疾病・外傷等につ

いて、「参考となる経過・現症」等に記載していますか。 

□ 認知機能障害・高次脳機能障害・精神運動発達遅滞・知的障害などがある場合、

「⑥その他参考となる合併症状」に記載していますか。 

□ 総合等級欄で下肢と体幹の等級を指指数数合合算算していませんか。 

□ ７級と診断する場合、７級の障害が１つのみでは手帳の交付とならないことに留

意していますか。 

＜＜参参考考図図示示・・動動作作活活動動＞＞  

□ 変形・切離断・感覚障害・運動障害を参考図示に示していますか。 

□ 上肢・下肢を切断している場合、切断部位が「「２２分分のの１１以以上上」」であるか否かを記載

していますか。上肢長・下肢長に記載はありますか。 

□ 障害のある部位の左左右右は誤っていませんか。 

□ 上肢に障害がある場合、握握力力を記載していますか。 

□ 動作・活動欄に漏れなく記載がありますか。 

□ 動作・活動欄で、（ ）の中のものを使用する場合は○○を付していますか。 

＜＜ＲＲＯＯＭＭ・・ＭＭＭＭＴＴ＞＞  

□ 障害のある部位のＲＯＭ、ＭＭＴは漏れなく記載がありますか。 

□ 動作・活動の評価と歩行能力及び起立位の状況、ＭＭＴとの整整合合性性はありますか。 

 

 

２ 事 例 
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事事例例１１  

（（適適切切なな事事例例・・脳脳血血管管障障害害））  
 
〔〔解解説説〕〕  

脳血管障害の認定では、疾病発生から原則６か月、再

認定を検討の上でも３～４か月経過後に認定する。  

  

脳血管障害では片側上下肢や、体幹も含めた全身に障

害が及ぶことが多いので、特に認定にはＡＤＬ、歩行能

力や握力、ＭＭＴ・ＲＯＭ、及び神経学的所見等を総合

的に判断する必要があるため、記載漏れの無いように注

意する。 

 

〔〔参参照照〕〕障障害害程程度度等等級級表表解解説説  

脳脳血血管管障障害害のの障障害害認認定定のの時時期期ににつついいてて  

脳血管障害は、どの程度の機能障害を残すかはほぼ６

か月程度で決まるのが通常であり、原則としてその時点

以降に認定することとする。 

なお、麻痺が重篤あるいは高齢者等で発症後３～４か

月でも症状固定と見なされる場合もあるが、原則として

１年後に再認定を行うこととする。 

脳脳血血管管障障害害等等にによよるる片片麻麻痺痺ににおおけけるる体体幹幹障障害害のの認認定定

ににつついいてて  

脳血管障害等による片麻痺では、たとえ、片側の体幹

筋麻痺を有していても、体幹障害とはせず下肢障害とし

て認定することとする。 

ただし、脳幹出血や多発性脳梗塞等により運動障害が

両側に及んでいる場合にはこの限りではない。 
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第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 

 総括表 

 氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和３３３３年年  ３３月月２２７７日日生生 男 女  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記)  上上下下肢肢機機能能障障害害（（左左片片麻麻痺痺）） 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 脳脳出出血血、、ククモモ膜膜下下出出血血 

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日     令令和和６６年  ６６月  ５５日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

 

令令和和６６年年６６月月５５日日発発症症しし、、○○○○病病院院入入院院、、緊緊急急手手術術すするるもも意意識識不不明明、、長長期期伏伏臥臥続続

いいたた。。令令和和６６年年９９月月１１日日、、機機能能訓訓練練目目的的にに当当院院入入院院。。  

 

人工関節又は人工骨頭置換術    年  月  日 

障害固定又は障害確定(推定) 令令和和７７年年  ３３月月  １１日日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再
評評価価しし、、障障害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

 

左左上上肢肢機機能能のの全全廃廃２２級級（（ＭＭＭＭＴＴ著著減減））。。  

    左左下下肢肢機機能能のの全全廃廃３３級級（（ＭＭＭＭＴＴ著著減減））。。  

 
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥ その他参考となる合併症状 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒○○○○○○○○‐‐○○○○○○○○ 

       令令和和７７年  ９９月  １１日     ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○病病院院 

病院又は診療所の名称          電話 ○○○○（○○○○○○○○）○○○○○○○○  

所 在 地 

診 療 担 当 科 名     リリハハビビリリ科  医師氏名 ○○○○○○○○   印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

１１  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢   ２２  級 

下肢   ３３  級 

体幹      級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、そ

の総合等級は、原則として指数合算を行

わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わ

せする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 

 総括表 

 氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和３３３３年年  ３３月月２２７７日日生生 男 女  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記)  上上下下肢肢機機能能障障害害（（左左片片麻麻痺痺）） 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 脳脳出出血血、、ククモモ膜膜下下出出血血 

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日     令令和和６６年  ６６月  ５５日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

 

令令和和６６年年６６月月５５日日発発症症しし、、○○○○病病院院入入院院、、緊緊急急手手術術すするるもも意意識識不不明明、、長長期期伏伏臥臥続続

いいたた。。令令和和６６年年９９月月１１日日、、機機能能訓訓練練目目的的にに当当院院入入院院。。  

 

人工関節又は人工骨頭置換術    年  月  日 

障害固定又は障害確定(推定) 令令和和７７年年  ３３月月  １１日日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再
評評価価しし、、障障害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

 

左左上上肢肢機機能能のの全全廃廃２２級級（（ＭＭＭＭＴＴ著著減減））。。  

    左左下下肢肢機機能能のの全全廃廃３３級級（（ＭＭＭＭＴＴ著著減減））。。  

 
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥ その他参考となる合併症状 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒○○○○○○○○‐‐○○○○○○○○ 

       令令和和７７年  ９９月  １１日     ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○病病院院 

病院又は診療所の名称          電話 ○○○○（○○○○○○○○）○○○○○○○○  

所 在 地 

診 療 担 当 科 名     リリハハビビリリ科  医師氏名 ○○○○○○○○   印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

１１  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢   ２２  級 

下肢   ３３  級 

体幹      級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、そ

の総合等級は、原則として指数合算を行

わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わ

せする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     
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第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり 

 
参参  考考  図図  示示 

右 

左 

左 

 右 

寝返りをする 　　△△ 右　〇

足を投げ出して座る（背もたれ、支え） 　　△△ 左　×

正座、あぐら、横座り（背もたれ、支え） 　　△△ 右　〇

いすに腰掛ける 　　△△ 左　×

座位又は臥位より立ち上がる(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義岐、装具) 　　△△ 右　〇

右右　　〇〇 左　×

左左　　×× 右　〇

家の中の移動(壁、手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす) 　　△△ 左　×

二階まで階段を上って下りる(手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具) 　　×× 右　〇

屋外を移動する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす) 　　×× 左　×

公共の乗物を利用する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす) 　　×× シャツを着て脱ぐ〔かぶりシャツ〕 　　△△

タオルを絞る 　　×× ズボンをはいて脱ぐ（自助具）〔どのような姿勢でもよい〕 　　××

背中を洗う 　　×× 顔を洗いタォルでふく 　　△△

排泄
せつ
の後始末をする

　　××

動作・活動・自立－○、半介助－△、全介助又は不能一×、(　)の中のものを使う時にはそれに○
・左右の別がないものは、共働での評価とする。

つまむ

握る

片脚で立つ

ブラシで歯を磨く（自助具）

〔はしで］食事をする（スブーン、自助具）

コップで水を飲む

００  
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学

会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 

 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 

  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 

 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学

会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 

 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 

  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 

 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 

 

 

事事例例２２  

（（適適切切なな事事例例・・人人工工関関節節））  
 

〔〔解解説説〕〕  

①右股関節について 

右大腿骨骨頭壊死による右股関節機能全廃 

平成２２年１０月１日右人工骨頭置換術 

ＭＭＴ・ＲＯＭともに良好であるが、平成２２年１０

月１日に人工骨頭置換術を行っており、手帳についても

旧基準（股関節に人工骨頭又は人工関節を用いたもの４

級）で取得済である。 

そのため、当時の等級を引き継ぎ、右股関節機能の全

廃４級（指数４）の判定は妥当である。 

 

※旧基準により、人工関節又は人工骨頭による機能全

廃の認定を受けているものについては、新基準による再

評価を要しないものとする。 

 

②左股関節について 

左変形性関節症による左股関節機能障害 

令和６年３月２０日人工股関節置換術 

平成２６年度の新基準施行後の診断であるため、人工

関節置換術を行っているが、ＭＭＴ等を総合的に判断し

た上で左左股股関関節節機機能能のの著著ししいい障障害害５５級級（（指指数数２２））の判定

は妥当である。 

 

以上より、指数６となり、総合等級４級に変更はない

が、左股関節機能の著しい障害５級が追加となる。 
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第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 

 総括表 

 氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和３３１１年年  １１月月  ４４日日生生 男 女  

 
住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

①  障害名(部位を明記)  両両下下肢肢機機能能障障害害（（両両股股関関節節機機能能障障害害）） 

② 原因となった

疾病・外傷名 

右右大大腿腿骨骨骨骨頭頭壊壊死死  

左左変変形形性性関関節節症症 

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

②  疾病・外傷発生年月日   平平成成２２１１年年    月月    日日頃頃 

③  参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

平平成成２２１１年年右右股股関関節節痛痛出出現現、、ＸＸ－－ＰＰににてて大大腿腿骨骨頭頭壊壊死死をを認認めめ人人工工骨骨頭頭置置換換術術

施施行行。。  

平平成成２２８８年年８８月月頃頃よよりり左左股股関関節節痛痛出出現現。。変変形形性性関関節節症症にによよりり人人工工股股関関節節のの置置

換換術術施施行行。。    

                                              右右平平成成２２３３年年  １１００月月    １１日日  

人工関節又は人工骨頭置換術年月日左左令令和和  ７７年年      ３３月月  ２２００日日 

障害固定又は障害確定(推定)   令令和和７７年年  １１００月月  ２２７７日日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再評評
価価しし、、障障害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

右右股股関関節節はは、、平平成成２２３３年年１１００月月のの人人工工骨骨頭頭置置換換術術施施行行後後にに４４級級のの身身体体障障害害者者

手手帳帳取取得得済済みみののたためめ、、全全廃廃４４級級。。  

左左股股関関節節はは、、今今回回人人工工股股関関節節置置換換術術施施行行、、ＭＭＭＭＴＴ△△かからら著著ししいい機機能能障障害害５５級級。。  
 

 
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥ その他参考となる合併症状 

 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒○○○○○○○○‐‐○○○○○○○○ 

       令令和和７７年  １１００月  ２２７７日     ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称          電話 ○○○○（○○○○○○○○）○○○○○○○○  

所 在 地 

診 療 担 当 科 名     整整形形外外  科  医師氏名 ○○○○○○○○   印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

  ４４  級相当

  

内訳  等  級 

  
上肢      級 

下肢   ４４ 級 

体幹     級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、 

その総合等級は、原則として指数合算 

を行わないこと。 

業規格A列4番) 
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第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 

 総括表 

 氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和３３１１年年  １１月月  ４４日日生生 男 女  

 
住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

①  障害名(部位を明記)  両両下下肢肢機機能能障障害害（（両両股股関関節節機機能能障障害害）） 

② 原因となった

疾病・外傷名 

右右大大腿腿骨骨骨骨頭頭壊壊死死  

左左変変形形性性関関節節症症 

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

②  疾病・外傷発生年月日   平平成成２２１１年年    月月    日日頃頃 

③  参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

平平成成２２１１年年右右股股関関節節痛痛出出現現、、ＸＸ－－ＰＰににてて大大腿腿骨骨頭頭壊壊死死をを認認めめ人人工工骨骨頭頭置置換換術術

施施行行。。  

平平成成２２８８年年８８月月頃頃よよりり左左股股関関節節痛痛出出現現。。変変形形性性関関節節症症にによよりり人人工工股股関関節節のの置置

換換術術施施行行。。    

                                              右右平平成成２２３３年年  １１００月月    １１日日  

人工関節又は人工骨頭置換術年月日左左令令和和  ７７年年      ３３月月  ２２００日日 

障害固定又は障害確定(推定)   令令和和７７年年  １１００月月  ２２７７日日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再評評
価価しし、、障障害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

右右股股関関節節はは、、平平成成２２３３年年１１００月月のの人人工工骨骨頭頭置置換換術術施施行行後後にに４４級級のの身身体体障障害害者者

手手帳帳取取得得済済みみののたためめ、、全全廃廃４４級級。。  

左左股股関関節節はは、、今今回回人人工工股股関関節節置置換換術術施施行行、、ＭＭＭＭＴＴ△△かからら著著ししいい機機能能障障害害５５級級。。  
 

 
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥ その他参考となる合併症状 

 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒○○○○○○○○‐‐○○○○○○○○ 

       令令和和７７年  １１００月  ２２７７日     ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称          電話 ○○○○（○○○○○○○○）○○○○○○○○  

所 在 地 

診 療 担 当 科 名     整整形形外外  科  医師氏名 ○○○○○○○○   印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

  ４４  級相当

  

内訳  等  級 

  
上肢      級 

下肢   ４４ 級 

体幹     級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、 

その総合等級は、原則として指数合算 

を行わないこと。 

業規格A列4番) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動作・活動・自立－○、半介助－△、全介助又は不能一×、( )の中のものを使う時にはそれに○ 
     ・左右の別がないものは、共働での評価とする。 
寝返りをする   〇〇  

〔はしで］食事をする（スプーン、自助具） 
右 〇 

足を投げ出して座る（背もたれ、支え）   △△  左 〇 

正座、あぐら、横座り（背もたれ、支え）   △△  
コップで水を飲む 

右 〇 

いすに腰掛ける   〇〇  左 〇 

座位又は臥位より立ち上がる(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義岐、装具)   △△  
ブラシで歯を磨く（自助具） 

右 〇 

片脚で立つ 
右△△ 左 〇 

左△△ 
つまむ 

右 〇 

家の中の移動(壁、手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左 〇 

二階まで階段を上って下りる(手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具)   △△  
握る 

右 〇 

屋外を移動する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左 〇 

公共の乗物を利用する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  シャツを着て脱ぐ〔かぶりシャツ〕  〇  

タオルを絞る  〇  ズボンをはいて脱ぐ（自助具）〔どのような姿勢でもよい〕  〇  

背中を洗う  〇  顔を洗いタオルでふく  〇  

排 泄
せつ

の後始末をする 
 〇     〇  

注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     

利利きき手手をを〇〇でで囲囲むむこことと  

右   左 
― 上肢長㎝ ― 

８４．５ 下肢長㎝ ８５ 

― 上腕周径㎝ ― 

― 前腕周径㎝ ― 

３７ 大腿周径㎝ ３７ 

３２ 下腿周径㎝ ３０．８ 

― 握力㎏ ― 
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第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり 

 
参参  考考  図図  示示 

右 左 

 
右 左 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 

 

 

 

 
 

事事例例３３  

（（適適切切なな事事例例・・切切断断））  
 

〔〔解解説説〕〕  

左下腿２分の１以上欠損により、左下肢４級（下腿２

分の１以上欠損）となる。 

大腿・下腿等切断の部位によって等級が決まるため、

必ず切断の部位（大腿・下腿の２分の１以上であるか否

か）を明確に記載する。 

 

〔〔参参照照〕〕障障害害程程度度等等級級表表解解説説  

  切切断断  

大腿又は下腿の切断の部位及び長さは実用長（大腿に

おいて坐骨結節の高さより計測したもの）をもって計測

する。従って、肢断端に骨の突出、瘢痕、拘縮、神経断

端腫その他の障害があるときは、その障害の程度を考慮

して、上位の等級に判定することもあり得る。 
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第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 
 総括表 

  

氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和４４５５年年１１００月月２２２２日日生生  男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記)  左左膝膝下下切切断断 

② 原因となった

疾病・外傷名 
左左膝膝下下切切断断、、糖糖尿尿病病性性壊壊疽疽  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   令令和和７７年年９９月月６６日日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

令令和和７７年年９９月月６６日日よよりり左左足足のの壊壊疽疽をを生生じじ、、令令和和７７年年９９月月１１９９日日膝膝下下切切断断をを行行っったた。。

    

                                                  

人工関節又は人工骨頭置換術      年   月   日 

障害固定又は障害確定(推定)    令令和和７７年    ９９月    １１９９日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入)  既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再評評価価    

しし、、障障害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。 

 

  左左膝膝下下切切断断でであありり、、左左下下腿腿をを１１//２２以以上上でで切切断断ししてていいるるたためめ４４級級ででああるる。。  

  

  
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥ その他参考となる合併症状 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒〒○○○○○○○○－－○○○○○○○○ 

   令令和和７７年年１１００月月１１８８日日         ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称            電話○○○○(○○○○○○○○)○○○○○○○○  

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名     整整形形外外  科  医師名 ○○○○○○○○     印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

４４  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢       級 

下肢         ４４        級 

体幹      級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わせする

場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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動作・活動・自立－○、半介助－△、全介助又は不能一×、( )の中のものを使う時にはそれに○ 
     ・左右の別がないものは、共働での評価とする。 
寝返りをする   〇〇  

〔はしで］食事をする（スプーン、自助具） 
右〇〇 

足を投げ出して座る（背もたれ、支え）   〇〇  左〇〇 

正座、あぐら、横座り（背もたれ、支え）   〇〇  
コップで水を飲む 

右〇〇 

いすに腰掛ける   〇〇  左〇〇 

座位又は臥位より立ち上がる(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義岐、装具)   〇〇  
ブラシで歯を磨く（自助具） 

右〇〇 

片脚で立つ 
右〇〇 左〇〇 

左×× 
つまむ 

右〇〇 

家の中の移動(壁、手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   〇〇  左〇〇 

二階まで階段を上って下りる(手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具)   △△  
握る 

右〇〇 

屋外を移動する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左〇〇 

公共の乗物を利用する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  シャツを着て脱ぐ〔かぶりシャツ〕   〇〇  

タオルを絞る   〇〇  ズボンをはいて脱ぐ（自助具）〔どのような姿勢でもよい〕   〇〇  

背中を洗う   〇〇  顔を洗いタオルでふく   〇〇  

排 泄
せつ

の後始末をする 
  〇〇        

注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     

利利きき手手をを〇〇でで囲囲むむこことと  

右   左 
 上肢長㎝  

９０ 下肢長㎝ ６２ 
 上腕周径㎝  

 前腕周径㎝  

 大腿周径㎝  

 下腿周径㎝  

 握力㎏  
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第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり 

 
参参  考考  図図  示示 

右 左 

 
右 左 

－ 27 －

２　

事 

例

身
体
障
害
者
手
帳
認
定

基
準
の
ポ
イ
ン
ト



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学

会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 

 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 

  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 

 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学

会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 

 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 

  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 

 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 

 

 

事事例例４４  

（（適適切切なな事事例例・・頚頚髄髄損損傷傷））  

  
〔〔解解説説〕〕  

① 上肢について 

ＡＤＬはスプーンで食事をする、顔を洗いタオルで

ふくが△とあり、ＭＭＴが両手指及び両前腕で×だが、

両肩、両肘関節で△と筋力が残存しており、両上肢の

著しい機能障害２級（指数１１）が妥当である。 

   

② 体幹について 

いすに腰掛けるは自立して可能だが、補装具なしで

歩行及び起立位保持不能とあることから、坐位または

起立位を保つことの困難なものとして体幹２級（指数

１１）は妥当である。 

 

したがって、総合等級は 1級（指数２２）となる。 
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第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 
 総括表 

  

氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和３３１１年年１１１１月月９９日日生生  男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 上上肢肢機機能能障障害害  体体幹幹機機能能障障害害  

② 原因となった

疾病・外傷名 
頚頚髄髄損損傷傷  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   令令和和６６年年１１００月月    日日 

④  参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

令令和和６６年年１１００月月  交交通通事事故故  自自転転車車VVSS自自動動車車  当当院院救救急急搬搬送送、、緊緊急急入入院院。。  

＃＃頚頚髄髄損損傷傷  CC33//４４  ##CC22骨骨折折  直直後後ははFFrraannkkee  BBのの診診断断。。  

下下肢肢はは感感覚覚ののみみでで運運動動機機能能完完全全麻麻痺痺。。  

そそのの後後リリハハビビリリ施施行行ししてて、、現現在在ままででにに起起立立練練習習がが出出来来るるままででにに回回復復。。FFrraannkkee  DD11    

                                                  

人工関節又は人工骨頭置換術      年   月   日 

障害固定又は障害確定(推定)      令令和和７７年年    ９９月月    ５５日日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入)  既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再評評価価しし、、
障障害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

 

 座座位位保保持持はは何何ととかか可可能能。。起起立立保保持持はは困困難難、、片片脚脚起起立立不不能能でで体体幹幹２２級級。。  

  上上肢肢のの機機能能もも著著ししくく制制限限さされれてておおりり、、両両上上肢肢機機能能のの著著ししいい障障害害２２級級。。  

  
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥ その他参考となる合併症状 尿尿閉閉、、膀膀胱胱直直腸腸障障害害あありり 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒〒○○○○○○○○－－○○○○○○○○ 

   令令和和７７年年９９月月１１９９日日        ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称            電話○○○○(○○○○○○○○)○○○○○○○○  

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名     整整形形外外  科  医師名 ○○○○○○○○     印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

１１  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢   ２２  級 

下肢                 級 

体幹   ２２  級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わせする

場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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動作・活動・自立－○、半介助－△、全介助又は不能一×、( )の中のものを使う時にはそれに○ 
     ・左右の別がないものは、共働での評価とする。 
寝返りをする   ××  

〔はしで］食事をする（スプーン、自助具） 
右△△ 

足を投げ出して座る（背もたれ、支え）   ××  左△△ 

正座、あぐら、横座り（背もたれ、支え）   ××  
コップで水を飲む 

右×× 

いすに腰掛ける   〇〇  左×× 

座位又は臥位より立ち上がる(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義岐、装具)   △△  
ブラシで歯を磨く（自助具） 

右×× 

片脚で立つ 
右×× 左×× 

左×× 
つまむ 

右×× 

家の中の移動(壁、手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左×× 

二階まで階段を上って下りる(手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具)   ××  
握る 

右×× 

屋外を移動する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   ××  左×× 

公共の乗物を利用する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   ××  シャツを着て脱ぐ〔かぶりシャツ〕   ××  

タオルを絞る   ××  ズボンをはいて脱ぐ（自助具）〔どのような姿勢でもよい〕   ××  

背中を洗う   ××  顔を洗いタオルでふく   △△  

排 泄
せつ

の後始末をする 
  ××        

注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     

利利きき手手をを〇〇でで囲囲むむこことと  

右   左 
 上肢長㎝  

 下肢長㎝  

 上腕周径㎝  

 前腕周径㎝  

 大腿周径㎝  

 下腿周径㎝  

０ 握力㎏ ０ 
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第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり 

 
参参  考考  図図  示示 

右 左 

 
右 左 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学

会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 

 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 

  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 

 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学

会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 

 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 

  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 

 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 

 

 
 

事事例例５５  

（（適適切切なな事事例例・・廃廃用用症症候候群群））  

 
〔〔解解説説〕〕  

加齢または精神機能の衰退に起因する日常生活動作不

能の状態は、それをもって身体障害と認定することは適

当ではない。ただし、関節可動域の制限や筋力低下等の

状態が認定基準に合致し、永続するものである場合には、

二次的であるか否かにかかわらず、当該身体機能の障害

として認定することは可能である。 

  

ＡＤＬは×とあり、認知症による廃用が進行し、筋力

低下や関節可動域の制限が認められている。 

  

障害が永続するものとして、両上肢機能の全廃１級、

両下肢機能の全廃１級、総合１級として、認定すること

は妥当である。  
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第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 
 総括表 

  

氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和８８年年８８月月１１８８日日生生  男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 上上下下肢肢機機能能障障害害（（四四肢肢麻麻痺痺））  

② 原因となった

疾病・外傷名 
認認知知症症・・廃廃用用症症候候群群  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   平平成成２２１１年年頃頃  月月    日日 

④  参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

認認知知症症でで施施設設入入所所ししてていいたたがが、、令令和和６６年年８８月月５５日日肺肺炎炎でで当当院院入入院院。。  

認認知知症症にによよるる廃廃用用進進行行、、四四肢肢麻麻痺痺、、中中心心静静脈脈栄栄養養、、寝寝たたききりり状状態態    

                                                  

人工関節又は人工骨頭置換術      年   月   日 

障害固定又は障害確定(推定)    令令和和７７年年  １１００月月  ２２００日日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入)  既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再評評価価しし、、
障障害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

 

 両両上上肢肢機機能能のの全全廃廃１１級級  

両両下下肢肢機機能能のの全全廃廃１１級級  

 
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥ その他参考となる合併症状  

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒〒○○○○○○○○－－○○○○○○○○ 

   令令和和７７年年１１００月月２２００日日          ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称            電話○○○○(○○○○○○○○)○○○○○○○○  

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名     脳脳神神経経外外  科  医師名 ○○○○○○○○    印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

１１  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢   １１  級 

下肢         １１        級 

体幹       級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わせする

場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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動作・活動・自立－○、半介助－△、全介助又は不能一×、( )の中のものを使う時にはそれに○ 
     ・左右の別がないものは、共働での評価とする。 
寝返りをする   ××  

〔はしで］食事をする（スプーン、自助具） 
右×× 

足を投げ出して座る（背もたれ、支え）   ××  左×× 

正座、あぐら、横座り（背もたれ、支え）   ××  
コップで水を飲む 

右×× 

いすに腰掛ける   ××  左×× 

座位又は臥位より立ち上がる(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義岐、装具)   ××  
ブラシで歯を磨く（自助具） 

右×× 

片脚で立つ 
右×× 左×× 

左×× 
つまむ 

右×× 

家の中の移動(壁、手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   ××  左×× 

二階まで階段を上って下りる(手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具)   ××  
握る 

右×× 

屋外を移動する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   ××  左×× 

公共の乗物を利用する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   ××  シャツを着て脱ぐ〔かぶりシャツ〕   ××  

タオルを絞る   ××  ズボンをはいて脱ぐ（自助具）〔どのような姿勢でもよい〕   ××  

背中を洗う   ××  顔を洗いタオルでふく   ××  

排 泄
せつ

の後始末をする 
  ××        

注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     

利利きき手手をを〇〇でで囲囲むむこことと  

右   左 
４６．５ 上肢長㎝ ４５．０ 

７３．５ 下肢長㎝ ７２．０ 

２０．５ 上腕周径㎝ ２２．０ 

１９．０ 前腕周径㎝ １８．５ 

３３．０ 大腿周径㎝ ３１．０ 

２３．０ 下腿周径㎝ ２３．０ 

０ 握力㎏ ０ 
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第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり 

 
参参  考考  図図  示示 

右 左 

 
右 左 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学

会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 

 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 

  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 

 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学

会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 

 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 

  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 

 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 

 

 
 

事事例例６６  

（（適適切切なな事事例例・・幼幼児児））  

 
〔〔解解説説〕〕  

○体幹について 

寝返り可能であるが、座位保持不安定、補装具なしで

歩行及び起立位保持不能とあることから、坐位または起

立位を保つことの困難なものとして体幹２級は妥当であ

る。 

 

〔〔参参照照〕〕  

 東京都身体障害認定基準 第３条 乳幼児の障害認定 

乳幼児に係る障害認定は、障害の種類に応じて、障害

の程度を判定することが可能となる年齢（概ね満３歳）

以降に行うこととする。しかし、３才未満においても四

肢の欠損等身体機能の障害が明らかな場合は、障害認定

を行うこととする。 

ただし、本認定基準は主として１８歳以上のものを想

定していることから、児童の場合その年齢を考慮して妥

当と思われる等級を認定する。この場合、治療や訓練を

行うことによって将来障害が軽減すると予想される時は、

残存すると予想される障害の限度でその障害を認定する

こととする。 
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第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 
 総括表 

  

氏 名 ○○○○○○○○ 令令和和４４年年  ３３月月  ７７日日生生  男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

①障害名(部位を明記) 体体幹幹機機能能障障害害  

②原因となった 

 疾病・外傷名 

染染色色体体異異常常  外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③疾病・外傷発生年月日   令令和和４４年年  ３３月月  ７７日日 

④参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

３３８８週週３３日日、、１１８８３３００ｇｇににてて出出生生、、染染色色体体異異常常にによよるる多多発発奇奇形形をを認認めめるる。。  

発発達達促促進進のの指指導導をを継継続続中中。。定定頸頸あありり。。寝寝返返りり可可能能だだがが、、座座位位保保持持不不安安定定、、つつかかままりり立立ちち

困困難難。。  

  

人工関節又は人工骨頭置換術     年   月   日 

障害固定又は障害確定(推定)  令令和和７７年年    ９９月月    ５５日日 

⑤総合所見(再認定の項目も記入)  既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再評評価価しし、、障障
害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

 

 体体幹幹機機能能障障害害にによよりり、、座座位位保保持持不不安安定定、、ハハイイハハイイ不不能能、、つつかかままりり立立ちち困困難難ののたためめ、、  

  体体幹幹機機能能障障害害２２級級相相当当  

 
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥その他参考となる合併症状 尿尿閉閉、、膀膀胱胱直直腸腸障障害害あありり 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒〒○○○○○○○○－－○○○○○○○○ 

   令令和和７７年年９９月月１１９９日日          ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称            電話○○○○(○○○○○○○○)○○○○○○○○  

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名     小小児児  科  医師名 ○○○○○○○○     印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

２２  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢      級 

下肢                   級 

体幹   ２２  級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わせする

場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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動作・活動・自立－○、半介助－△、全介助又は不能一×、( )の中のものを使う時にはそれに○ 
     ・左右の別がないものは、共働での評価とする。 
寝返りをする   〇〇  

〔はしで］食事をする（スプーン、自助具） 
右×× 

足を投げ出して座る（背もたれ、支え）   △△  左×× 

正座、あぐら、横座り（背もたれ、支え）   ××  
コップで水を飲む 

右×× 

いすに腰掛ける   ××  左×× 

座位又は臥位より立ち上がる(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義岐、装具)   ××  
ブラシで歯を磨く（自助具） 

右×× 

片脚で立つ 
右×× 左×× 

左×× 
つまむ 

右×× 

家の中の移動(壁、手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   ××  左×× 

二階まで階段を上って下りる(手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具)   ××  
握る 

右×× 

屋外を移動する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   ××  左×× 

公共の乗物を利用する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   ××  シャツを着て脱ぐ〔かぶりシャツ〕   ××  

タオルを絞る   ××  ズボンをはいて脱ぐ（自助具）〔どのような姿勢でもよい〕   ××  

背中を洗う   ××  顔を洗いタオルでふく   ××  

排 泄
せつ

の後始末をする 
  ××        

注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     

利利きき手手をを〇〇でで囲囲むむこことと  

右   左 
 上肢長㎝  

 下肢長㎝  

 上腕周径㎝  

 前腕周径㎝  

 大腿周径㎝  

 下腿周径㎝  

０ 握力㎏ ０ 
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 ｜ 

          

          

 

         

          

 

         

         

      目｜目｜目 
 ｜ ｜ 

          

          

          

 ｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
母｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目口目口目丿目口丿目丿目口 
示｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目口目口｜口｜目口白目｜目口｜ 
申｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜目｜目

｜目 
屎｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
ﾉﾄﾞＩ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ 

 

｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
に｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目目口目口目口目丿｜丿目口｜ 
河ﾇ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 

｜ 
目口白目｜口｜目口白目｜目口｜ 
巾｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目｜目｜目｜目｜｜｜｜｜｜｜目｜

目｜目 
屋｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
小Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ 

 

         

         

         

          

          

 

第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 評評価価ででききなないいたためめ不不明明 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 不不明明 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり 多多発発奇奇形形 

 
参参  考考  図図  示示 

右 左 

 
右 左 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学

会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 

 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 

  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 

 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学

会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 

 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 

  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 

 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 

 

 
 

事事例例７７  

（（適適切切なな事事例例・・多多系系統統萎萎縮縮症症））  

 
〔〔解解説説〕〕  

○体幹について 

ＡＤＬにおいて、「座位又は臥位より立ち上がる」、「家

の中の移動」、「屋外を移動する」が△、「二階まで階段を

上って下りる」が×とあり、補装具なしで歩行能力が１

００ｍ以上歩行不能、起立位保持が１０分以上困難とあ

ること、から、体幹３級は妥当である。 

 

〔〔参参照照〕〕「「再再認認定定」」対対象象ととすするる際際のの疾疾患患・・症症例例一一覧覧    

進行性の病変による障害を有するときは、障害程度の

重度化が予想されるため、障害更新申請の手続きによる

こととし、原則として、再認定のための診査を義務づけ

ることはしない。 
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第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 
 総括表 

  

氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和４４７７年年  ２２月月２２１１日日生生  男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

①障害名(部位を明記) 体体幹幹機機能能障障害害  

②原因となった 

 疾病・外傷名 
多多系系統統萎萎縮縮症症  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③疾病・外傷発生年月日   令令和和４４年年  ５５月月    日日  頃頃 

④参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

令令和和４４年年５５月月頃頃ににふふららつつききをを自自覚覚。。  

家家族族歴歴ががななくく脳脳ＭＭＲＲＩＩでではは小小脳脳とと脳脳幹幹萎萎縮縮をを認認めめたたここととかからら多多系系統統萎萎縮縮症症とと診診断断  

  

  

人工関節又は人工骨頭置換術     年   月   日 

障害固定又は障害確定(推定)  令令和和６６年年    ２２月月    １１日日 

⑤総合所見(再認定の項目も記入)  既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再評評価価しし、、障障
害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

 

 体体幹幹動動揺揺がが強強くく、、１１００００ｍｍ以以上上のの歩歩行行はは困困難難ななたためめ、、体体幹幹機機能能障障害害３３級級相相当当とと判判断断ししたた。。  

  本本疾疾患患はは有有効効なな治治療療法法ののなないい神神経経変変性性疾疾患患でであありり、、劇劇的的なな改改善善のの見見込込みみははななくく、、徐徐々々にに

増増悪悪ししてていいくく。。  

  
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥その他参考となる合併症状  

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒〒○○○○○○○○－－○○○○○○○○ 

   令令和和７７年年  ７７月月  ５５日日         ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称            電話○○○○(○○○○○○○○)○○○○○○○○  

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名     神神経経内内  科  医師名 ○○○○○○○○     印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

３３  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢      級 

下肢                   級 

体幹   ３３  級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わせする

場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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動作・活動・自立－○、半介助－△、全介助又は不能一×、( )の中のものを使う時にはそれに○ 
     ・左右の別がないものは、共働での評価とする。 
寝返りをする   〇〇  

〔はしで］食事をする（スプーン、自助具） 
右〇〇 

足を投げ出して座る（背もたれ、支え）   〇〇  左〇〇 

正座、あぐら、横座り（背もたれ、支え）   △△  
コップで水を飲む 

右〇〇 

いすに腰掛ける   〇〇  左〇〇 

座位又は臥位より立ち上がる(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義岐、装具)   △△  
ブラシで歯を磨く（自助具） 

右〇〇 

片脚で立つ 
右×× 左〇〇 

左×× 
つまむ 

右〇〇 

家の中の移動(壁、手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左〇〇 

二階まで階段を上って下りる(手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具)   ××  
握る 

右〇〇 

屋外を移動する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左〇〇 

公共の乗物を利用する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  シャツを着て脱ぐ〔かぶりシャツ〕   〇〇  

タオルを絞る   〇〇  ズボンをはいて脱ぐ（自助具）〔どのような姿勢でもよい〕   〇〇  

背中を洗う   〇〇  顔を洗いタオルでふく   〇〇  

排 泄
せつ

の後始末をする 
  〇〇        

注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     

利利きき手手をを〇〇でで囲囲むむこことと  

右   左 
 上肢長㎝  

 下肢長㎝  

 上腕周径㎝  

 前腕周径㎝  

 大腿周径㎝  

 下腿周径㎝  

３３ 握力㎏ ３３ 

         

          

 

         

      目｜目口｜ 
 ｜ ｜ 

目｜｜｜｜目｜目 
 ｜ ｜ ｜      

 
         

          

          

 口｜｜｜丿目口｜目丿｜丿｜｜｜｜｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜母 
目口｜｜口｜｜口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜示 
口目卜目口目口｜口目口目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜巾 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜目｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜環 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜目｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜小 

 

口｜｜｜｜口｜口｜目丿目口｜｜｜｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ほ 
目口｜｜口｜｜口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ボ 
目口卜口目口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜巾 
目｜｜｜｜目｜目丿｜｜目｜目｜｜｜｜

｜｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜屋 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜｜｜｜

｜｜ 
 Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ小 

 

         
口｜｜｜｜目丿目口 
 ｜ ｜ ｜ ｜     
目｜｜｜｜目｜目｜目 
 ｜ ｜ ｜ ｜   目｜｜｜ 

 ｜ 

          

          

 

         

          

 

         

         

      目｜目｜目 
 ｜ ｜ 

          

          

          

 ｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
母｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目口目口目丿目口丿目丿目口 
示｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目口目口｜口｜目口白目｜目口｜ 
申｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜目｜目

｜目 
屎｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
ﾉﾄﾞＩ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ 

 

｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
に｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目目口目口目口目丿｜丿目口｜ 
河ﾇ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 

｜ 
目口白目｜口｜目口白目｜目口｜ 
巾｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目｜目｜目｜目｜｜｜｜｜｜｜目｜

目｜目 
屋｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
小Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ 

 

         

         

         

          

          

 

第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり 

 
参参  考考  図図  示示 

右 左 

 
右 左 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  関関節節可可動動域域制制限限ななしし、、筋筋力力低低下下ななしし  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  関関節節可可動動域域制制限限ななしし、、筋筋力力低低下下ななしし  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 

 

 
 

事事例例８８  

（（適適切切なな事事例例・・両両下下肢肢４４級級））  

 
〔〔解解説説〕〕  

①上肢について 

総合所見において、「左手指の著しい障害：握力は５ｋ

ｇ以下」、握力が左４ｋｇ、ＡＤＬにおいて、「はしで食

事をする」、「ブラシで歯を磨く」が左△、ＭＭＴにおい

て、左の「中手指節」、「近位指節」が△とあることから、

左手指の著しい障害４（指数４）は妥当である。 

 

②下肢について 

 ＡＤＬにおいて、「二階まで階段を上って下りる」が手

すり使用で△、歩行能力が１ｋｍ以上歩行不能、起立位

保持が３０分以上困難とあることから、両下肢４級（指

数４）は妥当である。 

 

 したがって、総合等級３級（指数８）は妥当である。 

 

〔〔参参照照〕〕障障害害程程度度等等級級表表解解説説  

両両下下肢肢機機能能障障害害のの認認定定ににつついいてて  

国のガイドラインでは、「両下肢全体の機能障害で、一

下肢の機能全廃（３級）あるいは一下肢の機能の著しい

障害（４級）と同程度の場合は、「両下肢の機能障害」で

の３級、４級の認定はあり得る。」としている。 

以上より、両下肢ともにほぼ同程度の障害があること

を前提として、両下肢の機能障害３級、４級の認定も行

なうこととする。 
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第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 
 総括表 

  

氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和２２３３年年  ７７月月２２７７日日生生  男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

①障害名(部位を明記) 四四肢肢のの運運動動機機能能障障害害 

②原因となった 

 疾病・外傷名 
進進行行性性核核上上性性麻麻痺痺  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③疾病・外傷発生年月日   令令和和３３年年    月月    日日  頃頃 

④参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

令令和和３３年年頃頃かからら手手のの巧巧緻緻運運動動障障害害がが出出現現しし、、徐徐々々にに進進行行ししたた。。ままたた、、歩歩行行時時ののふふらら

つつききもも出出現現ししたた。。  

四四肢肢のの小小脳脳失失調調、、パパーーキキンンソソニニズズムムをを認認めめ、、頭頭部部ＭＭＲＲＩＩににてて中中脳脳萎萎縮縮をを認認めめたた。。ままたた、、

小小脳脳・・脳脳幹幹のの機機能能障障害害もも認認めめたたここととかからら、、進進行行性性核核上上性性麻麻痺痺とと診診断断ししたた。。  

  

人工関節又は人工骨頭置換術     年   月   日 

障害固定又は障害確定(推定)  令令和和６６年年    ７７月月  ２２６６日日 

⑤総合所見(再認定の項目も記入)  既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再評評価価しし、、障障

害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

 

 左左手手指指のの著著ししいい障障害害４４級級：：握握力力はは５５ｋｋｇｇ以以下下ででああるる。。  

  両両下下肢肢のの著著ししいい障障害害４４級級：：１１ｋｋｍｍ以以上上のの歩歩行行はは困困難難ででああるる。。  

 
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥その他参考となる合併症状  

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒〒○○○○○○○○－－○○○○○○○○ 

   令令和和７７年年  ４４月月２２５５日日        ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称            電話○○○○(○○○○○○○○)○○○○○○○○  

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名     脳脳神神経経内内  科  医師名 ○○○○○○○○     印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

３３  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢 ４４  級 

下肢 ４４        級 

体幹      級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わせする

場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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動作・活動・自立－○、半介助－△、全介助又は不能一×、( )の中のものを使う時にはそれに○ 
     ・左右の別がないものは、共働での評価とする。 
寝返りをする   〇〇  

〔はしで］食事をする（スプーン、自助具） 
右〇〇 

足を投げ出して座る（背もたれ、支え）   〇〇  左△△ 

正座、あぐら、横座り（背もたれ、支え）   〇〇  
コップで水を飲む 

右〇〇 

いすに腰掛ける   〇〇  左〇〇 

座位又は臥位より立ち上がる(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義岐、装具)   〇〇  
ブラシで歯を磨く（自助具） 

右〇〇 

片脚で立つ 
右△△ 左△△ 

左△△ 
つまむ 

右〇〇 

家の中の移動(壁、手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   〇〇  左△△ 

二階まで階段を上って下りる(手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具)   △△  
握る 

右〇〇 

屋外を移動する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左△△ 

公共の乗物を利用する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  シャツを着て脱ぐ〔かぶりシャツ〕   〇〇  

タオルを絞る   △△  ズボンをはいて脱ぐ（自助具）〔どのような姿勢でもよい〕   〇〇  

背中を洗う   △△  顔を洗いタオルでふく   〇〇  

排 泄
せつ

の後始末をする 
  〇〇        

注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     

利利きき手手をを〇〇でで囲囲むむこことと  

右   左 
 上肢長㎝  

 下肢長㎝  

 上腕周径㎝  

 前腕周径㎝  

 大腿周径㎝  

 下腿周径㎝  

１０ 握力㎏ ４ 

         

          

 

         

      目｜目口｜ 
 ｜ ｜ 

目｜｜｜｜目｜目 
 ｜ ｜ ｜      

 
         

          

          

 口｜｜｜丿目口｜目丿｜丿｜｜｜｜｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜母 
目口｜｜口｜｜口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜示 
口目卜目口目口｜口目口目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜巾 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜目｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜環 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜目｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜小 

 

口｜｜｜｜口｜口｜目丿目口｜｜｜｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ほ 
目口｜｜口｜｜口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ボ 
目口卜口目口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜巾 
目｜｜｜｜目｜目丿｜｜目｜目｜｜｜｜

｜｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜屋 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜｜｜｜

｜｜ 
 Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ小 

 

         
口｜｜｜｜目丿目口 
 ｜ ｜ ｜ ｜     
目｜｜｜｜目｜目｜目 
 ｜ ｜ ｜ ｜   目｜｜｜ 

 ｜ 

          

          

 

         

          

 

         

         

      目｜目｜目 
 ｜ ｜ 

          

          

          

 ｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
母｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目口目口目丿目口丿目丿目口 
示｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目口目口｜口｜目口白目｜目口｜ 
申｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜目｜目

｜目 
屎｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
ﾉﾄﾞＩ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ 

 

｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
に｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目目口目口目口目丿｜丿目口｜ 
河ﾇ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 

｜ 
目口白目｜口｜目口白目｜目口｜ 
巾｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目｜目｜目｜目｜｜｜｜｜｜｜目｜

目｜目 
屋｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
小Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ 

 

         

         

         

          

          

 

第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり 

 
参参  考考  図図  示示 

右 左 

 
右 左 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 

 

 － 48 －



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 

 

 

事事例例９９  

（（適適切切なな事事例例・・既既にに肢肢体体不不自自由由のの身身体体障障害害

者者手手帳帳のの交交付付をを受受けけてていいるる場場合合））  
 
〔〔解解説説〕〕  

既認定で、関節リウマチによる、両手関節の機能全廃

（３級）の身障手帳を所持している方の更新申請である。 

本事例では、既認定で身障手帳が交付されている両手

関節について、動作・活動の評価、関節可動域（ＲＯＭ）

及び筋力テスト（ＭＭＴ）の再評価の記載があることか

ら、記載事項は適当である。 

 

〔〔参参照照〕〕障障害害程程度度等等級級表表解解説説  

障障害害更更新新ををすするる場場合合診診断断書書のの記記載載内内容容ににつついいてて  

肢体不自由の身体障害者手帳の交付を受けている者

が障害更新の申請をする場合、既に障害として認定され

ている部分についても改めて評価を要するものとする。 
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第2号様式の3(第3条関係) 

 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和２２００年年 ３３月月  ３３００日日生生 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記)  

上上肢肢機機能能障障害害（（手手関関節節、、手手指指関関節節変変形形、、強強直直））  

下下肢肢機機能能障障害害（（両両膝膝関関節節拘拘縮縮））  

② 原因となった

疾病・外傷名 
 関関節節リリウウママチチ  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日 平平成成２２年年  頃頃  月月    日日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

平平成成２２年年発発症症ののＲＲＡＡ    両両手手関関節節はは骨骨破破壊壊にによよりり完完全全にに強強直直。。又又、、ＭＭＰＰ、、ＰＰＩＩＰＰににもも

強強いい変変形形あありり可可動動域域がが制制限限さされれるる。。足足趾趾のの変変形形もも強強くく、、骨骨切切りり術術施施行行さされれてていいるる。。  

現現在在、、変変形形性性頚頚椎椎症症、、腰腰椎椎症症にによよるる腰腰痛痛がが強強くく歩歩行行困困難難ででああるるがが、、ここちちららにに関関ししてて

はは、、症症状状ははままだだ固固定定さされれてていいなないい。。  

人工関節又は人工骨頭置換術       年   月  日 

障害固定又は障害確定(推定)    令令和和７７年年  ５５月月１１００日日 

⑤⑤  総合所見(再認定の項目も記入) 既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再
評評価価しし、、障障害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

⑥⑥   

令令和和３３年年１１月月にに両両手手関関節節のの機機能能全全廃廃３３級級のの手手帳帳をを所所持持ししてていいるる。。  

両両手手関関節節機機能能全全廃廃、、両両膝膝関関節節のの軽軽度度障障害害  

  
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑦ その他参考となる合併症状  急急性性腰腰痛痛症症にによよりり体体動動不不可可（（精精査査加加療療中中）） 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒〒○○○○○○－－○○○○○○○○ 

   令令和和７７年年５５月月１１００日日        ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称            電話○○○○(○○○○○○○○)○○○○○○

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名     内内科科  医師氏名〇〇〇〇〇〇〇〇    印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉

法別表に掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

  ３３  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢   ３３  級 

下肢   ６６  級 

体幹       級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わ

せする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第2号様式の3(第3条関係) 

 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和２２００年年 ３３月月  ３３００日日生生 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記)  

上上肢肢機機能能障障害害（（手手関関節節、、手手指指関関節節変変形形、、強強直直））  

下下肢肢機機能能障障害害（（両両膝膝関関節節拘拘縮縮））  

② 原因となった

疾病・外傷名 
 関関節節リリウウママチチ  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日 平平成成２２年年  頃頃  月月    日日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

平平成成２２年年発発症症ののＲＲＡＡ    両両手手関関節節はは骨骨破破壊壊にによよりり完完全全にに強強直直。。又又、、ＭＭＰＰ、、ＰＰＩＩＰＰににもも

強強いい変変形形あありり可可動動域域がが制制限限さされれるる。。足足趾趾のの変変形形もも強強くく、、骨骨切切りり術術施施行行さされれてていいるる。。  

現現在在、、変変形形性性頚頚椎椎症症、、腰腰椎椎症症にによよるる腰腰痛痛がが強強くく歩歩行行困困難難ででああるるがが、、ここちちららにに関関ししてて

はは、、症症状状ははままだだ固固定定さされれてていいなないい。。  

人工関節又は人工骨頭置換術       年   月  日 

障害固定又は障害確定(推定)    令令和和７７年年  ５５月月１１００日日 

⑤⑤  総合所見(再認定の項目も記入) 既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再
評評価価しし、、障障害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

⑥⑥   

令令和和３３年年１１月月にに両両手手関関節節のの機機能能全全廃廃３３級級のの手手帳帳をを所所持持ししてていいるる。。  

両両手手関関節節機機能能全全廃廃、、両両膝膝関関節節のの軽軽度度障障害害  

  
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑦ その他参考となる合併症状  急急性性腰腰痛痛症症にによよりり体体動動不不可可（（精精査査加加療療中中）） 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒〒○○○○○○－－○○○○○○○○ 

   令令和和７７年年５５月月１１００日日        ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称            電話○○○○(○○○○○○○○)○○○○○○

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名     内内科科  医師氏名〇〇〇〇〇〇〇〇    印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉

法別表に掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

  ３３  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢   ３３  級 

下肢   ６６  級 

体幹       級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わ

せする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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動作・活動・自立－○、半介助－△、全介助又は不能一×、( )の中のものを使う時にはそれに○ 
     ・左右の別がないものは、共働での評価とする。 
寝返りをする   △△  

〔はしで］食事をする（スプーン、自助具） 
右〇〇 

足を投げ出して座る（背もたれ、支え）   ××  左〇〇 

正座、あぐら、横座り（背もたれ、支え）   ××  
コップで水を飲む 

右〇〇 

いすに腰掛ける   △△  左〇〇 

座位又は臥位より立ち上がる(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義岐、装具)   △△  
ブラシで歯を磨く（自助具） 

右△△ 

片脚で立つ 右×× 左△△ 

左×× 
つまむ 

右〇〇 

家の中の移動(壁、手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左〇〇 

二階まで階段を上って下りる(手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具)   △△  
握る 

右〇〇 

屋外を移動する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左〇〇 

公共の乗物を利用する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   ××  シャツを着て脱ぐ〔かぶりシャツ〕   △△  

タオルを絞る   ××  ズボンをはいて脱ぐ（自助具）〔どのような姿勢でもよい〕   △△  

背中を洗う   ××  顔を洗いタオルでふく   △△  

排 泄
せつ

の後始末をする 
  △△        

注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     

利利きき手手をを〇〇でで囲囲むむこことと  

右   左 
 上肢長㎝  

 下肢長㎝  

 上腕周径㎝  

 前腕周径㎝  

 大腿周径㎝  

 下腿周径㎝  

１２ 握力㎏ １２ 

         

          

 

         

      目｜目口｜ 
 ｜ ｜ 

目｜｜｜｜目｜目 
 ｜ ｜ ｜      

 
         

          

          

 口｜｜｜丿目口｜目丿｜丿｜｜｜｜｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜母 
目口｜｜口｜｜口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜示 
口目卜目口目口｜口目口目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜巾 
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 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜環 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜目｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜小 

 

口｜｜｜｜口｜口｜目丿目口｜｜｜｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ほ 
目口｜｜口｜｜口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ボ 
目口卜口目口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜巾 
目｜｜｜｜目｜目丿｜｜目｜目｜｜｜｜

｜｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜屋 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜｜｜｜

｜｜ 
 Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ小 
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目 
母｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目口目口目丿目口丿目丿目口 
示｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目口目口｜口｜目口白目｜目口｜ 
申｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜目｜目

｜目 
屎｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
ﾉﾄﾞＩ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ 

 

｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
に｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目目口目口目口目丿｜丿目口｜ 
河ﾇ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 

｜ 
目口白目｜口｜目口白目｜目口｜ 
巾｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目｜目｜目｜目｜｜｜｜｜｜｜目｜

目｜目 
屋｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
小Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ 

 

         

         

         

          

          

 

第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり 

 
参参  考考  図図  示示 

右 左 

 
右 左 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 

 

  

事事例例１１００  

（（不不適適切切なな事事例例・・多多関関節節障障害害のの指指数数合合算算））  

 
〔〔解解説説〕〕（ｐ８０～８１参照）  
多関節障害の場合、関節ごとの障害等級に見合う指数を単

純合算するのではなく、原則として「上肢、下肢、体幹」あ

るいは「上肢機能、移動機能」（脳原性）の区分の中で中間

的に指数合算し、さらに他の障害がある場合には、その障害

の指数と合算することで合計指数を求め、総合等級を定める

こととする。 

 

①上肢について 

左肩関節機能の著しい障害５級（指数２） 

右手指の軽度障害７級（指数０．５） 

左手指の軽度障害７級（指数０．５） 

したがって、右上肢指数０．５、左上肢指数２．５より、合

計指数は３となるためｐ８０（１）の表より、上肢の等級は

５級となる。（２）の表より５級の指数は２であるため、上

肢の区分としての指数は３とはせず、指数２とする。 

 

②下肢について 

左膝関節の機能全廃４級（指数４） 

右足関節機能の著しい障害６級（指数１） 

したがって、合計指数は５となるため下肢の等級は４級であ

るが、下肢の区分としての指数は５とせず、指数４とする。 

 

以上から、各関節の指数を単純に合算すれば、指数８とな

るが、「肢体不自由の場合の特例」に基づき、上肢５級（指

数２）、下肢４級（指数４）より、総合等級４級（指数６）

が妥当である。 
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第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ 昭昭和和４４００年年  ６６月月  ６６日日生生  男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 左左上上肢肢  両両下下肢肢機機能能障障害害 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 関関節節リリウウママチチ  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他（    ） 

③ 疾病・外傷発生年月日    平平成成２２３３年年    月月    日日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

 ＨＨ２２３３発発症症のの関関節節リリウウママチチ。。ＨＨ２２７７よよりり左左膝膝痛痛増増悪悪。。現現在在右右足足関関節節痛痛高高度度。。左左肩肩

骨骨破破壊壊高高度度。。（（ＨＨ２２００  左左肩肩骨骨折折のの既既往往あありり。。））左左手手伸伸筋筋腿腿断断裂裂あありり。。  

  

人工関節又は人工骨頭置換術            年  月  日 

障害固定又は障害確定(推定)  令令和和６６年年    ９９月月    日日 

⑤  総合所見(再認定の項目も記入)  既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再

評評価価しし、、障障害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。 

 

①① 左左肩肩関関節節機機能能のの著著ししいい障障害害（（筋筋力力３３以以下下、、可可動動域域低低下下））（（５５級級相相当当））  

②② 両両手手指指のの軽軽度度のの障障害害（（握握力力１１５５ｋｋｇｇ以以内内））（（７７級級××２２））  

③③ 左左膝膝関関節節機機能能全全廃廃（（４４級級））  

④④ 右右足足関関節節機機能能のの著著ししいい障障害害（（可可動動域域１１００度度以以内内））（（６６級級））  

  
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥ その他参考となる合併症状 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

    令令和和７７年年  ９９月月２２７７日日  

病院又は診療所の名称  ○○○○○病病院院  電話○○(○○○○)○○○   

所 在 地   ○○○○○○                

診 療 担 当 科 名      整整形形外外科  医師氏名 ○○○○  印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉

法別表に掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

３３ 級相当  

内訳   等  級 

  
上肢    ５５ 級 

下肢    ４４ 級 

体幹      級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わ

せする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ 昭昭和和４４００年年  ６６月月  ６６日日生生  男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 左左上上肢肢  両両下下肢肢機機能能障障害害 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 関関節節リリウウママチチ  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他（    ） 

③ 疾病・外傷発生年月日    平平成成２２３３年年    月月    日日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

 ＨＨ２２３３発発症症のの関関節節リリウウママチチ。。ＨＨ２２７７よよりり左左膝膝痛痛増増悪悪。。現現在在右右足足関関節節痛痛高高度度。。左左肩肩

骨骨破破壊壊高高度度。。（（ＨＨ２２００  左左肩肩骨骨折折のの既既往往あありり。。））左左手手伸伸筋筋腿腿断断裂裂あありり。。  

  

人工関節又は人工骨頭置換術            年  月  日 

障害固定又は障害確定(推定)  令令和和６６年年    ９９月月    日日 

⑤  総合所見(再認定の項目も記入)  既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再

評評価価しし、、障障害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。 

 

①① 左左肩肩関関節節機機能能のの著著ししいい障障害害（（筋筋力力３３以以下下、、可可動動域域低低下下））（（５５級級相相当当））  

②② 両両手手指指のの軽軽度度のの障障害害（（握握力力１１５５ｋｋｇｇ以以内内））（（７７級級××２２））  

③③ 左左膝膝関関節節機機能能全全廃廃（（４４級級））  

④④ 右右足足関関節節機機能能のの著著ししいい障障害害（（可可動動域域１１００度度以以内内））（（６６級級））  

  
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥ その他参考となる合併症状 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

    令令和和７７年年  ９９月月２２７７日日  

病院又は診療所の名称  ○○○○○病病院院  電話○○(○○○○)○○○   

所 在 地   ○○○○○○                

診 療 担 当 科 名      整整形形外外科  医師氏名 ○○○○  印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉

法別表に掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

３３ 級相当  

内訳   等  級 

  
上肢    ５５ 級 

下肢    ４４ 級 

体幹      級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わ

せする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動作・活動・自立－○、半介助－△、全介助又は不能一×、( )の中のものを使う時にはそれに○ 
     ・左右の別がないものは、共働での評価とする。 
寝返りをする   〇〇  

〔はしで］食事をする（スプーン、自助具） 
右〇〇 

足を投げ出して座る（背もたれ、支え）   〇〇  左〇〇 

正座、あぐら、横座り（背もたれ、支え）   ××  
コップで水を飲む 

右〇〇 

いすに腰掛ける   〇〇  左〇〇 

座位又は臥位より立ち上がる(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義岐、装具)   △△  
ブラシで歯を磨く（自助具） 

右〇〇 

片脚で立つ 
右△△ 左〇〇 

左△△ 
つまむ 

右〇〇 

家の中の移動(壁、手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   〇〇  左〇〇 

二階まで階段を上って下りる(手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具)   △△  
握る 

右〇〇 

屋外を移動する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左〇〇 

公共の乗物を利用する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  シャツを着て脱ぐ〔かぶりシャツ〕   △△  

タオルを絞る   ××  ズボンをはいて脱ぐ（自助具）〔どのような姿勢でもよい〕   △△  

背中を洗う   △△  顔を洗いタオルでふく   〇〇  

排 泄
せつ

の後始末をする 
  △△        

注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     

利利きき手手をを〇〇でで囲囲むむこことと  

右   左 
 上肢長㎝  

 下肢長㎝  

 上腕周径㎝  

 前腕周径㎝  

 大腿周径㎝  

 下腿周径㎝  

7 握力㎏ 9 

         

          

 

         

      目｜目口｜ 
 ｜ ｜ 

目｜｜｜｜目｜目 
 ｜ ｜ ｜      

 
         

          

          

 口｜｜｜丿目口｜目丿｜丿｜｜｜｜｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜母 
目口｜｜口｜｜口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜示 
口目卜目口目口｜口目口目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜巾 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜目｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜環 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜目｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜小 

 

口｜｜｜｜口｜口｜目丿目口｜｜｜｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ほ 
目口｜｜口｜｜口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ボ 
目口卜口目口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜巾 
目｜｜｜｜目｜目丿｜｜目｜目｜｜｜｜

｜｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜屋 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜｜｜｜

｜｜ 
 Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ小 

 

         
口｜｜｜｜目丿目口 
 ｜ ｜ ｜ ｜     
目｜｜｜｜目｜目｜目 
 ｜ ｜ ｜ ｜   目｜｜｜ 

 ｜ 

          

          

 

         

          

 

         

         

      目｜目｜目 
 ｜ ｜ 

          

          

          

 ｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
母｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目口目口目丿目口丿目丿目口 
示｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目口目口｜口｜目口白目｜目口｜ 
申｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜目｜目

｜目 
屎｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
ﾉﾄﾞＩ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ 

 

｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
に｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
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巾｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
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第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり 

 
参参  考考  図図  示示 

右 左 

 
右 左 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 

 

 

× × 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 

 

 

× × 

 

 

国のガイドライン 

質 疑 

複数の障害を有する重複障害の場合、特に肢肢体体不不自自由由においては、指指数数

のの中中間間的的ななととりりままととめめ方方によって等級が変わる場合があるが、どのレベ

ルまで細分化した区分によって指数合算するか。 
（例） 
右右手手指指全全欠欠：：33級級（（指指数数 77））    特特例例３３級級  

右右手手関関節節全全廃廃：：44級級（（指指数数 44））    （（指指数数 77））        33級級  

左左手手関関節節著著障障：：55級級（（指指数数 22））    （（指指数数 22））      （（指指数数 77））  

右右膝膝関関節節軽軽障障：：77級級（（指指数数 00..55））  （（指指数数 00..55））        66級級  

左左足足関関節節著著障障：：66級級（（指指数数 11））    （（指指数数 11））        （（指指数数 11））  

視視 力力 障障 害害：：55級級（（指指数数 22  ））      （（指指数数 22））        （（指指数数 22））  

  

（（指指数数合合計計））        計計 1166..55        計計 1122..55      計計 1100  

※この場合、６つの個々の障害単純合計指数は 16.5であるが、指数合
計の特例により右上肢は 3級（指数 7）となり、指数合計 12.5で総合
2級として認定するのか、あるいは肢体不自由分を上肢不自由と下肢不
自由でそれぞれ中間的に指数合算し、３つの障害の合計指数 10をもっ
て総合 3級とするのか。 

回 答 

肢体不自由に関しては、個々の関節や手指等の機能障害の指数を、視覚

障害や内部障害等の指数と同列に単純合算するのではなく、原原則則ととししてて

「「上上肢肢、、下下肢肢、、体体幹幹」」ああるるいいはは「「上上肢肢機機能能、、移移動動機機能能」」のの区区分分のの中中でで中中

間間的的にに指指数数合合算算しし、さらに他の障害がある場合には、その障害の指数と合

算することで合計指数を求めることが適当である。 
指数合算する際の中間のとりまとめの最小区分を例示すると、原則的に

下表のように考えられ、ここのの事事例例のの場場合合はは 33級級がが適適当当と考えられる。 
 
合計指数 中間指数 障害区分 
 
 
 
 
 
 
 
 原則 
排他 

 視力障害 
 視野障害 
 聴覚障害 
 平衡機能障害 
 音声・言語・そしゃく機能障害 
 上肢不自由 
 下肢不自由 
 体幹不自由 
 上肢機能障害 
 移動機能障害 
 心臓機能障害 
 じん臓機能障害 
 呼吸器機能障害 
 ぼうこう又は直腸機能障害 
 小腸機能障害 
 免疫機能障害（HIV） 

ただし、認定基準中、六-１-（2）の「合計指数算定の特例」における上
肢又は下肢のうち一肢に係る合計指数のとりまとめの考え方は、この中間

指数のとりまとめの考え方に優先するものと考えられたい。 
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事事例例１１１１  

（（不不適適切切なな事事例例・・パパーーキキンンソソンン病病））  

 
〔〔解解説説〕〕  

パーキンソン病で抗パ剤を用いている場合などの診

断は、薬の効いている状態で行う。 

ただし、一日の大半において薬が効いていない状態が

長く持続する場合はこの限りではない。 

 

 等級意見は抗パ剤が効いていない状態のものと推察さ

れるが、一日の大半が効いていない場合以外は、薬の効

いている状態を診断書に記入する。 

 

本診断書では、記載内容も良好な状態であり、上肢は

非該当、体幹機能障害（５級）のみで、総合等級５級が

妥当と思われる。 

 

なお、上肢、下肢の等級内訳を総合所見や備考等に明

確に記入する。 
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事事例例１１１１  

（（不不適適切切なな事事例例・・パパーーキキンンソソンン病病））  

 
〔〔解解説説〕〕  

パーキンソン病で抗パ剤を用いている場合などの診

断は、薬の効いている状態で行う。 

ただし、一日の大半において薬が効いていない状態が

長く持続する場合はこの限りではない。 

 

 等級意見は抗パ剤が効いていない状態のものと推察さ

れるが、一日の大半が効いていない場合以外は、薬の効

いている状態を診断書に記入する。 

 

本診断書では、記載内容も良好な状態であり、上肢は

非該当、体幹機能障害（５級）のみで、総合等級５級が

妥当と思われる。 

 

なお、上肢、下肢の等級内訳を総合所見や備考等に明

確に記入する。 

 

第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和２２８８年年  ２２月月１１００日日生生  男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記)  

              パパーーキキンンソソンン病病にによよるる姿姿勢勢・・反反射射障障害害 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 パパーーキキンンソソンン病病  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日 令令和和３３年年  ５５月月  頃頃    日日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

令令和和３３年年５５月月頃頃よよりり、、パパーーキキンンソソニニズズムム著著明明ととななりり、、抗抗パパ剤剤使使用用開開始始ししたた  

ととこころろ、、改改善善がが見見らられれたた。。  

ここののたためめ、、パパーーキキンンソソンン病病のの診診断断ととななっったた。。  

人工関節又は人工骨頭置換術        年   月   日 

障害固定又は障害確定(推定) 不不明明  年年    月月    日日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入)  既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再評評
価価しし、、障障害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

 

 頭頭部部ＭＭＲＲＩＩににてて特特にに所所見見ななくく、、  

現現在在パパーーキキンンソソンン病病のの症症状状はは抗抗パパ剤剤にによよりりｇｇｏｏｏｏｄｄ  ｃｃｏｏｎｎｔｔｒｒｏｏｌｌででああるるがが  

将将来来、、悪悪化化のの可可能能性性ははああるるももののとと考考ええらられれるる。。  

          

将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥ その他参考となる合併症状 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒〒○○○○○○○○－－○○○○○○○○ 

   令令和和７７年年１１００月月２２２２日日        ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称            電話○○○○(○○○○○○○○)○○○○○○

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名     脳脳神神経経内内科科  医師氏名 ○○○○○○○○  印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉

法別表に掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

２２  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢   ３３  級 

下肢   ３３  級 

体幹   ３３  級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わ

せする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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動作・活動・自立－○、半介助－△、全介助又は不能一×、( )の中のものを使う時にはそれに○ 
     ・左右の別がないものは、共働での評価とする。 
寝返りをする   〇〇  

〔はしで］食事をする（スプーン、自助具） 
右〇〇 

足を投げ出して座る（背もたれ、支え）   〇〇  左〇〇 

正座、あぐら、横座り（背もたれ、支え）   △△  
コップで水を飲む 

右〇〇 

いすに腰掛ける   〇〇  左〇〇 

座位又は臥位より立ち上がる(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義岐、装具)   △△  
ブラシで歯を磨く（自助具） 

右〇〇 

片脚で立つ 
右△△ 左〇〇 

左△△ 
つまむ 

右〇〇 

家の中の移動(壁、手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左〇〇 

二階まで階段を上って下りる(手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具)   △△  
握る 

右〇〇 

屋外を移動する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左〇〇 

公共の乗物を利用する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   〇〇  シャツを着て脱ぐ〔かぶりシャツ〕   〇〇  

タオルを絞る   〇〇  ズボンをはいて脱ぐ（自助具）〔どのような姿勢でもよい〕   △△  

背中を洗う   △△  顔を洗いタオルでふく   〇〇  

排 泄
せつ

の後始末をする 
  〇〇        

注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     

利利きき手手をを〇〇でで囲囲むむこことと  

右   左 
 上肢長㎝  

 下肢長㎝  

 上腕周径㎝  

 前腕周径㎝ 
 

 大腿周径㎝  

 下腿周径㎝  
 

握力㎏  

         

          

 

         

      目｜目口｜ 
 ｜ ｜ 

目｜｜｜｜目｜目 
 ｜ ｜ ｜      

 
         

          

          

 口｜｜｜丿目口｜目丿｜丿｜｜｜｜｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜母 
目口｜｜口｜｜口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜示 
口目卜目口目口｜口目口目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜巾 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜目｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜環 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜目｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜小 

 

口｜｜｜｜口｜口｜目丿目口｜｜｜｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ほ 
目口｜｜口｜｜口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ボ 
目口卜口目口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜巾 
目｜｜｜｜目｜目丿｜｜目｜目｜｜｜｜

｜｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜屋 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜｜｜｜

｜｜ 
 Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ小 

 

         
口｜｜｜｜目丿目口 
 ｜ ｜ ｜ ｜     
目｜｜｜｜目｜目｜目 
 ｜ ｜ ｜ ｜   目｜｜｜ 

 ｜ 

          

          

 

         

          

 

         

         

      目｜目｜目 
 ｜ ｜ 

          

          

          

 ｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
母｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目口目口目丿目口丿目丿目口 
示｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目口目口｜口｜目口白目｜目口｜ 
申｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜目｜目

｜目 
屎｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
ﾉﾄﾞＩ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ 

 

｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
に｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目目口目口目口目丿｜丿目口｜ 
河ﾇ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 

｜ 
目口白目｜口｜目口白目｜目口｜ 
巾｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目｜目｜目｜目｜｜｜｜｜｜｜目｜

目｜目 
屋｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
小Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ 

 

         

         

         

          

          

 

第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり 

 
参参  考考  図図  示示 

右 左 

 
右 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  ＲＲＯＯＭＭ：：固固縮縮ああるるがが、、制制限限ははななしし  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  ＲＲＯＯＭＭ：：固固縮縮ああるるがが、、制制限限ははななしし  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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事事例例１１２２  

（（不不適適切切なな事事例例・・障障害害部部位位のの限限定定））  
  

〔〔解解説説〕〕  

① 上肢について 

原因となった疾病・外傷名に関節リウマチとあり、

参考図示において両手指に変形が見受けられ、筋力テ

ストにおいて両中手指節、両近位指節のみ△であるこ

とから、部位を限定して認定を行い、両手指機能の軽

度障害６級（指数１）が妥当である。 

   

②下肢について 

原因となった疾病・外傷名に関節リウマチとあり、

参考図示において両膝関節に変形が見受けられ、筋力

テストにおいて両膝関節のみ△であることから、部位

を限定して認定を行い、両膝関節機能の著しい障害４

級（指数４）が妥当である。 

 

したがって、総合等級は４級（指数５）となる。 
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事事例例１１２２  

（（不不適適切切なな事事例例・・障障害害部部位位のの限限定定））  
  

〔〔解解説説〕〕  

① 上肢について 

原因となった疾病・外傷名に関節リウマチとあり、

参考図示において両手指に変形が見受けられ、筋力テ

ストにおいて両中手指節、両近位指節のみ△であるこ

とから、部位を限定して認定を行い、両手指機能の軽

度障害６級（指数１）が妥当である。 

   

②下肢について 

原因となった疾病・外傷名に関節リウマチとあり、

参考図示において両膝関節に変形が見受けられ、筋力

テストにおいて両膝関節のみ△であることから、部位

を限定して認定を行い、両膝関節機能の著しい障害４

級（指数４）が妥当である。 

 

したがって、総合等級は４級（指数５）となる。 

 

     

 

  

第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 
 総括表 

  

氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和２２１１年年  ５５月月  ７７日日生生  男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

①障害名(部位を明記) ①①両両上上肢肢機機能能のの軽軽度度障障害害  ②②両両下下肢肢機機能能のの著著ししいい障障害害  

②原因となった 

 疾病・外傷名 
関関節節リリウウママチチ  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③疾病・外傷発生年月日   令令和和４４年年  ３３月月    日日 

④参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

  

レレンントトゲゲンンににてて手手指指、、膝膝関関節節ににeerroossiioonnあありり。。  

膝膝のの関関節節裂裂隙隙はは消消失失ししてていいるる。。  

                                                  

人工関節又は人工骨頭置換術      年   月   日  

障害固定又は障害確定）（推定）  令令和和６６年年    ４４月月    １１日日 

⑤総合所見(再認定の項目も記入)  既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再評評価価しし、、障障
害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

 

両両手手指指のの変変形形ががあありり、、筋筋力力低低下下もも強強くく、、握握力力はは左左右右とともも２２ｋｋｇｇ、、カカババンンななどどのの保保持持もも困困

難難（（右右上上肢肢機機能能のの軽軽度度障障害害７７級級・・左左上上肢肢機機能能のの軽軽度度障障害害７７級級））  

膝膝のの変変形形もも強強くく、、左左右右とともも可可動動域域９９００°°以以下下（（右右下下肢肢機機能能のの著著ししいい障障害害４４級級・・左左下下肢肢機機

能能のの著著ししいい障障害害４４級級））  

  
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥その他参考となる合併症状 尿尿閉閉、、膀膀胱胱直直腸腸障障害害あありり 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒〒○○○○○○○○－－○○○○○○○○ 

   令令和和７７年年  ８８月月  ９９日日         ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称            電話○○○○(○○○○○○○○)○○○○○○○○  

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名    リリウウママチチ  科  医師名 ○○○○○○○○     印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

３３  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢     ６６    級 

下肢     ３３    級 

体幹       級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わせする

場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 

 

－ 63 －

２　

事 

例

身
体
障
害
者
手
帳
認
定

基
準
の
ポ
イ
ン
ト



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動作・活動・自立－○、半介助－△、全介助又は不能一×、( )の中のものを使う時にはそれに○ 
     ・左右の別がないものは、共働での評価とする。 
寝返りをする   〇〇  

〔はしで］食事をする（スプーン、自助具） 
右〇〇 

足を投げ出して座る（背もたれ、支え）   △△  左〇〇 

正座、あぐら、横座り（背もたれ、支え）   ××  
コップで水を飲む 

右〇〇 

いすに腰掛ける   〇〇  左〇〇 

座位又は臥位より立ち上がる(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義岐、装具)   △△  
ブラシで歯を磨く（自助具） 

右〇〇 

片脚で立つ 
右△△ 左〇〇 

左△△ 
つまむ 

右〇〇 

家の中の移動(壁、手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左〇〇 

二階まで階段を上って下りる(手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具)   △△  
握る 

右〇〇 

屋外を移動する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左〇〇 

公共の乗物を利用する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   ××  シャツを着て脱ぐ〔かぶりシャツ〕   △△  

タオルを絞る   ××  ズボンをはいて脱ぐ（自助具）〔どのような姿勢でもよい〕   △△  

背中を洗う   ××  顔を洗いタオルでふく   △△  

排 泄
せつ

の後始末をする 
  〇〇        

注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     

利利きき手手をを〇〇でで囲囲むむこことと  

右   左 
 上肢長㎝  

 下肢長㎝  

 上腕周径㎝  

 前腕周径㎝  

 大腿周径㎝  

 下腿周径㎝  

１０ 握力㎏ １０ 

         

          

 

         

      目｜目口｜ 
 ｜ ｜ 

目｜｜｜｜目｜目 
 ｜ ｜ ｜      

 
         

          

          

 口｜｜｜丿目口｜目丿｜丿｜｜｜｜｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜母 
目口｜｜口｜｜口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜示 
口目卜目口目口｜口目口目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜巾 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜目｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜環 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜目｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜小 

 

口｜｜｜｜口｜口｜目丿目口｜｜｜｜｜

｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ほ 
目口｜｜口｜｜口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ボ 
目口卜口目口目口目口｜目口｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜巾 
目｜｜｜｜目｜目丿｜｜目｜目｜｜｜｜

｜｜ 
 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜屋 
目｜｜｜｜目｜目｜目｜目｜目｜｜｜｜

｜｜ 
 Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ小 

 

         
口｜｜｜｜目丿目口 
 ｜ ｜ ｜ ｜     
目｜｜｜｜目｜目｜目 
 ｜ ｜ ｜ ｜   目｜｜｜ 

 ｜ 

          

          

 

         

          

 

         

         

      目｜目｜目 
 ｜ ｜ 

          

          

          

 ｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
母｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目口目口目丿目口丿目丿目口 
示｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目口目口｜口｜目口白目｜目口｜ 
申｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜目｜目

｜目 
屎｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
ﾉﾄﾞＩ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ 

 

｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
に｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目目口目口目口目丿｜丿目口｜ 
河ﾇ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 

｜ 
目口白目｜口｜目口白目｜目口｜ 
巾｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
目｜目｜目｜目｜｜｜｜｜｜｜目｜

目｜目 
屋｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜｜｜目｜｜｜｜目｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

目 
小Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ 

 

         

         

         

          

          

 

第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり 

 
参参  考考  図図  示示 

右 左 

 
右 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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事事例例１１３３  

（（不不適適切切なな事事例例・・脳脳原原性性運運動動機機能能障障害害））  
  

〔〔解解説説〕〕  

当当初初、、脳脳原原性性運運動動機機能能障障害害用用のの診診断断書書のの提提出出ががああっったたがが、、生生後後９９かか月月

のの乳乳幼幼児児でではは、、ひひもも結結びびテテスストトのの結結果果にによよるる評評価価はは困困難難ででああるるここととかからら、、

肢肢体体不不自自由由一一般般のの評評価価にに切切りり替替ええたた事事例例ででああるる。。  

  

肢肢体体不不自自由由用用一一般般のの診診断断書書のの評評価価ににつついいてて 

原因となった疾病・外傷名に低酸素脳症とあり、ＭＭＴの結果は、両上

肢、両下肢及び体幹機能について全て×（筋力が消失又は著減）とあるこ

と、ＡＤＬの評価では、全て×（全介助又は不能）とあること、総合所見

に「四肢、体幹の弛緩性麻痺、合目的運動不可、機能回復の見込みは極め

て乏しいが、１年を目途に再認定予定とする。」とあることから、両上肢

機能の全廃１級、両下肢機能の全廃１級、体幹機能障害全廃１級の認定が

妥当である。 

よって、上肢１級、下肢１級、体幹１級、再認定１年後を付して、総合

１級が妥当である。 
 

〔〔参参照照〕〕障害程度等級表解説 

○脳原性運動機能障害 

この障害区分により程度等級を判定するのは、乳幼児期以前に発現した非進

行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常についてであり、具体的

な例は脳性麻痺である。 

この障害区分の判定方法は、生活関連動作を主体としたものであるので、乳

幼児期の判定に用いることが不適当な場合は肢体不自由一般の評価方法によ

るものとする。（乳幼児に対しては、原則として肢体不自由一般の診断書を使

用する。） 

○幼児の認定について 

ひも結びテスト、５動作の能力テスト等について、診断を行うことが可能な

年齢かどうかを十分考慮するものとする。 

○脳性麻痺及びそれに類似する非進行性脳病変に起因する乳幼児期の障害

について 

原則として脳原性の診断（ひも結び、５動作、移動機能の評価）が可能にな

る年齢（小学校中～高年以降）で、再認定のための診査を行うこととする。 
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事事例例１１３３  

（（不不適適切切なな事事例例・・脳脳原原性性運運動動機機能能障障害害））  
  

〔〔解解説説〕〕  

当当初初、、脳脳原原性性運運動動機機能能障障害害用用のの診診断断書書のの提提出出ががああっったたがが、、生生後後９９かか月月

のの乳乳幼幼児児でではは、、ひひもも結結びびテテスストトのの結結果果にによよるる評評価価はは困困難難ででああるるここととかからら、、

肢肢体体不不自自由由一一般般のの評評価価にに切切りり替替ええたた事事例例ででああるる。。  

  

肢肢体体不不自自由由用用一一般般のの診診断断書書のの評評価価ににつついいてて 

原因となった疾病・外傷名に低酸素脳症とあり、ＭＭＴの結果は、両上

肢、両下肢及び体幹機能について全て×（筋力が消失又は著減）とあるこ

と、ＡＤＬの評価では、全て×（全介助又は不能）とあること、総合所見

に「四肢、体幹の弛緩性麻痺、合目的運動不可、機能回復の見込みは極め

て乏しいが、１年を目途に再認定予定とする。」とあることから、両上肢

機能の全廃１級、両下肢機能の全廃１級、体幹機能障害全廃１級の認定が

妥当である。 

よって、上肢１級、下肢１級、体幹１級、再認定１年後を付して、総合

１級が妥当である。 
 

〔〔参参照照〕〕障害程度等級表解説 

○脳原性運動機能障害 

この障害区分により程度等級を判定するのは、乳幼児期以前に発現した非進

行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常についてであり、具体的

な例は脳性麻痺である。 

この障害区分の判定方法は、生活関連動作を主体としたものであるので、乳

幼児期の判定に用いることが不適当な場合は肢体不自由一般の評価方法によ

るものとする。（乳幼児に対しては、原則として肢体不自由一般の診断書を使

用する。） 

○幼児の認定について 

ひも結びテスト、５動作の能力テスト等について、診断を行うことが可能な

年齢かどうかを十分考慮するものとする。 

○脳性麻痺及びそれに類似する非進行性脳病変に起因する乳幼児期の障害

について 

原則として脳原性の診断（ひも結び、５動作、移動機能の評価）が可能にな

る年齢（小学校中～高年以降）で、再認定のための診査を行うこととする。 

 

2号様式の4(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(脳原性運動機能障害用) 
 総括表 

  

氏 名 ○○○○○○○○ 令令和和７７年年  ３３月月１１００日日生生  男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 脳脳原原性性運運動動機機能能障障害害 

②  原因となった 

  疾病・外傷名 
 低低酸酸素素性性脳脳症症  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   令令和和７７年年  ９９月月２２８８日日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

  明明ららかかなな原原因因はは不不明明ででああるるがが最最大大４４５５分分間間のの呼呼吸吸停停止止、、来来院院時時心心肺肺停停止止ででアアドドレレナナリリンン投投与与及及

びび一一連連のの蘇蘇生生にによよりり、、心心肺肺はは再再開開ししたた。。頭頭部部ＭＭＲＲＩＩでではは大大脳脳脳脳幹幹とと広広範範囲囲にに異異常常信信号号あありり。。脳脳波波

はは全全般般性性のの徐徐波波ででああるる。。自自発発呼呼吸吸、、運運動動はは認認めめなないい。。  

障害固定又は障害確定(推定)令令和和７７年年  １１１１月月  頃頃日日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

四四肢肢、、体体幹幹のの弛弛緩緩性性麻麻痺痺、、合合目目的的運運動動不不可可、、四四肢肢体体幹幹機機能能はは全全廃廃。。機機能能回回復復のの見見込込みみはは極極めめてて

乏乏ししいいがが、、一一年年をを目目途途にに再再認認定定予予定定ととすするる。。  

         

〔将来再認定 要(軽度化・重度化) ・ 不要〕 

     〔再認定の時期  1年後 ・ 3年後 ・ 5年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状 自自発発呼呼吸吸運運動動ななくく、、人人工工換換気気、、経経管管栄栄養養ででああるる 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。〒〒○○○○○○○○－－○○○○○○○○ 

   令令和和７７年年１１２２月月２２８８日日          ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○病病院院 

病院又は診療所の名称            電話○○○○(○○○○○○○○)○○○○○○○○   

所 在 地                       

診 療 担 当 科 名     小小児児   科  医師氏名 ○○○○○○○○    印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

障害の程度は、身体障害者福祉法別表に 

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

１１  級相当  内 訳   等  級 

  

両上肢   １１  級 

右上肢   １１  級 

左上肢   １１  級 

移動機能   １１   級 

  

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わせする場合が

あります。 

(日本産業規格A列4番) 

当当初初のの診診断断書書  
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第6号様式(第3条関係) 

 脳原性運動機能障害用 

(該当するものを〇で囲むこと｡) 

 1 上肢機能障害 

  ア 両上肢機能障害  

    (ひも結びテスト結果) 

    1度目の1分間  ００ 本 

    2度目の1分間  ００ 本 

    3度目の1分間  ００ 本 

    4度目の1分間  ００ 本 

    5度目の1分間  ００ 本 

       計    ００ 本 

  イ 一上肢機能障害 (右・左)  

    (5動作の能力テスト結果) 

   a 封筒をはさみで切る時に固定する。  (・可能 ・不可能) 

   b 財布からコインを出す。       (・可能 ・不可能) 

   c 傘をさす。             (・可能 ・不可能) 

   d 健側の爪を切る。          (・可能 ・不可能) 

   e 健側のそで口のボタンを留める。   (・可能 ・不可能) 

 2 移動機能障害 

  (下肢・体幹機能評価結果) 

   a つたい歩きをする。         (・可能 ・不可能) 

   b 支持なしで立位を保持し、その後 

１０m歩行する。 

(・可能 ・不可能) 

   c いすから立ち上り、１０m歩行し 

再びいすに座る。 

(・可能 ・不可能) 

         秒 

   d ５０cm幅の範囲内を直線歩行する。  (・可能 ・不可能) 

   e 足を開き、しゃがみこんで再び立ち

上る。 

                    

                 

         

 

 

(・可能 ・不可能) 

  (注) この様式は、脳性麻痺の場合及び乳幼児期に発現した障害によって脳性麻痺

と類似の症状を呈する者で肢体不自由一般の測定方法を用いることが著しく不

利な場合に適用する。 

ひ ひ 

上上記記ににつついいてて、、正正常常発発達達のの同同年年齢齢（（９９かか

月月））のの児児ででああっっててもも、、不不可可能能ででああるるがが、、本本

児児ににつついいてて、、今今後後機機能能獲獲得得すするる見見込込みみははほほ

ぼぼ無無いい。。  
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(備考) 上肢機能テストの具体的方法 

   

   

ア ひも結びテスト                   

    事務用とじひも(概ね43cm規格のもの)を使用する。 

                             

   ① とじひもを、被験者前方の机上に図のごとく置き並べる。 

   ② 被験者は手前のひもから順にひもの両端をつまんで、軽くひと結びする。 

    (注) ・ 上肢を体や机に押し付けて固定してはいけない。 

       ・ 手を机上に浮かして、結ぶこと。 

   ③ 結び目の位置は問わない。 

   ④ ひもが落ちたり、位置から外れたときには検査担当者が戻す。 

   ⑤ ひもは検査担当者が随時補充する。 

   ⑥ 連続して5分間行っても、休み時間を置いて5回行ってもよい。 

 

  イ 5動作の能力テスト 

   a 封筒をはさみで切るときに固定する。 

     患手で封筒をテーブル上に固定し、健手ではさみを用い封筒を切る。 

     患手を健手で持って封筒の上に載せてもよい。封筒の切る部分をテーブルの

端から出してもよい。はさみはどのようなものを用いてもよい。 

   b 財布からコインを出す。 

     財布を患手で持ち、空中に支え(テーブル面上ではなく)、健手でコインを出

す。ジッパーを開けて、閉めることを含む。 

   c 傘をさす。 

     開いている傘を空中で支え、10秒間以上まっすぐ支えている。立位でなく座

位のままでよい。肩にかついではいけない。 

   d 健側の爪を切る。 

     大きめの爪切り(約10cm)で特別の細工のないものを患手で持って行う。 

   e 健側のそで口のボタンを留める。 

     のりのきいていないワイシャツを健肢にそでだけ通し、患手でそで口のボタ

ンをかける。女性の被験者の場合も男性用ワイシャツを用いる。 
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動作・活動・自立－○、半介助－△、全介助又は不能一×、( )の中のものを使う時にはそれに○ 
     ・左右の別がないものは、共働での評価とする。 
寝返りをする   ××  

〔はしで］食事をする（スプーン、自助具） 
右×× 

足を投げ出して座る（背もたれ、支え）   ××  左×× 

正座、あぐら、横座り（背もたれ、支え）   ××  
コップで水を飲む 

右×× 

いすに腰掛ける   ××  左×× 

座位又は臥位より立ち上がる(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義岐、装具)   ××   

ブラシで歯を磨く（自助具） 
右×× 

片脚で立つ 
右×× 左×× 

左×× 
つまむ 

右×× 

家の中の移動(壁、手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   ××  左×× 

二階まで階段を上って下りる(手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具)   ××  
握る 

右×× 

屋外を移動する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   ××  左×× 

公共の乗物を利用する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   ××  シャツを着て脱ぐ〔かぶりシャツ〕   ××  

タオルを絞る   ××  ズボンをはいて脱ぐ（自助具）〔どのような姿勢でもよい〕   ××  

背中を洗う   ××  顔を洗いタオルでふく   ××  

排 泄
せつ

の後始末をする 
  ××      ××  

注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     

利利きき手手をを〇〇でで囲囲むむこことと  

右   左 
22.5 上肢長㎝  

37 下肢長㎝  

16.5 上腕周径㎝  

16 前腕周径㎝  

30 大腿周径㎝  

21 下腿周径㎝  

― 握力㎏  
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第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり 

 
参参  考考  図図  示示 

右 左 

 
右 左 

再再提提出出のの診診断断書書  

左左記記及及びび※※付付加加項項目目ににつついいててはは、、

同同年年齢齢のの正正常常発発達達時時ででもも困困難難でで

あありり、、本本児児ににつついいててはは今今後後もも機機能能

をを獲獲得得すするる見見込込みみななしし  

※ 
※ 

※ 

※ ※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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事事例例１１４４  

（（不不適適切切なな事事例例・・関関節節障障害害とと下下肢肢短短縮縮））  

 
〔〔解解説説〕〕  

① 下肢について 

 総合所見では「右下肢の機能全廃３級」とあるが、原

因となった疾病が「右大腿骨頚部病的骨折後変形」とあ

ること、ＭＭＴにおいて、右股関節のみ一部×があるこ

と、ＲＯＭにおいて右股関節のみ一部制限があることか

ら、右下肢全体ではなく右股関節での認定が適切である。

ＭＭＴとＲＯＭから筋力、関節可動域が残存しているた

め、右股関節機能の著しい障害５級（指数２）が妥当で

ある。 

 

②②短短縮縮ににつついいてて  

 下肢長(ｃｍ）において、右が８５ｃｍ、左が９０ｃｍ

とあり、５ｃｍ以上の下肢短縮が認められることから、

右下肢５ｃｍ以上短縮５級（指数２）が妥当である。 

 

したがって、右股関節機能の著しい障害５級（指数２）、

右下肢５ｃｍ以上短縮５級（指数２）、総合等級４級（指

数４）が妥当となる。 

 

  

 

第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 
 総括表 

  

氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和３３００年年  ９９月月  １１日日生生  男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

①障害名(部位を明記) 右右下下肢肢のの機機能能障障害害 

②原因となった 

 疾病・外傷名 
右右大大腿腿骨骨頚頚部部病病的的骨骨折折後後変変形形  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③疾病・外傷発生年月日   令令和和５５年年  １１月月    日日  頃頃 

④参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

令令和和５５年年１１月月１１日日、、右右臀臀部部かからら大大腿腿骨骨のの疼疼痛痛とと歩歩行行障障害害でで受受診診。。前前立立腺腺癌癌のの骨骨盤盤・・大大腿腿

骨骨へへのの骨骨転転移移とと判判明明。。  

令令和和５５年年１１月月２２００日日、、右右大大腿腿骨骨頚頚部部病病的的骨骨折折  

令令和和７７年年４４月月２２４４日日時時点点でで骨骨折折部部のの骨骨癒癒合合はは得得らられれたたがが、、５５ｃｃｍｍのの下下肢肢短短縮縮をを認認めめるる。。  

人工関節又は人工骨頭置換術     年   月   日 

障害固定又は障害確定(推定)  令令和和７７年年    ５５月月  ２２３３日日 

⑤総合所見(再認定の項目も記入)  既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再評評価価しし、、障障
害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

 

 右右大大腿腿骨骨頚頚部部骨骨折折変変形形癒癒合合にによよるる下下肢肢短短縮縮ととととももにに、、右右下下肢肢筋筋力力のの著著ししいい低低下下（（ＭＭＭＭＴＴ

２２－－３３））をを認認めめ、、右右下下肢肢ででのの立立位位保保持持がが不不可可能能でで歩歩行行困困難難なな状状態態。。  

  右右下下肢肢のの機機能能全全廃廃３３級級相相当当にに該該当当すするる。。  

  
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥その他参考となる合併症状  

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒〒○○○○○○○○－－○○○○○○○○ 

   令令和和７７年年  ８８月月２２３３日日         ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称            電話○○○○(○○○○○○○○)○○○○○○○○  

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名     整整形形外外  科  医師名 ○○○○○○○○      印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

３３  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢    級 

下肢 ３３        級 

体幹      級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わせする

場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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事事例例１１４４  

（（不不適適切切なな事事例例・・関関節節障障害害とと下下肢肢短短縮縮））  

 
〔〔解解説説〕〕  

① 下肢について 

 総合所見では「右下肢の機能全廃３級」とあるが、原

因となった疾病が「右大腿骨頚部病的骨折後変形」とあ

ること、ＭＭＴにおいて、右股関節のみ一部×があるこ

と、ＲＯＭにおいて右股関節のみ一部制限があることか

ら、右下肢全体ではなく右股関節での認定が適切である。

ＭＭＴとＲＯＭから筋力、関節可動域が残存しているた

め、右股関節機能の著しい障害５級（指数２）が妥当で

ある。 

 

②②短短縮縮ににつついいてて  

 下肢長(ｃｍ）において、右が８５ｃｍ、左が９０ｃｍ

とあり、５ｃｍ以上の下肢短縮が認められることから、

右下肢５ｃｍ以上短縮５級（指数２）が妥当である。 

 

したがって、右股関節機能の著しい障害５級（指数２）、

右下肢５ｃｍ以上短縮５級（指数２）、総合等級４級（指

数４）が妥当となる。 

 

  

 

第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 
 総括表 

  

氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和３３００年年  ９９月月  １１日日生生  男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

①障害名(部位を明記) 右右下下肢肢のの機機能能障障害害 

②原因となった 

 疾病・外傷名 
右右大大腿腿骨骨頚頚部部病病的的骨骨折折後後変変形形  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③疾病・外傷発生年月日   令令和和５５年年  １１月月    日日  頃頃 

④参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

令令和和５５年年１１月月１１日日、、右右臀臀部部かからら大大腿腿骨骨のの疼疼痛痛とと歩歩行行障障害害でで受受診診。。前前立立腺腺癌癌のの骨骨盤盤・・大大腿腿

骨骨へへのの骨骨転転移移とと判判明明。。  

令令和和５５年年１１月月２２００日日、、右右大大腿腿骨骨頚頚部部病病的的骨骨折折  

令令和和７７年年４４月月２２４４日日時時点点でで骨骨折折部部のの骨骨癒癒合合はは得得らられれたたがが、、５５ｃｃｍｍのの下下肢肢短短縮縮をを認認めめるる。。  

人工関節又は人工骨頭置換術     年   月   日 

障害固定又は障害確定(推定)  令令和和７７年年    ５５月月  ２２３３日日 

⑤総合所見(再認定の項目も記入)  既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再評評価価しし、、障障
害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

 

 右右大大腿腿骨骨頚頚部部骨骨折折変変形形癒癒合合にによよるる下下肢肢短短縮縮ととととももにに、、右右下下肢肢筋筋力力のの著著ししいい低低下下（（ＭＭＭＭＴＴ

２２－－３３））をを認認めめ、、右右下下肢肢ででのの立立位位保保持持がが不不可可能能でで歩歩行行困困難難なな状状態態。。  

  右右下下肢肢のの機機能能全全廃廃３３級級相相当当にに該該当当すするる。。  

  
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥その他参考となる合併症状  

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒〒○○○○○○○○－－○○○○○○○○ 

   令令和和７７年年  ８８月月２２３３日日         ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称            電話○○○○(○○○○○○○○)○○○○○○○○  

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名     整整形形外外  科  医師名 ○○○○○○○○      印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

３３  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢    級 

下肢 ３３        級 

体幹      級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わせする

場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 

－ 73 －

２　

事 

例

身
体
障
害
者
手
帳
認
定

基
準
の
ポ
イ
ン
ト



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動作・活動・自立－○、半介助－△、全介助又は不能一×、( )の中のものを使う時にはそれに○ 
     ・左右の別がないものは、共働での評価とする。 
寝返りをする   〇〇  

〔はしで］食事をする（スプーン、自助具） 
右〇〇 

足を投げ出して座る（背もたれ、支え）   〇〇  左〇〇 

正座、あぐら、横座り（背もたれ、支え）   ××  
コップで水を飲む 

右〇〇 

いすに腰掛ける   〇〇  左〇〇 

座位又は臥位より立ち上がる(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義岐、装具)   △△  
ブラシで歯を磨く（自助具） 

右〇〇 

片脚で立つ 
右×× 左〇〇 

左〇〇 
つまむ 

右〇〇 

家の中の移動(壁、手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左〇〇 

二階まで階段を上って下りる(手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具)   ××  
握る 

右〇〇 

屋外を移動する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左〇〇 

公共の乗物を利用する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   ××  シャツを着て脱ぐ〔かぶりシャツ〕   〇〇  

タオルを絞る   〇〇  ズボンをはいて脱ぐ（自助具）〔どのような姿勢でもよい〕   〇〇  

背中を洗う   〇〇  顔を洗いタオルでふく   〇〇  

排 泄
せつ

の後始末をする 
  〇〇        

注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     

利利きき手手をを〇〇でで囲囲むむこことと  

右   左 
 上肢長㎝  

85 下肢長㎝ 90 
 上腕周径㎝  

 前腕周径㎝  

 大腿周径㎝  

 下腿周径㎝  

 握力㎏  
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第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり    右下肢５ｃｍ短縮 

 
参参  考考  図図  示示 

右 左 

 
右 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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事事例例１１５５  

（（適適切切なな事事例例・・足足指指機機能能障障害害））  

 
〔〔解解説説〕〕  

足指の機能について 

障害名に「両下肢機能障害」とあり、参考図示では両 

足趾に×（変形）とあること、総合所見では「両足趾機

能の全廃により、下駄・草履をはくことができない」と

あることから、両足指の機能障害全廃（４級）（指数４）

が妥当である。 

 

したがって、両足指の機能障害全廃（４級）、総合等級

４級（指数４）が妥当となる。 

 

  

 

第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 
 総括表 

  

氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和３３６６年年  ９９月月  １１００日日生生  男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

①障害名(部位を明記) 両両下下肢肢機機能能障障害害 

②原因となった 

 疾病・外傷名 
白白血血球球破破壊壊性性血血管管炎炎  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③疾病・外傷発生年月日   令令和和７７年年  ３３月月    日日  頃頃 

④参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

令令和和７７年年３３月月１１５５日日、、体体動動困困難難ととななっってていいるるととこころろをを発発見見さされれてて、、当当院院にに搬搬送送ととななっったた。。

足足部部潰潰瘍瘍（（両両足足趾趾・・両両踵踵のの黒黒色色壊壊死死、、足足背背部部のの発発赤赤・・浮浮腫腫））をを認認めめ入入院院ととななっったた。。ままたた、、

足足部部ＭＭＲＲＩＩににてて同同部部位位にに骨骨髄髄炎炎をを認認めめたた。。皮皮膚膚生生検検ににてて上上記記診診断断にに至至りり、、潰潰瘍瘍辺辺縁縁のの紫紫斑斑

のの拡拡大大をを認認めめたた。。骨骨髄髄炎炎ののたためめ、、炎炎症症のの陰陰性性化化はは困困難難でで、、足足部部病病変変かかららのの感感染染にによよりり敗敗血血

症症ととななるる可可能能性性がが高高いい状状態態でで、、切切断断術術をを行行うう予予定定ででああっったたがが、、ごご本本人人のの希希望望でで保保存存的的加加療療

をを継継続続ししてていいるる。。  

人工関節又は人工骨頭置換術     年   月   日 

障害固定又は障害確定(推定)  令令和和７７年年    ５５月月  ２２３３日日 

⑤総合所見(再認定の項目も記入)  既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再評評価価しし、、障障
害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

 

 両両足足趾趾機機能能のの全全廃廃にによよりり、、下下駄駄・・草草履履ををははくくここととががででききなないい  

  
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥その他参考となる合併症状  

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒〒○○○○○○○○－－○○○○○○○○ 

   令令和和７７年年  ５５月月２２３３日日         ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称            電話○○○○(○○○○○○○○)○○○○○○○○  

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名     整整形形外外  科  医師名 ○○○○○○○○      印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

４４  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢    級 

下肢 ４４        級 

体幹      級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わせする

場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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事事例例１１５５  

（（適適切切なな事事例例・・足足指指機機能能障障害害））  

 
〔〔解解説説〕〕  

足指の機能について 

障害名に「両下肢機能障害」とあり、参考図示では両 

足趾に×（変形）とあること、総合所見では「両足趾機

能の全廃により、下駄・草履をはくことができない」と

あることから、両足指の機能障害全廃（４級）（指数４）

が妥当である。 

 

したがって、両足指の機能障害全廃（４級）、総合等級

４級（指数４）が妥当となる。 

 

  

 

第2号様式の3(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 
 総括表 

  

氏 名 ○○○○○○○○ 昭昭和和３３６６年年  ９９月月  １１００日日生生  男 女 

  

住 所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

①障害名(部位を明記) 両両下下肢肢機機能能障障害害 

②原因となった 

 疾病・外傷名 
白白血血球球破破壊壊性性血血管管炎炎  

外傷・自然災害・疾病 

先天性・その他(     ) 

③疾病・外傷発生年月日   令令和和７７年年  ３３月月    日日  頃頃 

④参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

令令和和７７年年３３月月１１５５日日、、体体動動困困難難ととななっってていいるるととこころろをを発発見見さされれてて、、当当院院にに搬搬送送ととななっったた。。

足足部部潰潰瘍瘍（（両両足足趾趾・・両両踵踵のの黒黒色色壊壊死死、、足足背背部部のの発発赤赤・・浮浮腫腫））をを認認めめ入入院院ととななっったた。。ままたた、、

足足部部ＭＭＲＲＩＩににてて同同部部位位にに骨骨髄髄炎炎をを認認めめたた。。皮皮膚膚生生検検ににてて上上記記診診断断にに至至りり、、潰潰瘍瘍辺辺縁縁のの紫紫斑斑

のの拡拡大大をを認認めめたた。。骨骨髄髄炎炎ののたためめ、、炎炎症症のの陰陰性性化化はは困困難難でで、、足足部部病病変変かかららのの感感染染にによよりり敗敗血血

症症ととななるる可可能能性性がが高高いい状状態態でで、、切切断断術術をを行行うう予予定定ででああっったたがが、、ごご本本人人のの希希望望でで保保存存的的加加療療

をを継継続続ししてていいるる。。  

人工関節又は人工骨頭置換術     年   月   日 

障害固定又は障害確定(推定)  令令和和７７年年    ５５月月  ２２３３日日 

⑤総合所見(再認定の項目も記入)  既既にに障障害害ととししてて認認定定さされれてていいるる部部分分はは必必ずず再再評評価価しし、、障障
害害がが残残存存ししてていいるるとと判判断断さされれるるももののはは、、全全てて記記載載ししててくくだだささいい。。  

 

 両両足足趾趾機機能能のの全全廃廃にによよりり、、下下駄駄・・草草履履ををははくくここととががででききなないい  

  
将来再認定○要の場合、軽度化・重度化、再認定の時期の〇年後を必ず〇で囲んでください。 

〔〔将将来来再再認認定定  要要((軽軽度度化化・・重重度度化化))  ・・  不不要要〕〕〔〔再再認認定定のの時時期期    11年年後後  ・・  33年年後後  ・・  55年年後後〕〕 

⑥その他参考となる合併症状  

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 〒〒○○○○○○○○－－○○○○○○○○ 

   令令和和７７年年  ５５月月２２３３日日         ○○○○区区○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○病病院院  

病院又は診療所の名称            電話○○○○(○○○○○○○○)○○○○○○○○  

所 在 地                         

診 療 担 当 科 名     整整形形外外  科  医師名 ○○○○○○○○      印 

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

      ・該当する。 

      ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

４４  級相当  

内訳   等  級 

  
上肢    級 

下肢 ４４        級 

体幹      級 

※ 下肢と体幹の障害が重複する場合、その総合

等級は、原則として指数合算を行わないこと。 

 注 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問い合わせする

場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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動作・活動・自立－○、半介助－△、全介助又は不能一×、( )の中のものを使う時にはそれに○ 
     ・左右の別がないものは、共働での評価とする。 
寝返りをする   〇〇  

〔はしで］食事をする（スプーン、自助具） 
右〇〇 

足を投げ出して座る（背もたれ、支え）   〇〇  左〇〇 

正座、あぐら、横座り（背もたれ、支え）   ××  
コップで水を飲む 

右〇〇 

いすに腰掛ける   〇〇  左〇〇 

座位又は臥位より立ち上がる(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義岐、装具)   〇〇  
ブラシで歯を磨く（自助具） 

右〇〇 

片脚で立つ 
右△△ 左〇〇 

左△△ 
つまむ 

右〇〇 

家の中の移動(壁、手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   〇〇  左〇〇 

二階まで階段を上って下りる(手すり、つえ、松葉づえ、義肢、装具)   ××  
握る 

右〇〇 

屋外を移動する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   △△  左〇〇 

公共の乗物を利用する(つえ、松葉づえ、義肢、装具、車いす)   ××  シャツを着て脱ぐ〔かぶりシャツ〕   〇〇  

タオルを絞る   〇〇  ズボンをはいて脱ぐ（自助具）〔どのような姿勢でもよい〕   〇〇  

背中を洗う   〇〇  顔を洗いタオルでふく   〇〇  

排 泄
せつ

の後始末をする 
  〇〇        

注：身体障害者福祉法の等級は、機能障害（impairment）のレベルで認定されますので（ ）の中に○が付いている場合、原則

  として自立していないという解釈になります。 

歩行能力及び起立位の状況（該当するものを○で囲む。） 

 （1）歩行能力（補装具なしで） ： 正常に可能 

                  （2km・1km・100m・ベッド周辺）以上歩行不能・不能                

 （2）起立位保持（補装具なしで）： 正常に可能 

                （１時間・30分・10分）以上困難・不能     

利利きき手手をを〇〇でで囲囲むむこことと  

右   左 
 上肢長㎝  

 下肢長㎝  

 上腕周径㎝  

 前腕周径㎝  

 大腿周径㎝  

 下腿周径㎝  

 握力㎏  
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第５号様式（第３条関係） 
 肢体不自由の状況及び所見 

 神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見記入） 

１ 感覚障害（下記図示）：なし
 

・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚 

２ 運動障害（下記図示）：なし・弛
し

緩性麻痺
ひ

・痙
けい

性麻痺
ひ

・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その他 

３ 起因部位      ：脳・脊
せき

髄・末梢
しょう

神経・筋肉・骨関節・その他 

４ 排尿・排便機能障害 ：なし
 

・あり 

５ 形態異常      ：なし
 

・あり 

 
参参  考考  図図  示示 

右 左 

 
右 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 
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関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)   (この表は必要な部分を記入) 

 

 

足足指指のの機機能能障障害害  （（□□ににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））  

□下駄、草履をはくことができない（右足指・左足指・両足指） 

□特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことができない（両足指） 

備備考考  
  

注： 

1 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。 

 2 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学
会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法

とする。 

 3 関節可動域の図示は のように両端に太線を引

き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に波

線( )を引く。 

 4 筋力については、表( )内に×△○印を記入する。 

  ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0、1、2該当) 
 

  △印は、筋力半減(筋力3該当) 
  ○印は、筋力正常又はやや減(筋力4、5該当) 
 5 (PIP)の項母指は(IP)関節を指す。 

 6 DIPその他手の対立内外転等の表示は、必要 

  に応じ備考欄を用いる。 

 7 図中塗りつぶした部分は、参考的正常範囲外 

の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分に 

はみ出し記入となる。 

例示 

 

 

✓ 
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３ 東京都身体障害認定基準 
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東東京京都都身身体体障障害害認認定定基基準準 

 
（目的） 
第第１１条条 身体障害者の障害程度の認定については、身体障害者福祉法（昭和24年法律第28

3号。以下「法」という。）、身体障害者福祉法施行令（昭和25年政令第78号。以下

「政令」という。）、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号。以下

「省令」という。）及び東京都身体障害者手帳に関する規則（東京都規則第215号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この基準に定めるところによる。 
 
（障害の定義） 
第第２２条条 法別表に規定する「永続する」障害とは、原則としてその障害が将来とも回復す

る可能性が極めて少ないものであれば良く、必ずしも将来にわたって障害程度が不

変のものに限らないものとする。 
 
（乳幼児の障害認定） 
第第３３条条 乳幼児に係る障害認定は、障害の種類に応じて、障害の程度を判定することが可

能となる年齢（概ね満３歳）以降に行うこととする。しかし、３才未満においても

四肢の欠損等身体機能の障害が明らかな場合は、障害認定を行うこととする。 
    ただし、本認定基準は主として１８歳以上のものを想定していることから、児童

の場合その年齢を考慮して妥当と思われる等級を認定する。この場合、治療や訓練

を行うことによって将来障害が軽減すると予想される時は、残存すると予想される

障害の限度でその障害を認定することとする。 
 
（加齢現象及び意識障害を伴う身体障害） 
第第４４条条 加齢現象に伴う身体障害及び意識障害を伴う身体障害については、法に言う「更 

生」が経済的、社会的独立のみを意味するものではなく、日常生活能力の回復をも 

含む広義のものであるところから、日常生活能力の回復の可能性又は身体障害の程 

度に着目し障害認定を行うこととする。 
    なお、意識障害を伴う身体障害の場合、その障害認定については常時の医学的管

理を要しなくなった時点で行うものとする。 
 
（知的障害をもつ者の身体障害） 
第第５５条条 身体障害の判定にあたっては、知的障害等の有無に係わらず、法別表に掲げる障

害を有すると認められる者は法の対象として取り扱うものとする。ただし、身体の

障害が明らかに知的障害等に起因する場合は、身体障害として認定しないこととす

る。 
 
（７級の障害及び重複障害） 
第第６６条条 ７級の障害は１つのみでは法の対象とはならないが、７級の障害が２つ以上重複

する場合または７級の障害が６級以上の障害と重複する場合は、法の対象となるも



 

東東京京都都身身体体障障害害認認定定基基準準 

 
（目的） 
第第１１条条 身体障害者の障害程度の認定については、身体障害者福祉法（昭和24年法律第28

3号。以下「法」という。）、身体障害者福祉法施行令（昭和25年政令第78号。以下

「政令」という。）、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号。以下

「省令」という。）及び東京都身体障害者手帳に関する規則（東京都規則第215号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この基準に定めるところによる。 
 
（障害の定義） 
第第２２条条 法別表に規定する「永続する」障害とは、原則としてその障害が将来とも回復す

る可能性が極めて少ないものであれば良く、必ずしも将来にわたって障害程度が不

変のものに限らないものとする。 
 
（乳幼児の障害認定） 
第第３３条条 乳幼児に係る障害認定は、障害の種類に応じて、障害の程度を判定することが可

能となる年齢（概ね満３歳）以降に行うこととする。しかし、３才未満においても

四肢の欠損等身体機能の障害が明らかな場合は、障害認定を行うこととする。 
    ただし、本認定基準は主として１８歳以上のものを想定していることから、児童

の場合その年齢を考慮して妥当と思われる等級を認定する。この場合、治療や訓練

を行うことによって将来障害が軽減すると予想される時は、残存すると予想される

障害の限度でその障害を認定することとする。 
 
（加齢現象及び意識障害を伴う身体障害） 
第第４４条条 加齢現象に伴う身体障害及び意識障害を伴う身体障害については、法に言う「更 

生」が経済的、社会的独立のみを意味するものではなく、日常生活能力の回復をも 

含む広義のものであるところから、日常生活能力の回復の可能性又は身体障害の程 

度に着目し障害認定を行うこととする。 
    なお、意識障害を伴う身体障害の場合、その障害認定については常時の医学的管

理を要しなくなった時点で行うものとする。 
 
（知的障害をもつ者の身体障害） 
第第５５条条 身体障害の判定にあたっては、知的障害等の有無に係わらず、法別表に掲げる障

害を有すると認められる者は法の対象として取り扱うものとする。ただし、身体の

障害が明らかに知的障害等に起因する場合は、身体障害として認定しないこととす

る。 
 
（７級の障害及び重複障害） 
第第６６条条 ７級の障害は１つのみでは法の対象とはならないが、７級の障害が２つ以上重複

する場合または７級の障害が６級以上の障害と重複する場合は、法の対象となるも
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のである。 

 
第第７７条条 二以上の障害が重複する場合の障害等級は、次により認定することとする。 
 １ 障害等級の認定方法 
（１） 二つ以上の障害が重複する場合の障害等級は、重複する障害の合計指数に応じて、 
次により認定することとする。 

 

  合計指数  認定等級  

 １８以上 
 １１～１７ 
 ７～１０ 
 ４～６ 
 ２～３ 

 １ 

 １ 級 
 ２ 級 
 ３ 級 
 ４ 級 
 ５ 級 
 ６ 級 

 
    （２）合計指数の算定方法 
       ア 合計指数は、次の等級別指数表により各々の障害の該当する等級の指数を合計 

したものとする。 
 

  障害等級  指 数  

 １ 級 
 ２ 級 
 ３ 級 
 ４ 級 
 ５ 級 
 ６ 級 
 ７ 級 

 １８ 
 １１ 
 ７ 
 ４ 
 ２ 
 １ 

 ０．５ 

 

イ  合計指数算定の特例 
同一の上肢又は下肢に重複して障害がある場合の当該一上肢又は一下肢に係る

合計指数は、機能障害のある部位（機能障害が２か所以上ある時は上位の部位とす

る。）から上肢又は下肢を欠いた場合の障害等級に対応する指数の値を限度とする。 
    （例１） 

右上肢のすべての指を欠くもの  ３級  等級別指数 ７ 
        右上肢の手関節の全廃            ４級  等級別指数  ４ 
                                                      合 計   １１ 

上記の場合、指数の合計は１１となるが次の障害の指数が限度となるため合計指 
数は７となる。 

 

右上肢を手関節から欠くもの   ３級  等級別指数 ７ 
（例２） 
左上肢の肩関節の全廃      ４級  等級別指数 ４ 

 〃  肘関節 〃       ４級    〃   ４ 

 〃  手関節 〃       ４級    〃   ４ 

上記の場合、指数の合計は１２となるが次の障害の指数が限度となるため合計指数 

は１１となる。 

        左上肢を肩関節から欠くもの   ２級  等級別指数 １１ 
ウ 肢体不自由の場合の特例 

肢体不自由に関しては、個々の関節や手指等の機能障害の指数を、視覚障害や内

部障害等の指数と同列に単純合算するのではなく、原則として「上肢、下肢、体幹」

あるいは「上肢機能、移動機能」の区分の中で中間的に指数合算し、さらに他の障

害がある場合には、その障害の指数と合算することで合計指数を算定することとす

る。指数合算する際の中間とりまとめの区分は下表のとおりとする。 

ただし、前記イの「合計指数算定の特例」における同一の上肢又は下肢に係る合

計指数の上限の規定は、この中間指数の取りまとめの規定に優先するものである。 

 

合計指数  中間指数 障害区分（指数合算の中間とりまとめ区分） 

  視力障害 

 視野障害 

 聴覚障害 

 平衡機能障害 

 音声・言語・そしゃく機能障害 

 上上肢肢不不自自由由  

 下下肢肢不不自自由由  

 体体幹幹不不自自由由  

 上上肢肢機機能能障障害害  

 移移動動機機能能障障害害  

 心臓機能障害 

 じん臓機能障害 

 呼吸器機能障害 

 ぼうこう又は直腸機能障害 

 小腸機能障害 

 免疫機能障害 

 肝臓機能障害 

 

２ 認定上の留意事項 
   （１）音声機能障害、言語機能障害及びそしゃく機能障害の重複については１の認定方

法を適用しない。 
   （２）体幹機能障害と下肢機能障害は原則として１の認定方法を適用して差し支えない

原則 
排他 
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右上肢を手関節から欠くもの   ３級  等級別指数 ７ 
（例２） 
左上肢の肩関節の全廃      ４級  等級別指数 ４ 

 〃  肘関節 〃       ４級    〃   ４ 

 〃  手関節 〃       ４級    〃   ４ 

上記の場合、指数の合計は１２となるが次の障害の指数が限度となるため合計指数 

は１１となる。 

        左上肢を肩関節から欠くもの   ２級  等級別指数 １１ 
ウ 肢体不自由の場合の特例 

肢体不自由に関しては、個々の関節や手指等の機能障害の指数を、視覚障害や内

部障害等の指数と同列に単純合算するのではなく、原則として「上肢、下肢、体幹」

あるいは「上肢機能、移動機能」の区分の中で中間的に指数合算し、さらに他の障

害がある場合には、その障害の指数と合算することで合計指数を算定することとす

る。指数合算する際の中間とりまとめの区分は下表のとおりとする。 

ただし、前記イの「合計指数算定の特例」における同一の上肢又は下肢に係る合

計指数の上限の規定は、この中間指数の取りまとめの規定に優先するものである。 

 

合計指数  中間指数 障害区分（指数合算の中間とりまとめ区分） 

  視力障害 

 視野障害 

 聴覚障害 

 平衡機能障害 

 音声・言語・そしゃく機能障害 

 上上肢肢不不自自由由  

 下下肢肢不不自自由由  

 体体幹幹不不自自由由  

 上上肢肢機機能能障障害害  

 移移動動機機能能障障害害  

 心臓機能障害 

 じん臓機能障害 

 呼吸器機能障害 

 ぼうこう又は直腸機能障害 

 小腸機能障害 

 免疫機能障害 

 肝臓機能障害 

 

２ 認定上の留意事項 
   （１）音声機能障害、言語機能障害及びそしゃく機能障害の重複については１の認定方

法を適用しない。 
   （２）体幹機能障害と下肢機能障害は原則として１の認定方法を適用して差し支えない

原則 
排他 
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が、例えば、神経麻痺で起立困難なもの等については体幹及び下肢の機能障害とし

て重複認定すべきではなく、体幹又は下肢の単独の障害として認定するものである。 
（３）聴覚障害と音声・言語機能障害が重複する場合は、１の認定方法を適用して差し

支えない。 
例えば、聴力レベル100ｄＢ以上の聴覚障害（２級指数１１）と音声・言語機能の 

喪失（３級指数７）の障害が重複する場合は１級（合計指数１８）とする。 
   （４）７級の障害は、等級別指数を0.5とし、６級以上の障害と同様に取り扱って合計 

指数を算定する。 
   （５）この指数加算方式により障害程度認定を行う必要があると認める場合には、診断

書総括表中の①障害名欄の余白に各障害部位別に障害程度等級の意見を記載するこ

と。 
       （例）総合等級２級の場合  左全手指切断  （３級） 

右足関節機能全廃（５級） 

                                 右肩関節機能全廃（４級） 

 ３ その他 
     上記により認定される障害等級が著しく均衡を欠くと認められるものについては、

東京都社会福祉審議会の意見を聞くものとする。 
 
（個別障害基準について） 
第第８８条条 身体障害程度等級における個別の障害種目に係る認定基準については、別紙「障

   害程度等級表解説」のとおりとする。 
 
（障害再認定対象者） 
第第９９条条  政令第６条第１項の規定に基づき、法第17条の２第１項の規定による区市町村長

の診査又は児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19条第１項の規定による保健所長

の診査を受けるべき旨の通知を行う再認定対象者は、原則として別表「身体障害者

福祉法施行規則第３条の規定による疾患・症例一覧」で再認定が必要とされている

疾患・症例に該当する者とする。 

    ただし、進行性の病変による障害を有し、将来、障害程度の重度化が予想される

者は本条の再認定対象者とはしない。 
 
（再認定のための診査の期日） 
第第１１００条条  政令第６条第１項の規定に基づき知事が指定する診査の期日は、身体障害者手

帳交付時から１年以上５年以内とする。 
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４ 身体障害認定基準等の 
取扱いに関する疑義について 

※出典 

平成１５年２月２７日障企発第０２２７００１号 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知 
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５ 肢体不自由等級表と診断のポイント 
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【【２２  肢肢体体不不自自由由等等級級表表とと診診断断ののポポイインントト】】  
 
障障害害程程度度等等級級表表  
 
 級級  
 
別別  

上上    肢肢  下下    肢肢  体体    幹幹  
乳乳幼幼児児期期以以前前のの非非進進行行性性のの  
脳脳病病変変にによよるる運運動動機機能能障障害害  

 

上上肢肢機機能能  移移動動機機能能  

 

１  

 
 
級  

1  両上肢の機能  

を全廃したもの  
2  両上肢を手関  
節以上で欠くも  
の  

1  両下肢の機能  

を全廃したもの  
2  両下肢を大腿  
の２分の１以上  
で欠くもの  

  体幹の機能  

障害により坐  
っていること  
ができないも  
の  

 不随意運動  

・失調等によ  
り上肢を使用  
する日常生活  
動作がほとん  
ど不可能なも  
の  

  不随意運動  

・失調等によ  
り歩行が不可  
能なもの  

 
 

２  

 
 
 
級  

1  両上肢の機能  

の著しい障害  
2  両上肢のすべ  
ての指を欠くも  
の  
3  一上肢を上腕  
の２分の１以上  
で欠くもの  
4  一上肢の機能  
を全廃したもの  

1  両下肢の機能  

の著しい障害  
2  両下肢を下腿  
の２分の１以上  
で欠くもの  

1 体幹の機能  

障害により坐  
位又は起立位  
を保つことが  
困難なもの  
2  体幹の機能  
障害により立  
ち上ることが  
困難なもの  

 不随意運動  

・失調等によ  
り上肢を使用  
する日常生活  
動作が極度に  
制限されるも  
の  

 不随意運動  

・失調等によ  
り歩行が極度  
に制限される  
もの  

 
 
 

３  

 
 
 
 
 
 
級  

1  両上肢のおや  

指及びひとさし  
指を欠くもの  
2  両上肢のおや  
指及びひとさし  
指の機能を全廃  
したもの  
3  一上肢の機能  
の著しい障害  
4  一上肢のすべ  
ての指を欠くも  
の  
5  一上肢のすべ  
ての指の機能を  
全廃したもの  

1  両下肢をショ  

パール関節以上

で欠くもの  
2  一下肢を大腿  
の２分の１以上  
で欠くもの  
3  一下肢の機能  
を全廃したもの  

 体幹の機能障  

害により歩行  
が困難なもの  

 不随意運動  

・失調等によ  
り上肢を使用  
する日常生活  
動作が著しく  
制限されるも  
の  

 不随意運動  

・失調等によ  
り歩行が家庭  
内での日常生  
活活動に制限  
されるもの  
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級級  
 
別別  

  上上    肢肢     下下    肢肢    体体    幹幹  
乳乳幼幼児児期期以以前前のの非非進進行行性性のの  
脳脳病病変変にによよるる運運動動機機能能障障害害  

 

  上上肢肢機機能能    移移動動機機能能  

 
 
 
 
 
 

４  

 
 
 
 
 
 
 
 
級  

1  両上肢のおや  

指を欠くもの  
2  両上肢のおや  
指の機能を全廃  
したもの  
3  一上肢の肩関  
節、肘関節又は  
手関節のうち、  
いずれか一関節  
の機能を全廃し  
たもの  
4  一上肢のおや  
指及びひとさし  
指を欠くもの  
5  一上肢のおや  
指及びひとさし  
指の機能を全廃  
したもの  
6  おや指又はひ  
とさし指を含め  
て一上肢の三指  
を欠くもの  
7  おや指又はひ  
とさし指を含め  
て一上肢の三指  
の機能を全廃し  
たもの  
8  おや指又はひ  
とさし指を含め  
て一上肢の四指  
の機能の著しい  
障害  

1  両下肢のすべ  

ての指を欠くも  
の  
2  両下肢のすべ  
ての指の機能を  
全廃したもの  
3  一下肢を下腿  
の２分の１以上  
で欠くもの  
4  一下肢の機能  
の著しい障害  
5  一下肢の股関  
節又は膝関節の  
機能を全廃した  
もの  
6  一下肢が健側  
に比して１０セ  
ンチメートル以  
上又は健側の長  
さの１０分の１  
以上短いもの  

 
 不随意運動  

・失調等によ  
る上肢の機能  
障害により社  
会での日常生  
活活動が著し  
く制限される  
もの  

 不随意運動  

・失調等によ  
り社会での日  
常生活活動が  
著しく制限さ  
れるもの  
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級級  
 
別別  

  上上    肢肢     下下    肢肢    体体    幹幹  
乳乳幼幼児児期期以以前前のの非非進進行行性性のの  
脳脳病病変変にによよるる運運動動機機能能障障害害  

 

  上上肢肢機機能能    移移動動機機能能  

 
 
 
 
 
 

４  

 
 
 
 
 
 
 
 
級  

1  両上肢のおや  

指を欠くもの  
2  両上肢のおや  
指の機能を全廃  
したもの  
3  一上肢の肩関  
節、肘関節又は  
手関節のうち、  
いずれか一関節  
の機能を全廃し  
たもの  
4  一上肢のおや  
指及びひとさし  
指を欠くもの  
5  一上肢のおや  
指及びひとさし  
指の機能を全廃  
したもの  
6  おや指又はひ  
とさし指を含め  
て一上肢の三指  
を欠くもの  
7  おや指又はひ  
とさし指を含め  
て一上肢の三指  
の機能を全廃し  
たもの  
8  おや指又はひ  
とさし指を含め  
て一上肢の四指  
の機能の著しい  
障害  

1  両下肢のすべ  

ての指を欠くも  
の  
2  両下肢のすべ  
ての指の機能を  
全廃したもの  
3  一下肢を下腿  
の２分の１以上  
で欠くもの  
4  一下肢の機能  
の著しい障害  
5  一下肢の股関  
節又は膝関節の  
機能を全廃した  
もの  
6  一下肢が健側  
に比して１０セ  
ンチメートル以  
上又は健側の長  
さの１０分の１  
以上短いもの  

 
 不随意運動  

・失調等によ  
る上肢の機能  
障害により社  
会での日常生  
活活動が著し  
く制限される  
もの  

 不随意運動  

・失調等によ  
り社会での日  
常生活活動が  
著しく制限さ  
れるもの  

 
級級  
 
別別  

  上上    肢肢     下下    肢肢    体体    幹幹  
乳乳幼幼児児期期以以前前のの非非進進行行性性のの  
脳脳病病変変にによよるる運運動動機機能能障障害害  

 

  上上肢肢機機能能    移移動動機機能能  

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
級  

1  両上肢のおや  

指の機能の著し  
い障害  
2  一上肢の肩関  
節、肘関節又は  
手関節のうち、  
いずれか一関節  
の機能の著しい  
障害  
3  一上肢のおや  
指を欠くもの  
4  一上肢のおや  
指の機能を全廃  
したもの  
5  一上肢のおや  
指及びひとさし  
指の機能の著し  
い障害  
6  おや指又はひ  
とさし指を含め  
て一上肢の三指  
の機能の著しい  
障害  

1  一下肢の股関  

節又は膝関節の  
機能の著しい障  
害  
2  一下肢の足関  
節の機能を全廃  
したもの  
3  一下肢が健側  
に比して５セン  
チメートル以上  
又は健側の長さ  
が１５分の１以  
上短いもの  

 体幹の機能の  

 著しい障害  

  不随意運動  

・失調等によ  
る上肢の機能  
障害により社  
会での日常生  
活活動に支障  
のあるもの  

 不随意運動  

・失調等によ  
り社会での日  
常生活活動に  
支障のあるも  
の  

 
 
 
 
 

６  

 
 
級  

1  一上肢のおや  

指の機能の著し  
い障害  
2  ひとさし指を  
含めて一上肢の  
二指を欠くもの  
3  ひとさし指を  
含めて一上肢の  
二指の機能を全  
廃したもの  

1  一下肢をリス  

フラン関節以上  
で欠くもの  
2  一下肢の足関  
節の機能の著し  
い障害  

 
 不随意運動  

・失調等によ  
り上肢の機能  
の劣るもの  

 不随意運動  

・失調等によ  
り移動機能の  
劣るもの  
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 級級  
 
別別  

上上    肢肢  下下    肢肢  体体    幹幹  
乳乳幼幼児児期期以以前前のの非非進進行行性性のの  
脳脳病病変変にによよるる運運動動機機能能障障害害  

 

  上上肢肢機機能能    移移動動機機能能  

 
 
 
 

７  

 
 
 
 
 
 
 
級  

1  一上肢の機能  

の軽度障害  
2  一上肢の肩関  
節、肘関節又は  
手関節のうち、  
いずれか一関節  
の機能の軽度の  
障害  
3  一上肢の手指  
の機能の軽度の  
障害  
4  ひとさし指を  
含めて一上肢の  
二指の機能の著  
しい障害  
5  一上肢のなか  
指、くすり指及  
び小指を欠くも  
の  
6  一上肢のなか  
指、くすり指及  
び小指の機能を  
全廃したもの  

1  両下肢のすべ  

ての指の機能の  
著しい障害  
2  一下肢の機能  
の軽度の障害  
3  一下肢の股関  
節、膝関節又は  
足関節のうち、  
いずれか一関節  
の機能の軽度の  
障害  
4  一下肢のすべ  
ての指を欠くも  
の  
5  一下肢のすべ  
ての指の機能を  
全廃したもの  
6  一下肢が健側  
に比して３セン  
チメートル以上  
又は健側の長さ  
の２０分の１以  
上短いもの  

 
 上肢に不随  

意運動・失調  
等を有するも  
の  

 下肢に不随  

意運動・失調  
等を有するも  
の  

 ＊＊７７級級のの障障害害はは１１つつののみみでではは法法のの対対象象ととははななららなないい。。  
    ７７級級のの障障害害がが２２以以上上重重複複すするる場場合合ままたたはは７７級級のの障障害害がが６６級級以以上上のの障障害害とと重重複複すするる  
    場場合合はは、、法法のの対対象象ととななるるももののででああるる。。  
 ＊＊「「指指をを欠欠くくもものの」」ととはは、、おおやや指指ににつついいててはは、、指指骨骨間間関関節節、、そそのの他他のの指指ににつついいててはは、、  
    第第一一指指骨骨間間関関節節以以上上をを欠欠くくももののををいいうう。。  
 ＊＊「「指指のの機機能能障障害害」」ととはは中中手手指指節節関関節節以以下下のの障障害害ををいいいい、、おおやや指指ににつついいててはは、、対対抗抗  
  運運動動障障害害ををもも含含むむももののととすするる。。  
 ＊＊上上肢肢又又はは下下肢肢欠欠損損のの断断端端のの長長ささはは、、実実用用長長（（上上腕腕ににおおいいててはは腋腋窩窩よよりり、、大大腿腿ににおお  
    いいててはは坐坐骨骨結結節節のの高高ささよよりり計計測測ししたたもものの））ををももっってて計計測測ししたたももののををいいうう。。  
 ＊＊下下肢肢のの長長ささはは、、前前腸腸骨骨棘棘よよりりくくるるぶぶしし下下端端ままででをを計計測測ししたたももののををいいうう。。  
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 級級  
 
別別  

上上    肢肢  下下    肢肢  体体    幹幹  
乳乳幼幼児児期期以以前前のの非非進進行行性性のの  
脳脳病病変変にによよるる運運動動機機能能障障害害  

 

  上上肢肢機機能能    移移動動機機能能  

 
 
 
 

７  

 
 
 
 
 
 
 
級  

1  一上肢の機能  

の軽度障害  
2  一上肢の肩関  
節、肘関節又は  
手関節のうち、  
いずれか一関節  
の機能の軽度の  
障害  
3  一上肢の手指  
の機能の軽度の  
障害  
4  ひとさし指を  
含めて一上肢の  
二指の機能の著  
しい障害  
5  一上肢のなか  
指、くすり指及  
び小指を欠くも  
の  
6  一上肢のなか  
指、くすり指及  
び小指の機能を  
全廃したもの  

1  両下肢のすべ  

ての指の機能の  
著しい障害  
2  一下肢の機能  
の軽度の障害  
3  一下肢の股関  
節、膝関節又は  
足関節のうち、  
いずれか一関節  
の機能の軽度の  
障害  
4  一下肢のすべ  
ての指を欠くも  
の  
5  一下肢のすべ  
ての指の機能を  
全廃したもの  
6  一下肢が健側  
に比して３セン  
チメートル以上  
又は健側の長さ  
の２０分の１以  
上短いもの  

 
 上肢に不随  

意運動・失調  
等を有するも  
の  

 下肢に不随  

意運動・失調  
等を有するも  
の  

 ＊＊７７級級のの障障害害はは１１つつののみみでではは法法のの対対象象ととははななららなないい。。  
    ７７級級のの障障害害がが２２以以上上重重複複すするる場場合合ままたたはは７７級級のの障障害害がが６６級級以以上上のの障障害害とと重重複複すするる  
    場場合合はは、、法法のの対対象象ととななるるももののででああるる。。  
 ＊＊「「指指をを欠欠くくもものの」」ととはは、、おおやや指指ににつついいててはは、、指指骨骨間間関関節節、、そそのの他他のの指指ににつついいててはは、、  
    第第一一指指骨骨間間関関節節以以上上をを欠欠くくももののををいいうう。。  
 ＊＊「「指指のの機機能能障障害害」」ととはは中中手手指指節節関関節節以以下下のの障障害害ををいいいい、、おおやや指指ににつついいててはは、、対対抗抗  
  運運動動障障害害ををもも含含むむももののととすするる。。  
 ＊＊上上肢肢又又はは下下肢肢欠欠損損のの断断端端のの長長ささはは、、実実用用長長（（上上腕腕ににおおいいててはは腋腋窩窩よよりり、、大大腿腿ににおお  
    いいててはは坐坐骨骨結結節節のの高高ささよよりり計計測測ししたたもものの））ををももっってて計計測測ししたたももののををいいうう。。  
 ＊＊下下肢肢のの長長ささはは、、前前腸腸骨骨棘棘よよりりくくるるぶぶしし下下端端ままででをを計計測測ししたたももののををいいうう。。  
 
 
 
 
 
 

 
一一  障障害害程程度度等等級級表表解解説説  
 
１１  総総括括的的解解説説  
（１）  肢体不自由は機能の障害の程度をもって判定するものであるが、その判定は、 

  強制されて行われた一時的能力でしてはならない。  
   例えば、肢体不自由者が無理をすれば１kmの距離は歩行できるが、そのため  
  に症状が悪化したり、又は疲労、疼痛等のために翌日は休業しなければならない  
  ようなものは１km歩行可能者とはいえない。  
（２）肢体の疼痛又は筋力低下等の障害も、客観的に証明でき又は妥当と思われるも  
  のは機能障害として取扱う。  
   具体的な例は次のとおりである。  
  アア  疼疼痛痛にによよるる機機能能障障害害   
        筋筋力力テテスストト、、関関節節可可動動域域のの測測定定又又ははⅩⅩ線線写写真真等等にによよりり、、疼疼痛痛にによよるる障障害害ががああ   
      るるここととがが医医学学的的にに証証明明さされれるるもものの   
  イ 筋力低下による機能障害                                                     
    筋萎縮、筋の緊張等筋力低下をきたす原因が医学的に認められ、かつ、徒手     
   筋力テスト、関節可動域の測定等により、筋力低下による障害があることが医     
   学的に証明されるもの                                                         
（３）全廃とは、関節可動域（以下、他動的可動域とする。）が10度以内、筋力では     
  徒手筋力テストで２以下に相当するものをいう（肩及び足の各関節可動域は除       
  く）。                                                                          
   機能の著しい障害とは、以下に示す各々の部位で関節可動域が日常生活に支障     
  をきたすと見なされる値（概ね90度）のほぼ30％（概ね30度以下）のものを         
  いい、筋力では徒手筋力テストで３（５点法）に相当するものをいう（肩及び足     
  の各関節可動域は除く）。                                                         
   軽度の障害とは、日常生活に支障をきたすと見なされる値（概ね90度で足関       
  節の場合は30度を超えないもの。）又は、筋力では徒手筋力テストで各運動方向     
  平均が４に相当するものをいう。                                                  
  （注）関節可動域は連続した運動の範囲としてとらえ、筋力は徒手筋力テストの     
    各運動方向の平均値を以って評価する。  
（４）この解説においてあげた具体例の数値は、機能障害の一面を表わしたものであ  
  るので、その判定に当たっては、その機能障害全般を総合した上で定めなければ  
  ならない。具体的な例は、次のとおりである。 

（例１）ある関節障害において徒手筋力テストで３に相当していても、関節可  

動域の制限が乏しく、動作・活動能力の評価では○（自立）の項目が  

多くあるなど目的動作能力が比較的に保たれている場合、著しい機能 

      障害ではなく軽度の機能障害として認定することが妥当である。  

（例２）単に片脚起立が不可能であることのみを以っては、一下肢の機能全廃とは認定 
しない。 

（５）肢体の機能障害の程度の判定は義肢、装具等の補装具を装着しない状態で行う 

  ものであること。なお、人工骨頭又は人工関節については、人工骨頭又は人工関  

節の置換術後の経過が安定した時点の機能障害の程度により判定する。           

（（６６））四四肢肢のの障障害害はは基基本本的的ににはは障障害害部部位位をを個個々々にに判判定定ししたた上上、、総総合合的的にに障障害害程程度度をを認認    
    定定すするるももののででああるる。。                                                                
      例例ええばば、、下下肢肢のの３３大大関関節節ののううちち足足関関節節だだけけがが筋筋力力テテスストト、、関関節節可可動動域域等等かからら全全      
    廃廃のの状状態態でで（（他他のの関関節節はは正正常常））、、そそれれにによよりり歩歩行行動動作作がが不不能能のの場場合合はは、、障障害害のの部部     
    位位をを限限定定ししてて足足関関節節のの全全廃廃ととししてて認認定定すするるここととととすするる。。                                      
（７）加齢または精神機能の衰退に起因する日常生活動作不能の状態は、それをもっ     
  て身体障害と認定することは適当ではない。ただし、関節可動域の制限や筋力低 

→→疼疼痛痛のの訴訴ええ

ののみみををももっってて

認認定定すするるこことと

はは適適当当ででははなな

いい。。ここののよようう

にに、、疼疼痛痛にによよるる

機機能能障障害害がが筋筋

力力テテスストト、、関関節節

可可動動域域にに現現れれ

なないい場場合合ににつつ

いいててはは、、ＸＸ線線写写

真真等等のの詳詳細細なな

所所見見がが必必要要とと

ななるる。。そそううししたた、、

疼疼痛痛のの客客観観的的

なな所所見見ををももっっ

てて証証明明ででききるる

場場合合はは認認定定のの

対対象象ととななるる可可

能能性性ががああるる。。 

→→例例ええばば歩歩行行

能能力力ややＡＡＤＤＬＬ

のの基基準準がが一一下下

肢肢のの機機能能障障害害

のの基基準準をを満満たた

ししてていいたたととしし                                                                                                                                                            

ててもも、、一一関関節節  

のの障障害害のの場場合合                                                                                                                                                        

はは一一下下肢肢ととしし  

ててととららええるるここ  

ととははででききなないい 
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下等の状態が認定基準に合致し、永続するものである場合には、二次的であるか 

否かにかかわらず、当該身体機能の障害として認定することは可能である。 

（８）乳幼児期以前に発現した非進行性の脳病変によってもたらされた脳原性運動機    
  能障害については、その障害の特性を考慮し、上肢不自由、下肢不自由、体幹不  
  自由の一般的認定方法によらず別途の方法によることとしたものである。  
 
２２  各各項項解解説説  
（（１１））上上肢肢不不自自由由  
  アア  ーー上上肢肢のの機機能能障障害害  
   (ｱ)  「全廃」（２級）とは、肩関節、肘関節、手関節、手指の全ての機能を全  
    廃したものをいう。  
   (ｲ)  「著しい障害」（３級）とは、握る、摘む、なでる（手、指先の機能）、  
    物を持ち上げる、運ぶ、投げる、押す、ひっぱる（腕の機能）等の機能の著  
    しい障害をいう。  
     具体的な例は次のとおりである。  
    ａ 機能障害のある上肢では５kg以内のものしか下げることができないも  
     の。この際荷物は手指で握っても肘でつり下げてもよい。  
    ｂ 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか二関節の機能を全廃  
     したもの  
   (ｳ)  「軽度の障害」（７級）の具体的な例は次のとおりである。  
    ａ 精密な運動のできないもの  
    ｂ 機能障害のある上肢では10kg以内のものしか下げることのできないも  
     の。  
  イイ  肩肩関関節節のの機機能能障障害害  
   (ｱ)  「全廃」（４級）の具体的な例は次のとおりである。  
    ａ   関節可動域30度以下のもの  
    ｂ 徒手筋力テストで２以下のもの                                  
   (ｲ)  「著しい障害」（５級）の具体的な例は次のとおりである。                 各各関関節節ににおおいい 
    ａ 関節可動域60度以下のもの                                              てて、、人人工工関関節節 
    ｂ 徒手筋力テストで３に相当するもの                                       又又はは人人工工骨骨頭頭 
   (ｳ)  「軽度の障害」（７級）の具体的な例は次のとおりである。                  をを用用いいてていいるる 
         ａ 関節可動域90度以下のもの                                               場場合合はは、、必必ずず 
         ｂ 徒手筋力テストで４に相当するもの                                      診診断断書書のの「「総総  
  ウウ  肘肘関関節節のの機機能能障障害害                                                             合合所所見見」」欄欄等等  
   (ｱ)  「全廃」（４級）の具体的な例は次のとおりである。                         にに明明記記すするるここ  
    ａ 関節可動域10度以下のもの                                                とと。。  
    ｂ 高度の動揺関節  
    ｃ 徒手筋力テストで２以下のもの                                               
   (ｲ)  「著しい障害」（５級）の具体的な例は次のとおりである。                   
    ａ 関節可動域30度以下のもの                                                
    ｂ 中等度の動揺関節                                                         
    ｃ 徒手筋力テストで３に相当するもの                                       
    ｄ 前腕の回内及び回外運動が可動域10度以下のもの                          
     (ｳ)  「軽度の障害」（７級）の具体的な例は次のとおりである。                   
         ａ 関節可動域90度以下のもの                                                  
         ｂ 軽度の動揺関節                                                             
        ｃ 徒手筋力テストで４に相当するもの  
  エエ  手手関関節節のの機機能能障障害害  
   (ｱ)  「全廃」（４級）の具体的な例は次のとおりである。  
    ａ 関節可動域10度以下のもの  
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下等の状態が認定基準に合致し、永続するものである場合には、二次的であるか 

否かにかかわらず、当該身体機能の障害として認定することは可能である。 

（８）乳幼児期以前に発現した非進行性の脳病変によってもたらされた脳原性運動機    
  能障害については、その障害の特性を考慮し、上肢不自由、下肢不自由、体幹不  
  自由の一般的認定方法によらず別途の方法によることとしたものである。  
 
２２  各各項項解解説説  
（（１１））上上肢肢不不自自由由  
  アア  ーー上上肢肢のの機機能能障障害害  
   (ｱ)  「全廃」（２級）とは、肩関節、肘関節、手関節、手指の全ての機能を全  
    廃したものをいう。  
   (ｲ)  「著しい障害」（３級）とは、握る、摘む、なでる（手、指先の機能）、  
    物を持ち上げる、運ぶ、投げる、押す、ひっぱる（腕の機能）等の機能の著  
    しい障害をいう。  
     具体的な例は次のとおりである。  
    ａ 機能障害のある上肢では５kg以内のものしか下げることができないも  
     の。この際荷物は手指で握っても肘でつり下げてもよい。  
    ｂ 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか二関節の機能を全廃  
     したもの  
   (ｳ)  「軽度の障害」（７級）の具体的な例は次のとおりである。  
    ａ 精密な運動のできないもの  
    ｂ 機能障害のある上肢では10kg以内のものしか下げることのできないも  
     の。  
  イイ  肩肩関関節節のの機機能能障障害害  
   (ｱ)  「全廃」（４級）の具体的な例は次のとおりである。  
    ａ   関節可動域30度以下のもの  
    ｂ 徒手筋力テストで２以下のもの                                  
   (ｲ)  「著しい障害」（５級）の具体的な例は次のとおりである。                 各各関関節節ににおおいい 
    ａ 関節可動域60度以下のもの                                              てて、、人人工工関関節節 
    ｂ 徒手筋力テストで３に相当するもの                                       又又はは人人工工骨骨頭頭 
   (ｳ)  「軽度の障害」（７級）の具体的な例は次のとおりである。                  をを用用いいてていいるる 
         ａ 関節可動域90度以下のもの                                               場場合合はは、、必必ずず 
         ｂ 徒手筋力テストで４に相当するもの                                      診診断断書書のの「「総総  
  ウウ  肘肘関関節節のの機機能能障障害害                                                             合合所所見見」」欄欄等等  
   (ｱ)  「全廃」（４級）の具体的な例は次のとおりである。                         にに明明記記すするるここ  
    ａ 関節可動域10度以下のもの                                                とと。。  
    ｂ 高度の動揺関節  
    ｃ 徒手筋力テストで２以下のもの                                               
   (ｲ)  「著しい障害」（５級）の具体的な例は次のとおりである。                   
    ａ 関節可動域30度以下のもの                                                
    ｂ 中等度の動揺関節                                                         
    ｃ 徒手筋力テストで３に相当するもの                                       
    ｄ 前腕の回内及び回外運動が可動域10度以下のもの                          
     (ｳ)  「軽度の障害」（７級）の具体的な例は次のとおりである。                   
         ａ 関節可動域90度以下のもの                                                  
         ｂ 軽度の動揺関節                                                             
        ｃ 徒手筋力テストで４に相当するもの  
  エエ  手手関関節節のの機機能能障障害害  
   (ｱ)  「全廃」（４級）の具体的な例は次のとおりである。  
    ａ 関節可動域10度以下のもの  

    ｂ 徒手筋力テストで２以下のもの  
   (ｲ)  「著しい障害」（５級）の具体的な例は次のとおりである。  
    ａ 関節可動域30度以下のもの  
    ｂ 徒手筋力テストで３に相当するもの  
    (ｳ)  「軽度の障害」（７級）の具体的な例は次のとおりである。  
         ａ 関節可動域90度以下のもの  
         ｂ 徒手筋力テストで４に相当するもの  
  オオ  手手指指のの機機能能障障害害  
   (ｱ)  手指の機能障害の判定には次の注意が必要である。  
    ａ 機能障害のある指の数が増すにつれて幾何学的にその障害は重くなる。  
    ｂ おや指、次いでひとさし指の機能は特に重要である。  
    ｃ おや指の機能障害は摘む、握る等の機能を特に考慮して、その障害の重  
     さを定めなければならない。  
   (ｲ)  一側の五指全体の機能障害  
    ａ 「全廃」（３級）の具体的な例は次のとおりである。 

     ① 機能障害のある手で掴む、握る等の指の動作が全くできないもの  
     ② 機能障害のある手の握力が０ｋｇのもの  
    ｂ 「著しい障害」（４級）の具体的な例は次のとおりである。  

① 機能障害のある手で５kg以内のものしか下げることのできないもの  
② 機能障害のある手の握力が５kg以内のもの  

    ｃ 「軽度の障害」（７級）の具体的な例は次のとおりである。  
①  精密な運動のできないもの 

② 機能障害のある手では10kg以内のものしか下げることのできないもの  
     ③ 機能障害のある手の握力が15kg以内のもの  
   (ｳ)  各指の機能障害  
    ａ 「全廃」の具体的な例は次のとおりである。  
     ① 各々の関節の可動域10度以下のもの  
     ② 徒手筋力テストで２以下のもの  
    ｂ 「著しい障害」の具体的な例は次のとおりである。  
     ① 各々の関節の可動域30度以下のもの  
     ② 徒手筋力テストで３に相当するもの  
 
（（２２））下下肢肢不不自自由由  
    アア  両両下下肢肢のの機機能能障障害害   
        両両下下肢肢機機能能のの障障害害認認定定ににつついいててはは、、両両側側ほほぼぼ同同程程度度のの障障害害ががああるるここととをを前前提提  
      ととししてて、、各各々々のの障障害害程程度度等等級級ににおおけけるる動動作作・・移移動動能能力力のの具具体体的的なな例例はは次次ののととおお  
      りりととすするる。。  
        ななおお、、評評価価ににああたたっっててはは、、下下肢肢全全体体のの関関節節可可動動域域、、筋筋力力テテスストト、、動動作作・・活活動動  
      のの自自立立度度ななどどかからら支支持持性性、、運運動動性性をを総総合合的的にに判判断断すするるここととととすするる。。   
     (ｱ)  「「全全廃廃」」（（１１級級））ととはは、、下下肢肢全全体体のの支支持持性性とと運運動動性性をを失失いい、、立立っってていいるるここ   
        とと及及びび歩歩行行のの不不可可能能ななもものの                                                 
     (ｲ)  「「著著ししいい障障害害」」（（２２級級））ととはは、、独独歩歩はは不不可可能能ででああるるがが、、室室内内ににおおけけるる補補助助   
        的的歩歩行行（（補補装装具具ななしし））のの可可能能ななもものの   
  イイ  ーー下下肢肢のの機機能能障障害害 

   (ｱ)  「全廃」（３級）とは、下肢の運動性と支持性をほとんど失ったものをい  
    う。  
     具体的な例は次のとおりである。  
     ａａ  下下肢肢全全体体のの筋筋力力のの低低下下ののたためめ患患肢肢でで立立位位をを保保持持ででききなないいもものの            →→ここれれはは上上記記 
     ｂ 大腿骨又は脛骨の骨幹部偽関節のため患肢で立位を保持できないもの    のの「「下下肢肢のの運運  
   (ｲ)  「著しい障害」（４級）とは、歩く、平衡をとる、登る、立っている、身     動動性性とと支支持持性性  

→→例例ええばば歩歩行行能能力力

がが基基準準をを満満たたししてて

いいててもも、、上上記記ののととおお

りり両両側側ほほぼぼ同同程程度度

のの障障害害ががああるるこことと

をを前前提提ととししてていいるる

たためめ、、一一下下肢肢ののみみのの

障障害害のの場場合合はは下下記記

ののイイのの基基準準をを適適用用

すするるこことと。。  
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    体を廻す、うずくまる、膝をつく、坐る等の下肢の機能の著しい障害をいう。   ををほほととんんどど失失  
     具体的な例は次のとおりである。                                           っったたもものの」」のの  
     ａ １km以上の歩行不能                                                   例例でであありり、、筋筋  
     ｂ 30分以上起立位を保つことのできないもの                              力力半半減減以以上上のの  
     ｃ 通常の駅の階段の昇降が手すりにすがらねばできないもの              筋筋力力ががああるる場場  
     ｄ 通常の腰掛けでは腰掛けることのできないもの                        合合ななどどはは、、全全  
     ｅ 正座、あぐら、横座りのいずれも不可能なもの                        廃廃ととはは言言ええ  
   (ｳ)  「軽度の障害」（７級）の具体的な例は次のとおりである。                ずず、、「「著著ししいい  
     ａ ２km以上の歩行不能                                                 障障害害」」ででああるる  
     ｂ １時間以上の起立位を保つことのできないもの                        とと解解釈釈すするるここ  
     ｃ 横座りはできるが正座及びあぐらのできないもの                      とと。。 
  ウウ  股股関関節節のの機機能能障障害害  
   (ｱ)  「全廃」（４級）の具体的な例は次のとおりである。  
     ａ 各方向の可動域（伸展←→屈曲、外転←→内転等連続した可動  
      域）が10度以下のもの  
     ｂ 徒手筋力テストで２以下のもの                          
   (ｲ)  「著しい障害」（５級）の具体的な例は次のとおりである。                   
     ａ 可動域30度以下のもの                                                  
             ｂ 徒手筋力テストで３に相当するもの                                      
   (ｳ)  「軽度の障害」（７級）の具体的な例は次のとおりである。                  
           ａ 可動域が90度以下のもの 

ｂ 徒手筋力テストで４に相当するもの                                      
     ｃ 小児の股関節脱臼で軽度の跛行を呈するもの                            
  エエ  膝膝関関節節のの機機能能障障害害                                                             
   (ｱ)  「全廃」（４級）の具体的な例は次のとおりである。                         
     ａ 関節可動域10度以下のもの  
     ｂ 徒手筋力テストで２以下のもの                           
     ｃ 高度の動揺関節、高度の変形                                                        
   (ｲ)  「著しい障害」（５級）の具体的な例は次のとおりである。                   
     ａ 関節可動域30度以下のもの                                              
     ｂ 徒手筋力テストで３に相当するもの                                     
     ｃ 中等度の動揺関節                                                      

(ｳ) 「軽度の障害」（７級）の具体的な例は次のとおりである  

ａ 関節可動域90度以下のもの 

ｂ 徒手筋力テストで４に相当するもの又は筋力低下で２km以上の歩行        
      ができないもの 

ｃ 軽度の動揺関節  
  オオ  足足関関節節のの機機能能障障害害  
   (ｱ)  「全廃」（５級）の具体的な例は次のとおりである。  
     ａ 関節可動域５度以内のもの  
     ｂ 徒手筋力テストで２以下のもの                           
     ｃ 高度の動揺関節、高度の変形                                                   
   (ｲ)  「著しい障害」（６級）の具体的な例は次のとおりである。                   
     ａ 関節可動域10度以内のもの                                              
     ｂ 徒手筋力テストで３に相当するもの                                     
     ｃ 中等度の動揺関節                                                      
     (ｳ)  「軽度の障害」（７級）の具体的な例は次のとおりである。                  
     ａ 関節可動域30度以内のもの                                             
     ｂ 徒手筋力テストで４に相当するもの                                      
     ｃ 軽度の動揺関節                                                         
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  ウウ  股股関関節節のの機機能能障障害害  
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             ｂ 徒手筋力テストで３に相当するもの                                      
   (ｳ)  「軽度の障害」（７級）の具体的な例は次のとおりである。                  
           ａ 可動域が90度以下のもの 

ｂ 徒手筋力テストで４に相当するもの                                      
     ｃ 小児の股関節脱臼で軽度の跛行を呈するもの                            
  エエ  膝膝関関節節のの機機能能障障害害                                                             
   (ｱ)  「全廃」（４級）の具体的な例は次のとおりである。                         
     ａ 関節可動域10度以下のもの  
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      ができないもの 
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  オオ  足足関関節節のの機機能能障障害害  
   (ｱ)  「全廃」（５級）の具体的な例は次のとおりである。  
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     ｃ 高度の動揺関節、高度の変形                                                   
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     ａ 関節可動域30度以内のもの                                             
     ｂ 徒手筋力テストで４に相当するもの                                      
     ｃ 軽度の動揺関節                                                         

  カカ  足足指指のの機機能能障障害害  
   (ｱ)  「全廃」（７級、両側の場合は４級）の具体的な例は次のとおりである。  
     下駄、草履をはくことのできないもの  
   (ｲ)  「著しい障害」（両側の場合で７級）とは特別の工夫をしなければ下駄、  
    草履をはくことのできないものをいう。  
  キキ  下下肢肢のの短短縮縮  
    原則として前腸骨棘より内くるぶし下端までの距離を計測する。  
  クク  切切  断断  
    大腿又は下腿の切断の部位及び長さは実用長（大腿において坐骨結節の高さ  
   より計測したもの）をもって計測する。従って、肢断端に骨の突出、瘢痕、拘  
   縮、神経断端腫その他の障害があるときは、その障害の程度を考慮して、上位  
   の等級に判定することもあり得る。  
 
（（３３））体体幹幹不不自自由由  
  体体幹幹ととはは、、頸頸部部、、胸胸部部、、腹腹部部及及びび腰腰部部をを含含みみ、、そそのの機機能能ににははそそれれらら各各部部のの運運動動以以    →→特特にに体体幹幹とと 
  外外にに体体位位のの保保持持もも重重要要ででああるる。。                                                      下下肢肢はは、、原原則則  
    体体幹幹のの不不自自由由ををききたたすすににはは、、四四肢肢体体幹幹のの麻麻痺痺、、運運動動失失調調、、変変形形等等にによよるる運運動動機機能能   ととししてて指指数数合合  
  障障害害ででああるる。。                                                                       算算ででききなないい。。  
    ここれれららのの多多くくののももののははそそのの障障害害がが単単にに体体幹幹ののみみななららずず四四肢肢ににもも及及ぶぶももののがが多多いい。。  
  従従っってて、、ここののよよううなな症症例例のの等等級級はは体体幹幹とと四四肢肢のの障障害害のの程程度度をを総総合合ししてて判判定定すするるののでで  
  ああるるがが、、ここのの際際二二つつのの重重複複すするる障障害害ととししてて上上位位のの等等級級にに編編入入すするるののににはは十十分分注注意意をを  
  要要すするる。。例例ええばば臀臀筋筋麻麻痺痺でで起起立立困困難難なな症症例例をを体体幹幹とと下下肢肢のの両両者者のの機機能能障障害害ととししてて二二  
  つつのの２２級級のの重重複複ととししてて１１級級にに編編入入すするるここととはは妥妥当当ででははなないい。。  
 
  ア 「「坐坐っってていいるるここととののででききなないいもものの」」（（１１級級））とは、腰掛け、正座、横座り及  
   びあぐらのいずれもできないものをいう。  
  イ 「「坐坐位位ままたたはは起起立立位位をを保保つつここととのの困困難難ななもものの」」（（２２級級）とは、10分間以上に  
   わたり座位または起立位を保っていることのできないものをいう。  
  ウ 「「起起立立すするるここととのの困困難難ななもものの」」（（２２級級））とは、臥位又は座位より起立するこ  
   とが自力のみでは不可能で、他人又は柱、杖その他の器物の介護により初めて  
   可能となるものをいう。  
  エ 「「歩歩行行のの困困難難ななもものの」」（（３３級級））とは、100m以上の歩行不能のもの又は片脚に  
   よる起立位保持が全く不可能なものをいう。  
  オ 「「著著ししいい障障害害」」（（５５級級））とは体幹の機能障害のために２km以上の歩行不能  
   のものをいう。  
  （注１） なお、体幹不自由の項では、１級、２級、３級及び５級のみが記載さ  
      れ、その他４級、６級が欠となっている。これは体幹の機能障害は四肢  
      と異なり、具体的及び客観的に表現し難いので、このように大きく分け  
      たのである。３級と５級に指定された症状の中間と思われるものがあっ  
      た時も、これを４級とすべきではなく５級にとどめるべきものである。  
  （注２） 下肢の異常によるものを含まないこと。  
 
（（４４））脳脳原原性性運運動動機機能能障障害害  
  この障害区分により程度等級を判定するのは、乳幼児期以前に発現した非進行性  
 脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常についてであり、具体的な例は脳  
 性麻痺である。  
  以下に示す判定方法は、生活関連動作を主体としたものであるので、乳幼児期の  
 判定に用いることが不適当な場合は前記（１）～（３）の方法によるものとする。  
  なお、乳幼児期に発現した障害によって脳原性運動機能障害と類似の症状を呈す  
 る者で、前記（１）～（３）の方法によることが著しく不利な場合は、この方法に  
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 よることができるものとする。  
  アア  上上肢肢のの機機能能障障害害  
   (ｱ)  両上肢の機能障害がある場合  
     両上肢の機能障害の程度は、ひも結びテストの結果によって次により判定  
    するものとする。  
 

    区      分        ひも結びテストの結果   

 等級表１級に該当する障害  
 等級表２級に該当する障害  
 等級表３級に該当する障害  
 等級表４級に該当する障害  
 等級表５級に該当する障害  
 等級表６級に該当する障害  
 等級表７級に該当する障害  

 ひも結びのできた数が19本以下のもの  
 ひも結びのできた数が33本以下のもの  
 ひも結びのできた数が47本以下のもの  
 ひも結びのできた数が56本以下のもの  
 ひも結びのできた数が65本以下のもの  
 ひも結びのできた数が75本以下のもの  
 ひも結びのできた数が76本以上のものである  
 が、上肢に不随意運動や失調等を有するもの  

 （注）ひも結びテスト  
      ５分間にとじひも（長さ概ね43㎝）を何本結ぶことができるかを検査  
     するもの  
   (ｲ)  一上肢の機能に障害がある場合  
     一上肢の機能障害の程度は５動作の能力テストの結果によって、次により  
    判定するものとする。 
 

   区     分       ５動作の能力テストの結果   

等級表１級に該当する障害  
等級表２級に該当する障害  
等級表３級に該当する障害  
等級表４級に該当する障害  
等級表５級に該当する障害  
等級表６級に該当する障害  

 
 ５動作の全てができないもの  
 ５動作のうち１動作しかできないもの  
 ５動作のうち２動作しかできないもの  
 ５動作のうち３動作しかできないもの  
 ５動作のうち４動作しかできないもの  

 等級表７級に該当する障害   ５動作の全てができるが、上肢に不随意運動  
 ・失調等を有するもの  

 

 
 
   （注）５動作の能力テスト  
      次の５動作の可否を検査するもの（５動作は速やかに目的動作を行うこ  
     とを基準とし、ほぼ各動作とも１分以内を目安とする。）  
       ａ 封筒をはさみで切る時に固定する  
       ｂ 財布からコインを出す  
       ｃ 傘をさす  
       ｄ 健側の爪を切る  
       ｅ 健側のそで口のボタンを留める  
 
 
 
  イイ  移移動動機機能能障障害害  
    移動機能障害の程度は、下肢・体幹機能の評価の結果によって次により判定  
   する。  
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 よることができるものとする。  
  アア  上上肢肢のの機機能能障障害害  
   (ｱ)  両上肢の機能障害がある場合  
     両上肢の機能障害の程度は、ひも結びテストの結果によって次により判定  
    するものとする。  
 

    区      分        ひも結びテストの結果   

 等級表１級に該当する障害  
 等級表２級に該当する障害  
 等級表３級に該当する障害  
 等級表４級に該当する障害  
 等級表５級に該当する障害  
 等級表６級に該当する障害  
 等級表７級に該当する障害  

 ひも結びのできた数が19本以下のもの  
 ひも結びのできた数が33本以下のもの  
 ひも結びのできた数が47本以下のもの  
 ひも結びのできた数が56本以下のもの  
 ひも結びのできた数が65本以下のもの  
 ひも結びのできた数が75本以下のもの  
 ひも結びのできた数が76本以上のものである  
 が、上肢に不随意運動や失調等を有するもの  

 （注）ひも結びテスト  
      ５分間にとじひも（長さ概ね43㎝）を何本結ぶことができるかを検査  
     するもの  
   (ｲ)  一上肢の機能に障害がある場合  
     一上肢の機能障害の程度は５動作の能力テストの結果によって、次により  
    判定するものとする。 
 

   区     分       ５動作の能力テストの結果   

等級表１級に該当する障害  
等級表２級に該当する障害  
等級表３級に該当する障害  
等級表４級に該当する障害  
等級表５級に該当する障害  
等級表６級に該当する障害  

 
 ５動作の全てができないもの  
 ５動作のうち１動作しかできないもの  
 ５動作のうち２動作しかできないもの  
 ５動作のうち３動作しかできないもの  
 ５動作のうち４動作しかできないもの  

 等級表７級に該当する障害   ５動作の全てができるが、上肢に不随意運動  
 ・失調等を有するもの  

 

 
 
   （注）５動作の能力テスト  
      次の５動作の可否を検査するもの（５動作は速やかに目的動作を行うこ  
     とを基準とし、ほぼ各動作とも１分以内を目安とする。）  
       ａ 封筒をはさみで切る時に固定する  
       ｂ 財布からコインを出す  
       ｃ 傘をさす  
       ｄ 健側の爪を切る  
       ｅ 健側のそで口のボタンを留める  
 
 
 
  イイ  移移動動機機能能障障害害  
    移動機能障害の程度は、下肢・体幹機能の評価の結果によって次により判定  
   する。  
 

  区      分   下肢・体幹機能の評価の結果   

  等級表１級に該当する障害  
  等級表２級に該当する障害  
  等級表３級に該当する障害  
 
 
  等級表４級に該当する障害  
 
  等級表５級に該当する障害  
 
 
  等級表６級に該当する障害  
 
 
  等級表７級に該当する障害  

   つたい歩きができないもの  
   つたい歩きのみができるもの  
   支持なしで立位を保持し、その後10ｍ歩行す  
 ることはできるが、椅子から立ち上がる動作又  
 はいすに坐る動作ができないもの  
  いすから立ち上がり、10m歩行し再びいすに  
 坐る動作に15秒以上かかるもの  
  いすから立ち上がり10m歩行し再びいすに坐  
 る動作は15秒未満でできるが、50㎝幅の範囲  
 を直線歩行できないもの  
  50㎝幅の範囲を直線歩行できるが、足を開き、  
 しゃがみこんで、再び立ち上がる動作ができな  
 いもの  
  ６級以上には該当しないが、下肢に不随意運  
 動・失調等を有するもの  

 

３３  そそのの他他のの留留意意事事項項  
（（１１））総総括括事事項項  
  アア  肢肢体体不不自自由由診診断断書書中中のの「「動動作作・・活活動動」」評評価価ににつついいてて  
   ａ 左右の別がないものは、共働による動作の評価を記入する。  
   ｂ 記入の結果は、主として多肢障害又は体幹障害を認定する際、個々の判断  
    が妥当であるか否かの判定の参考とするものである。  
  イイ  ヒヒョョンンドドロロジジスストトロロフフィィーーのの障障害害認認定定ににつついいてて  
    ヒョンドロジストロフィー（胎児性軟骨発育不全症）のみでは、身体障害者  
   福祉法の別表のいずれにも該当しない。  
    ただし、身体の機能障害で法別表に該当すれば障害として認定を行うことと  
   する。  
  ウウ  発発作作をを伴伴うう障障害害者者のの認認定定ににつついいてて  
      例えば、年１～２回の大発作の時は左半身完全麻痺、月１～２回の発作の時  
   は左半身不完全麻痺となり、発作のない時は左上下肢の筋萎縮がある場合のよ  
   うに、たびたび発作を起こし、その時にはふだんより障害が重くなる者につい  
   ては、障害が固定されているとは言えず、また、現在の障害程度が永続すると  
   は断定できないので、発作のない時の左上下肢の筋萎縮にて判断を行うことと  
   する。  
     エエ  脳脳血血管管障障害害のの障障害害認認定定のの時時期期ににつついいてて  

     脳血管障害は、どの程度の機能障害を残すかはほぼ６か月程度で決まるのが通常  
    であり、原則としてその時点以降に認定することとする。  
     なお、麻痺が重篤あるいは高齢者等で発症後３～４ヶ月でも症状固定と見なされ  
    る場合もあるが、原則として１年後に再認定を行うこととする。 
  オオ  遷遷延延性性意意識識障障害害ににつついいてて                                                  
    遷延性意識障害については、医師が常時の医学的管理が必要でないと診断で    
   きる時点で認定することとし、一般的には１月間に１～４回の往診により管理    
   可能な程度をその目安とする。                                              
    また、入院中であっても、原疾患についての治療が終了し、医師が医学的、  

   客観的な観点から機能障害が永続すると判断できるような場合には、その障害  

程度で認定することとする。 
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カカ  肩肩関関節節のの関関節節可可動動域域ににつついいてて   
    肩関節の関節可動域（ＲＯＭ）制限については、屈曲←→伸展、外転←→内   
   転、外旋←→内旋の全ての可動域で判断すること。なお、その他の関節につい   
   ても肢体不自由用の診断書の関節可動域欄のすべての方向の可動域で判断する   
   こととする。                                                              
  キキ  関関節節のの機機能能障障害害のの認認定定ににつついいてて                                          
    関節の機能障害の場合、個々の関節の可動域、筋力の程度によって等級の認  
   定を行っているが、等級表解説の中で具体的な例として示されている項目の２  
   以上が該当する場合であっても、一つ上の級として認定するものではない。  
    例えば、一側の膝関節可動域が30度で筋力が３となっている場合、５級と  
   ５級で４級と認定するのではなく、著しい障害５級と認定することとする。  
    クク  多多関関節節障障害害のの認認定定ににつついいてて  
        例例ええばば、、一一上上肢肢のの各各関関節節のの機機能能障障害害をを指指数数算算定定ししたた結結果果がが全全廃廃相相当当（（２２級級））  
      ととななっっててもも、、全全体体的的なな状状況況かからら全全廃廃ににはは至至っってていいなないい場場合合ににはは、、著著ししいい障障害害  
      （（３３級級））ににととどどめめるるももののととすするる。。                                                        
    ケケ  下下肢肢とと体体幹幹のの重重複複障障害害のの認認定定ににつついいてて  

    下肢と体幹の障害が重複している場合、総合等級の判定に当たっては、原則 

として各々の指数を合算せず、歩行能力、起立位や座位の保持能力の程度を踏 

まえて、上位等級に該当する下肢と体幹のどちらか一方の機能障害で認定する。  
  ココ  障障害害更更新新ををすするる場場合合のの診診断断書書のの記記載載内内容容ににつついいてて  
    肢体不自由の身体障害者手帳の交付を受けている者が障害更新の申請をする  
   場合、既に障害として認定されている部分についても改めて評価を要するのも  
   のとする。  
    ササ  脳脳血血管管障障害害等等にによよるる片片麻麻痺痺ににおおけけるる体体幹幹障障害害のの認認定定ににつついいてて  

        体幹障害は、体幹筋全般の麻痺、体幹から下肢にかけての運動失調、脊椎の  

明らかな変形等により、歩行能力、起立位や座位の保持能力が著しく低下した  

        場合が対象となる。脳血管障害等による片麻痺では、たとえ、片側の体幹筋麻 

   痺を有していても、体幹障害とはせず下肢障害として認定することとする。  

    ただし、脳幹出血や多発性脳梗塞等により運動障害が両側に及んでいる場合  

   はこの限りでない。 

（（２２））上上肢肢不不自自由由  
  アア  指指をを切切断断ししたた者者のの障障害害認認定定ににつついいてて  
    指を切断した者について、障害が指の切断のみであればその切断に着目して  
   認定することとする。  
    なお、握力が５㎏以内等他に永続する機能障害がある場合はこの限りではな  
   い。  
  イイ  手手指指のの機機能能障障害害ににつついいてて  
   ａ 例えば、右全指屈伸（握力14㎏）できるが、力が入らないので字を書い  
    たり箸で食事をすることができない場合は、麻痺の状態により判断すること  
    となる。  
       ｂ 手指の障害認定にあたっては、利手と補助手を区別しない。  
    ｃ スプーン、フォークを用いての食事動作ができるものは、日常生活の役  
     に立てるものとして全廃とはみない。  
      ｄ 握力５㎏とあれば、「著しい障害」４級、握力計で計測できないもの（握  
    力０㎏）については、「全廃」３級として認定して差し支えない。  
  ウウ  ひひととささしし指指のの欠欠損損ににつついいてて  
   ａ ひとさし指の欠損が日常生活に及ぼす影響が大きいことを理由に「一上肢  
    のひとさし指を欠くもの」を７級としては取り扱わないこととする。  
     しかし、両上肢のひとさし指を欠くものについては、身体障害者障害程度  
    等級表の６級の２「ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの」に準じた  

→→ 特特 にに 関関 節節

リリウウママチチななどど

ででもも、、関関節節のの

足足しし上上げげでではは

ななくく一一肢肢全全体体

のの状状況況でで判判断断

すするるこことと。。  
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カカ  肩肩関関節節のの関関節節可可動動域域ににつついいてて   
    肩関節の関節可動域（ＲＯＭ）制限については、屈曲←→伸展、外転←→内   
   転、外旋←→内旋の全ての可動域で判断すること。なお、その他の関節につい   
   ても肢体不自由用の診断書の関節可動域欄のすべての方向の可動域で判断する   
   こととする。                                                              
  キキ  関関節節のの機機能能障障害害のの認認定定ににつついいてて                                          
    関節の機能障害の場合、個々の関節の可動域、筋力の程度によって等級の認  
   定を行っているが、等級表解説の中で具体的な例として示されている項目の２  
   以上が該当する場合であっても、一つ上の級として認定するものではない。  
    例えば、一側の膝関節可動域が30度で筋力が３となっている場合、５級と  
   ５級で４級と認定するのではなく、著しい障害５級と認定することとする。  
    クク  多多関関節節障障害害のの認認定定ににつついいてて  
        例例ええばば、、一一上上肢肢のの各各関関節節のの機機能能障障害害をを指指数数算算定定ししたた結結果果がが全全廃廃相相当当（（２２級級））  
      ととななっっててもも、、全全体体的的なな状状況況かからら全全廃廃ににはは至至っってていいなないい場場合合ににはは、、著著ししいい障障害害  
      （（３３級級））ににととどどめめるるももののととすするる。。                                                        
    ケケ  下下肢肢とと体体幹幹のの重重複複障障害害のの認認定定ににつついいてて  

    下肢と体幹の障害が重複している場合、総合等級の判定に当たっては、原則 

として各々の指数を合算せず、歩行能力、起立位や座位の保持能力の程度を踏 

まえて、上位等級に該当する下肢と体幹のどちらか一方の機能障害で認定する。  
  ココ  障障害害更更新新ををすするる場場合合のの診診断断書書のの記記載載内内容容ににつついいてて  
    肢体不自由の身体障害者手帳の交付を受けている者が障害更新の申請をする  
   場合、既に障害として認定されている部分についても改めて評価を要するのも  
   のとする。  
    ササ  脳脳血血管管障障害害等等にによよるる片片麻麻痺痺ににおおけけるる体体幹幹障障害害のの認認定定ににつついいてて  

        体幹障害は、体幹筋全般の麻痺、体幹から下肢にかけての運動失調、脊椎の  

明らかな変形等により、歩行能力、起立位や座位の保持能力が著しく低下した  

        場合が対象となる。脳血管障害等による片麻痺では、たとえ、片側の体幹筋麻 

   痺を有していても、体幹障害とはせず下肢障害として認定することとする。  

    ただし、脳幹出血や多発性脳梗塞等により運動障害が両側に及んでいる場合  

   はこの限りでない。 

（（２２））上上肢肢不不自自由由  
  アア  指指をを切切断断ししたた者者のの障障害害認認定定ににつついいてて  
    指を切断した者について、障害が指の切断のみであればその切断に着目して  
   認定することとする。  
    なお、握力が５㎏以内等他に永続する機能障害がある場合はこの限りではな  
   い。  
  イイ  手手指指のの機機能能障障害害ににつついいてて  
   ａ 例えば、右全指屈伸（握力14㎏）できるが、力が入らないので字を書い  
    たり箸で食事をすることができない場合は、麻痺の状態により判断すること  
    となる。  
       ｂ 手指の障害認定にあたっては、利手と補助手を区別しない。  
    ｃ スプーン、フォークを用いての食事動作ができるものは、日常生活の役  
     に立てるものとして全廃とはみない。  
      ｄ 握力５㎏とあれば、「著しい障害」４級、握力計で計測できないもの（握  
    力０㎏）については、「全廃」３級として認定して差し支えない。  
  ウウ  ひひととささしし指指のの欠欠損損ににつついいてて  
   ａ ひとさし指の欠損が日常生活に及ぼす影響が大きいことを理由に「一上肢  
    のひとさし指を欠くもの」を７級としては取り扱わないこととする。  
     しかし、両上肢のひとさし指を欠くものについては、身体障害者障害程度  
    等級表の６級の２「ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの」に準じた  

→→ 特特 にに 関関 節節

リリウウママチチななどど

ででもも、、関関節節のの

足足しし上上げげでではは

ななくく一一肢肢全全体体

のの状状況況でで判判断断

すするるこことと。。  

    ものとして６級の取扱いをすることとする。  
   ｂ 右上肢がひとさし指の欠損で、左上肢がひとさし指及びなか指の機能全廃  
    の場合、その機能の喪失の程度から判断して６級に認定することとする。 

（（３３））下下肢肢不不自自由由  
  アア  両両足足底底部部多多発発性性鶏鶏眼眼にによよるる歩歩行行障障害害ににつついいてて  
    両足底部多発性鶏眼による歩行障害については、症状が固定し起立、歩行不  
   能等の状態が永続することが、指定医等の診断により客観的に証明され得るな  
   らば、「肢体の疼痛による障害」に該当する。したがってこの場合、一下肢を  
   リスフラン関節以上で欠くものに相当する障害が両側に認められることとなる  
   ので、４級と認定することとする。  
  イイ  骨骨盤盤半半截截のの認認定定ににつついいてて  
    骨盤腫瘍などによる骨盤半截の一下肢欠損の場合、起立困難な体幹機能障害  
   として扱うのではなく、下肢不自由として認定すべきである。なお、健足が、  
   医学的に荷重歩行に耐えることができないと判断され、健全な下肢とはいえな  
   い状態にあれば、両下肢の著しい機能障害２級と認定することとする。  
  ウウ  一一下下肢肢のの障障害害のの認認定定ににつついいてて  
    一下肢の障害として認定するには、機能障害が一肢全体にわたっているか少  
   なくとも３大関節のうち２関節に障害が及んでいることを要するものとする。  
   例えば、日常生活において１ｋｍ以上の歩行不能、駅の階段の昇降がほとんど  
   不可の状況にある者の場合であっても、下肢において上記に該当するような器  
   質的障害がなく、それが単に疲労性の障害ということであれば、「一下肢の著  
   しい障害」として認定することは妥当でない。  
  エエ  関関節節のの機機能能障障害害とと下下肢肢短短縮縮のの重重複複障障害害のの認認定定ににつついいてて  
    関節炎後遺症等により右股関節の著しい障害と右下肢短縮８ｃｍある場合、  
   それぞれ等級表下肢の項５級－１，５級－３に該当するが、これを同一等級に  
   ついて２つの重複する障害があるとし、１級上位の級（４級）として認定して  
   差し支えない。なお、上記の機能障害と下肢短縮がそれぞれ別の原因によって  
   生じた場合も同様とする。  
  オオ  一一下下肢肢がが伸伸長長ししたた者者のの認認定定ににつついいてて  
    骨髄炎により一下肢が伸長し、健側に比して下肢長差が生じた場合、身体障  
   害者障害程度等級表の一下肢短縮の場合の規定に準じて認定することとする。  
  カカ  下下肢肢のの切切断断がが下下腿腿のの２２分分のの１１未未満満のの者者のの認認定定ににつついいてて  
    一下肢を切断したもののうち、切断部位及び長さが下腿の２分の１未満では  
   あるが、切断による短縮が健側に比べ１０ｃｍ以上ある場合は、「下腿切断に  
   よる下肢短縮」の「４級」として差し支えない。 

キキ  高高度度のの変変形形をを伴伴うう膝膝関関節節及及びび足足関関節節のの機機能能障障害害のの認認定定ににつついいてて 

膝関節及び足関節の機能障害において、関節可動域が膝関節は１０度、足関 

   節は５度を超えていても、高度な屈曲拘縮や変形により、支持性がないことが、 

医学的・客観的に明らかな場合、「全廃」として認定する。 

  クク  両両下下肢肢機機能能障障害害のの認認定定ににつついいてて  

    国のガイドラインでは、「両下肢全体の機能障害で、一下肢の機能の全廃( 

３級)あるいは一下肢の機能の著しい障害(４級)と同程度の場合は、「両下肢 

の機能障害」での３級、４級の認定はあり得る。」としている。 

 以上より、両下肢ともにほぼ同程度の障害があることを前提として、両下肢  

の機能障害３級、４級の認定も行うこととする。 

 具体的な例は次のとおりである。 

（ア）  ３級とは、１００ｍ以上の歩行が不可能なもの、又は片脚による起立 

が困難なもの 

（イ）  ４級とは、１ｋｍ以上の歩行が不可能なもの 

なお、評価にあたっては下肢全体の関節可動域、筋力テスト、動作・活動の 
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自立度などから支持性、運動性を総合的に判断することとする。  

（（４４））体体幹幹不不自自由由                                                                      
  アア  シシャャイイ・・ドドレレーーガガーー症症候候群群のの認認定定ににつついいてて                                     
    シャイ・ドレーガー症候群は著明な起立性低血圧疾患であり、これのみでは     
   障害認定の対象とはならないが、後発した失調の原因が中枢神経系の機能障害     
   によるもので、両上下肢・体幹機能に器質的障害が明らかであれば障害として     
   認定できることとする。                                                         
  イイ  パパーーキキンンソソンン病病のの認認定定ににつついいてて                                                
    パーキンソン病の場合、関節可動域及び徒手筋力テストに該当所見がない場     
   合も、「動作・活動」等の他所見から障害程度等級表に定める障害程度が明ら     
   かな場合は、四肢・体幹の機能障害を認定することも可能である。  

（（５５））脳脳原原性性運運動動機機能能障障害害                                                             
  アア  脳脳原原性性運運動動機機能能障障害害のの認認定定対対象象ににつついいてて                                       
    脳性麻痺の他、乳幼児期以前に発現した脳炎、無酸素脳症等による全身性障    
   害については「脳原性」として認定することとする。                            
  イイ  乳乳幼幼児児期期よよりり後後にに生生じじたた脳脳病病変変にによよるる障障害害ににつついいてて                            
    乳幼児期より後に生じた脳病変による運動機能の障害に関しては、肢体不       
    自由一般の評価方法に基づいて診断を行うものとする。                        
  ウウ  ひひもも結結びびテテスストト結結果果ににつついいてて                                                  
    脳性麻痺による運動機能障害が両上肢（主に手指の障害）にある場合、関節     
   可動域の制限や筋力低下等については軽度障害であっても、ひも結びテストが  
   適正に行われたと認められる場合には、その結果を踏まえて認定することとす  
   る。  
  エエ  幼幼児児のの認認定定ににつついいてて  
    ひも結びテスト、５動作の能力テスト等について、診断を行うことが可能な  
   年齢かどうかを十分考慮するものとする。  
  オオ  知知的的障障害害等等ががああるる場場合合のの認認定定ににつついいてて  
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害については、脳原性運  
   動機能障害用の診断書によることを原則とするが、知的障害等により明らかに  
   この方法によりがたい場合には、肢体不自由一般用の診断書により障害程度を  
   認定して差し支えない。  
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自立度などから支持性、運動性を総合的に判断することとする。  

（（４４））体体幹幹不不自自由由                                                                      
  アア  シシャャイイ・・ドドレレーーガガーー症症候候群群のの認認定定ににつついいてて                                     
    シャイ・ドレーガー症候群は著明な起立性低血圧疾患であり、これのみでは     
   障害認定の対象とはならないが、後発した失調の原因が中枢神経系の機能障害     
   によるもので、両上下肢・体幹機能に器質的障害が明らかであれば障害として     
   認定できることとする。                                                         
  イイ  パパーーキキンンソソンン病病のの認認定定ににつついいてて                                                
    パーキンソン病の場合、関節可動域及び徒手筋力テストに該当所見がない場     
   合も、「動作・活動」等の他所見から障害程度等級表に定める障害程度が明ら     
   かな場合は、四肢・体幹の機能障害を認定することも可能である。  

（（５５））脳脳原原性性運運動動機機能能障障害害                                                             
  アア  脳脳原原性性運運動動機機能能障障害害のの認認定定対対象象ににつついいてて                                       
    脳性麻痺の他、乳幼児期以前に発現した脳炎、無酸素脳症等による全身性障    
   害については「脳原性」として認定することとする。                            
  イイ  乳乳幼幼児児期期よよりり後後にに生生じじたた脳脳病病変変にによよるる障障害害ににつついいてて                            
    乳幼児期より後に生じた脳病変による運動機能の障害に関しては、肢体不       
    自由一般の評価方法に基づいて診断を行うものとする。                        
  ウウ  ひひもも結結びびテテスストト結結果果ににつついいてて                                                  
    脳性麻痺による運動機能障害が両上肢（主に手指の障害）にある場合、関節     
   可動域の制限や筋力低下等については軽度障害であっても、ひも結びテストが  
   適正に行われたと認められる場合には、その結果を踏まえて認定することとす  
   る。  
  エエ  幼幼児児のの認認定定ににつついいてて  
    ひも結びテスト、５動作の能力テスト等について、診断を行うことが可能な  
   年齢かどうかを十分考慮するものとする。  
  オオ  知知的的障障害害等等ががああるる場場合合のの認認定定ににつついいてて  
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害については、脳原性運  
   動機能障害用の診断書によることを原則とするが、知的障害等により明らかに  
   この方法によりがたい場合には、肢体不自由一般用の診断書により障害程度を  
   認定して差し支えない。  

  

 

「「再再認認定定」」対対象象ととすするる際際のの疾疾患患・・症症例例一一覧覧  （（肢肢体体不不自自由由））  

 

一一  発発育育にによよりりそそのの障障害害程程度度にに変変化化がが生生じじるるここととがが予予想想さされれるるとときき  

  ・ 医師の意見を踏まえて再認定対象者に該当するかどうか判定する。 

  ・ ただし、３歳未満で認定するものは「先天的な四肢欠損、形成不全」以外、原則として全て再認

定対象者とする。 

  ・ 具体的な例は、次のとおりである。 

 

疾患・症例 留意事項 

 脳性麻痺及びそれに類似 

 する非進行性脳病変に起 

 因する乳幼児期の障害 

 ・リハビリ訓練や成長過程で身体機能の改善が見込まれる事例があ 

 る。 

 ・原則として脳原性の診断（ひも結び、５動作、移動機能の評価）が 

 可能になる年齢（小学校中～高年以降）で、再認定のための診査を行 

 うこととする。 

 

二二  進進行行性性のの病病変変にによよるる障障害害をを有有すするるとときき  

  ・ 具体的な例は次のとおりである。 

 ・ ただし、進行性の病変による障害を有するときは、障害程度の重度化が予想されるため、障害 

  更新申請の手続きによることとし、原原則則ととししてて、、再再認認定定ののたためめのの診診査査をを義義務務づづけけるるここととははししなないい。 

 

疾患・症例 留意事項 

  １１  脳脳、、脊脊髄髄、、末末梢梢神神経経、、筋筋  

    肉肉のの疾疾患患  

  ・・パパーーキキンンソソンン病病  

  ・・進進行行性性筋筋ジジスストトロロフフィィ－－  

  ・・脊脊髄髄小小脳脳変変性性症症  

  ・・重重症症筋筋無無力力症症  

  ・・筋筋萎萎縮縮性性側側索索硬硬化化症症ななどど  

  

  ２２  骨骨関関節節のの疾疾患患  

  ・・脊脊柱柱後後縦縦靱靱帯帯骨骨化化症症  

  ・・頸頸椎椎症症性性脊脊髄髄症症  

  

  ３３  膠膠原原病病  

・・関関節節リリウウママチチ  

・・全全身身性性エエリリテテママトトーーデデススななどど  

  

  ４４  そそのの他他のの進進行行性性疾疾患患  

    

・大半が特殊疾病として指定を受けている。 

・治療方法が確立していないため、対症療法に止まり、次第に障 

  害も重度化する。  
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三三  更更生生医医療療にによよりりそそのの障障害害程程度度にに変変化化がが生生じじるるここととがが予予想想さされれるるとときき  

  ・ 更生医療の適用により障害程度の軽減が予想されることが身体障害者診断書で明らかなものは、  

再認定対象者とする。 

  ・ 具体的な例は次のとおりである。なお、ゴゴシシッックク表示のものは、本基準での再認定対象者とはし 

  ないこととする。 

 

障害種目 

更生医療の内容 
留意事項 

 ・理学療法、作業療法（マヒ障 

 害） 

 ・関節形成術 

 ・切切断断端端形形成成術術（（義義肢肢装装具具用用） 

 ・切切断断端端形形成成術術後後は、障害程度の変化がないので再認定対象者 

 とはしない。 

 

四四  そそのの他他、、障障害害程程度度にに変変化化がが生生じじるるとと予予想想さされれるるとときき  

  ・ 医師の意見を踏まえて再認定対象者に該当するかどうか判定する。 

  ・ 具体的な例は次のとおりとする。 

 

疾患、症例 留意事項 

 脳血管障害で６か月未満（３ 

 ～４か月）のケース 

 ・脳血管障害の認定は概ね６か月以降とするとされているが、３ 

 ～４か月でも症状固定とみなされる場合もある。 

 ・現状維持を目的とするリハビリテーションの段階で再認定を行 

 うこととして、再認定のための診査期日は概ね１年後とする。 

 機能低下の要因として身体 

 障害と併せて知的障害、認 

 知症等などがある場合 

 ・当該障害の認定に必要な検査が十分に行うことができず、医学 

 的根拠に基づき推定できる限度において障害認定を行うことがあ 

 る。 

 ・症状の変化により、検査が可能になることも想定される場合、 

 その時点で再認定のための診査を行うこととする。 

人工関節又は人工骨頭置換術

を予定しているもの 

・人工関節又は人工骨頭置換術により改善が見込まれるため、置 

換術後の経過が安定した時点で再認定のための診査を行うことと 

する。 
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三三  更更生生医医療療にによよりりそそのの障障害害程程度度にに変変化化がが生生じじるるここととがが予予想想さされれるるとときき  

  ・ 更生医療の適用により障害程度の軽減が予想されることが身体障害者診断書で明らかなものは、  

再認定対象者とする。 

  ・ 具体的な例は次のとおりである。なお、ゴゴシシッックク表示のものは、本基準での再認定対象者とはし 

  ないこととする。 

 

障害種目 

更生医療の内容 
留意事項 

 ・理学療法、作業療法（マヒ障 

 害） 

 ・関節形成術 

 ・切切断断端端形形成成術術（（義義肢肢装装具具用用） 

 ・切切断断端端形形成成術術後後は、障害程度の変化がないので再認定対象者 

 とはしない。 

 

四四  そそのの他他、、障障害害程程度度にに変変化化がが生生じじるるとと予予想想さされれるるとときき  

  ・ 医師の意見を踏まえて再認定対象者に該当するかどうか判定する。 

  ・ 具体的な例は次のとおりとする。 

 

疾患、症例 留意事項 

 脳血管障害で６か月未満（３ 

 ～４か月）のケース 

 ・脳血管障害の認定は概ね６か月以降とするとされているが、３ 

 ～４か月でも症状固定とみなされる場合もある。 

 ・現状維持を目的とするリハビリテーションの段階で再認定を行 

 うこととして、再認定のための診査期日は概ね１年後とする。 

 機能低下の要因として身体 

 障害と併せて知的障害、認 

 知症等などがある場合 

 ・当該障害の認定に必要な検査が十分に行うことができず、医学 

 的根拠に基づき推定できる限度において障害認定を行うことがあ 

 る。 

 ・症状の変化により、検査が可能になることも想定される場合、 

 その時点で再認定のための診査を行うこととする。 

人工関節又は人工骨頭置換術

を予定しているもの 

・人工関節又は人工骨頭置換術により改善が見込まれるため、置 

換術後の経過が安定した時点で再認定のための診査を行うことと 

する。 

 

肢体不自由の診断のポイント（早見表）

18 11 7 4 2 1 0.5

（症例）

欠損 肩関節
・１上肢の肩関節の機
能の全廃

・１上肢の肩関節の機能
の著しい障害

・１上肢の肩関節の機
能の軽度の障害

機能障害 肘関節
・１上肢の肘関節の機
能の全廃

・１上肢の肘関節の機能
の著しい障害

・１上肢の肘関節の機
能の軽度の障害

脳血管障害
等

手関節
・両上肢を手関節
以上で欠くもの

・１上肢の手関節の機
能の全廃

・１上肢の手関節の機能
の著しい障害

・１上肢の手関節の機
能の軽度の障害

手指
・１上肢の全ての指を欠
損又は機能全廃

１上肢
・機能全廃
・上腕の1/2以上欠損

・機能の著しい障害

両上肢 ・機能全廃
・機能の著しい障害
・すべての指を欠くも
の

・おや指及びひとさし指
を欠損又は機能全廃

股関節
・１下肢の股関節の機
能全廃

・１下肢の股関節の機能
の著しい障害

・１下肢の股関節の機
能の軽度の障害

欠損 膝関節
・１下肢の膝関節の機
能全廃

・１下肢の膝関節の機能
の著しい障害

・１下肢の膝関節の機
能の軽度の障害

機能障害 足関節
・１下肢の足関節の機能
全廃

・１下肢の足関節の機
能の著しい障害

・１下肢の足関節の機
能の軽度の障害

脳血管障害
等

足指
・１下肢の全ての指を欠
くもの又は機能の全廃

１下肢
・大腿の1/2以上で欠く
もの
・機能の全廃

・下腿の1/2以上で欠くもの
・機能の著しい障害
・１０cm又は１０分の１以上
短いもの

・５cm又は１５分の１以
上短いもの

・リスフラン関節以上で
欠くもの

・機能の軽度の障害
・３cm又は２０分の１以
上短いもの

両下肢
・機能の全廃
・大腿の1/2以上
で欠くもの

・機能の著しい障害
・下腿の1/2以上で欠く
もの

・ショパール関節以上で
欠くもの

・全ての指を欠くもの又
は機能全廃

・全ての指の機能の著
しい障害

シャイ・ドレー
ガー症候群

パーキンソン病

重症筋無力症

筋萎縮性側索硬
化症

脳血管障害　等

脳性麻痺 両上肢 ・１９本以下 ・３３本以下 ・４７本以下 ・５６本以下 ・６５本以下 ・７５本以下
・７６本以上のものであ
るが、上肢に不随意運
動や失調等を有する

ひも結びの
数

１上肢 　 ・全てできない ・１動作しかできない ・２動作しかできない ・３動作しかできない ・４動作しかできない
・５動作全てできるが、
上肢に不随意運動・失
調等を有する

５動作能力
テスト

７級の１障害のみでは、手帳不交付

１　　種 ２　　種
は記載済みですか。

・１上肢の機能の軽度障害
・１上肢の手指の機能の軽
度障害
・１上肢のひとさし指を含
む２指の機能の著しい障
害
・１上肢のなか指、くすり指
及び小指を欠くもの又は機
能の全廃

乳幼児期以前に
発現した脳炎、
無酸素脳症等に
よる全身性障害 ・５０cm幅の直線歩行

はできるが、足を開き、
しゃがみこんで、再び
立ち上がる動作ができ
ない

・椅子から立ち上がり、１
０m歩行し、再び椅子に
座る動作は１５秒未満で
できるが、５０cm幅の範
囲の直線歩行ができな
い

・体幹の機能障害
により座っている
ことができないも
の

（腰掛け、正座、
横座り及びあぐら
のいずれもできな
いもの）

３級

※診断書・意見
書は脳原性のも
のを使用する。

・１上肢のおや指を欠損又
は機能全廃
・１上肢のおや指及びひと
さし指の機能の著しい障害
・１上肢のおや指又はひと
さし指を含む３指の機能の
著しい障害

・両上肢のおや指の機能の
著しい障害

・１上肢のおや指及びひと
さし指を欠損又は機能全
廃
・１上肢のおや指又はひと
さし指を含む３指を欠損
又は機能全廃
・１上肢のおや指又はひと
さし指を含む４指の機能
の著しい障害
・両上肢のおや指を欠損
又は機能全廃

・１上肢のおや指の機
能の著しい障害
・１上肢のひとさし指を
含む２指を欠くもの又
は機能全廃

下肢及
び頸、
胸、
腹、腰
を含む

移動
・つたい歩きがで
きない

・つたい歩きのみでき
る

・椅子から立ち上がり、
１０m歩行し、再び椅子
に座る動作は１５秒以
上かかる

・支持なしで立位を保持
し、その後１０m歩行す
ることはできるが、椅子
から立ち上がる動作又
は椅子に座る動作がで
きない

・６級以上には該当しな
いが、下肢に不随意運
動・失調等を有する

指数

４級 ５級 ６級（機能障害） ７級１級 ２級

四肢

　(診断のポイント）

原則とし
て、下肢
と体幹の
指数合算
はしない

１．体幹の機能障害に
より坐位または起立位
を保つことの困難なも
の
（１０分間以上にわたり、坐
位または起立位を保ってい
ることのできないもの）

２．体幹の機能障害に
より起立することの困
難なもの
（臥位又は坐位より起立す
ることが自力のみでは不可
能で、他人又は柱、杖その
他の器物の介護により初め
て可能となるもの）

・体幹の機能障害によ
り歩行困難なもの

（１００m以上の歩行不能のも
の又は片脚による起立位保
持は全く不可能なもの）

　

・体幹の機能の著しい障
害

（２km以上の歩行不能なもの）

上 肢

上肢の機
能の全廃
又は
機能障害、
欠損

下 肢

下肢の機
能の全廃
又は
機能障害、
欠損

体 幹

四肢、体幹
の麻痺、運
動失調、変
形等による
運動機能
障害

脳原性

乳幼児期以
前に発現し
た非進行性
脳病変に
よってもたら
された姿勢
及び運動の
異常

・１上肢の障害とは２関節
以上に障害が及んでいる
場合

・１上肢か両上肢か
・全廃、著しい障害、軽度
障害のいずれか

・動作・活動状況
・関節可動域及び筋力テ
ストと動作・活動の状況と
の関連

・１下肢の障害とは２関節
以上に障害が及んでいる
場合
・１下肢か両下肢か

・全廃、著しい障害、軽度

障害のいずれか
・動作・活動状況
・関節可動域及び筋力テ
ストと動作・活動の状況と
の関連

・歩行能力や立位、座位
保持能力の程度を踏まえ
て総合的に認定する。
・４級と６級が欠けている
が、３級と５級の中間の症
状であっては５級にとどめ
る。

・乳幼児期以後に生じた
脳病変による運動機能障
害に関しては、肢体不自
由として認定する。
・乳幼児に対しては、原則
として肢体不自由用の診
断書を使用する。

診断年月日欄 医療機関名、指定医氏名欄 再認定欄

肢

体

不

自

由
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上上下下肢肢等等級級早早見見表表  
((  ))内内、、全全廃廃のの等等級級、、著著ししいい障障害害のの等等級級、、
軽軽度度のの障障害害のの等等級級をを示示ししてていいるる  

全全廃廃  著著ししいい障障害害  軽軽度度のの障障害害  

一一上上肢肢（（２２、、３３、、７７級級））  肩関節、肘関節、手関節、手指の全ての機能を全廃
したもの 

 
 

   （（２２級級））  

握る、摘む、なでる（手、指先の機能）、物を持ち上げる、運ぶ、投げる、押す、ひっぱる（腕の機
能）等の機能の著しい障害。具体例： 
ａ 機能障害のある上肢では５ｋｇ以内のものしか下げることができないもの。この際、荷物は手指
で握っても肘でつり下げてもよい。 
ｂ 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか二関節の機能を全廃したもの   （（３３級級）） 

ａ 精緻な運動のできないもの 
ｂ 機能障害のある上肢では１０ｋｇ以内のものしか下
げることのできないもの 

  
 

（（７７級級））  

  

関関
節節
部部
位位
別別  

  

肩肩（（４４、、５５、、７７級級））  ＲＯＭ３０度以下のもの 
ＭＭＴで２以下のもの 

   （（４４級級））  

ＲＯＭ６０度以下のもの 
ＭＭＴで３に相当するもの 

 （（５５級級））  

ＲＯＭ９０度以下のもの 
ＭＭＴで４に相当するもの 

 （（７７級級））  

肘肘（（４４、、５５、、７７級級））  ＲＯＭ１０度以下のもの 
高度の動揺関節 
ＭＭＴで２以下のもの          

（（４４級級））  

ＲＯＭ３０度以下のもの 
中等度の動揺関節 
ＭＭＴで３に相当するもの 
前腕の回内及び回外運動が可動域１０度以下のもの（５級） 

ＲＯＭ９０度以下のもの 
軽度の動揺関節 
ＭＭＴで４に相当するもの          （（７７級級）） 

手手（（４４、、５５、、７７級級））  ＲＯＭ１０度以下のもの 
ＭＭＴで２以下のもの 

  （（４４級級））  

ＲＯＭ３０度以下のもの 
ＭＭＴで３に相当するもの 

  （（５５級級））  

ＲＯＭ９０度以下のもの 
ＭＭＴで４に相当するもの 

（（７７級級））  

手手指指（（３３、、４４、、７７級級））＊＊五五指指
全全体体  

機能障害のある手で掴む、握る等の指の動作が全く
できないもの 
機能障害のある手の握力が０ｋｇのもの 

 
 （（３３級級））  

機能障害のある手で５ｋｇ以内のものしか下げることのできないもの 
機能障害のある手の握力が５ｋｇ以内のもの 

  
 

（（４４級級））  

精緻な運動のできないもの 
機能障害のある手では１０ｋｇ以内のものしか下げるこ
とのできないもの 
機能障害のある手の握力が１５ｋｇ以内のもの 

（（７７級級））  

手手指指＊＊別別紙紙参参照照  ＊＊各各指指  各々の関節の可動域１０度以下のもの 
ＭＭＴで２以下のもの    （等級は別紙参照） 

各々の関節の可動域３０度以下のもの 
ＭＭＴで３に相当するもの  （等級は別紙参照） 

 

両両下下肢肢（（１１、、２２級級））              ＊＊３３
～～４４級級はは別別記記参参照照  

下肢全体の支持性と運動性を失い、立っていること
及び歩行の不可能なもの        （（１１級級）） 

独歩は不可能であるが、室内における補助的歩行（補装具なし）の可能なもの 
（（２２級級））  

 

一一下下肢肢（（３３、、４４、、７７級級））  下肢の運動性と支持性をほとんど失ったものをい
う。具体例： 
下肢全体の筋力の低下のため患肢で立位を保持で
きないもの 
大腿骨又は脛骨の骨幹部偽関節のため患肢で立位
を保持できないもの 

 （（３３級級））  

歩く、平衡をとる、登る、立っている、身体を廻す、うずくまる、膝をつく、坐る等の下肢の機能の
著しい障害をいう。具体例： 
１ｋｍ以上の歩行不能 
３０分以上起立位を保つことのできないもの 
通常の駅の階段の昇降が手すりにすがらねばできないもの 
通常の腰掛けでは腰掛けることのできないもの 
正座、あぐら、横座りのいずれも不可能なもの                    （（４４級級）） 

２ｋｍ以上の歩行不能 
１時間以上の起立位を保つことのできないもの 
横座りはできるが正座及びあぐらのできないもの 

 
 
 
 

（（７７級級））    

関関
節節
部部
位位
別別  

股股（（４４、、５５、、７７級級））  各方向の可動域（伸展↔屈曲、外転↔内転等連続した
可動域）が１０度以下のもの 
ＭＭＴで２以下のもの         （（４４級級）） 

ＲＯＭが３０度以下のもの 
ＭＭＴで３に相当するもの 

 （（５５級級））  

ＲＯＭが９０度以下のもの 
ＭＭＴで４に相当するもの 
小児の股関節脱臼で軽度の跛行を呈するもの  （（７７級級）） 

膝膝（（４４、、５５、、７７級級））  ＲＯＭ１０度以下のもの 
ＭＭＴで２以下のもの 
高度の動揺関節、高度の変形      

（（４４級級））  

ＲＯＭ３０度以下のもの 
ＭＭＴで３に相当するもの 
中等度の動揺関節 

（（５５級級））  

ＲＯＭ９０度以下のもの 
ＭＭＴで４に相当するもの又は筋力低下で２ｋｍ以上の
歩行ができないもの 
軽度の動揺関節              （（７７級級）） 

足足（（５５、、６６、、７７級級））  ＲＯＭ５度以内のもの 
ＭＭＴで２以下のもの 
高度の動揺関節、高度の変形       

（（５５級級））  

ＲＯＭ１０度以内のもの 
ＭＭＴで３に相当するもの 
中等度の動揺関節 

（（６６級級））  

ＲＯＭ３０度以内のもの 
ＭＭＴで４に相当するもの 
軽度の動揺関節 

（（７７級級））  

両両足足指指（（４４、、７７級級））  両下肢の全ての指を欠くもの又は機能全廃 
＊下駄、草履をはくことのできないもの 

      （（４４級級））  

全ての指の機能の著しい障害 
＊特別の工夫をしなければ下駄、草履をはくことのできないもの 

  （（７７級級））  

  

片片側側足足指指（（７７級級））  一下肢の全ての指を欠くもの又は機能全廃 
＊下駄、草履をはくことのできないもの  （（７７級級）） 
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指指定定医医制制度度のの概概要要等等ににつついいてて  

  

  

  

  

  

  

  

  

参参考考資資料料  

上上下下肢肢等等級級早早見見表表  
((  ))内内、、全全廃廃のの等等級級、、著著ししいい障障害害のの等等級級、、
軽軽度度のの障障害害のの等等級級をを示示ししてていいるる  

全全廃廃  著著ししいい障障害害  軽軽度度のの障障害害  

一一上上肢肢（（２２、、３３、、７７級級））  肩関節、肘関節、手関節、手指の全ての機能を全廃
したもの 

 
 

   （（２２級級））  

握る、摘む、なでる（手、指先の機能）、物を持ち上げる、運ぶ、投げる、押す、ひっぱる（腕の機
能）等の機能の著しい障害。具体例： 
ａ 機能障害のある上肢では５ｋｇ以内のものしか下げることができないもの。この際、荷物は手指
で握っても肘でつり下げてもよい。 
ｂ 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか二関節の機能を全廃したもの   （（３３級級）） 

ａ 精緻な運動のできないもの 
ｂ 機能障害のある上肢では１０ｋｇ以内のものしか下
げることのできないもの 

  
 

（（７７級級））  

  

関関
節節
部部
位位
別別  

  

肩肩（（４４、、５５、、７７級級））  ＲＯＭ３０度以下のもの 
ＭＭＴで２以下のもの 

   （（４４級級））  

ＲＯＭ６０度以下のもの 
ＭＭＴで３に相当するもの 

 （（５５級級））  

ＲＯＭ９０度以下のもの 
ＭＭＴで４に相当するもの 

 （（７７級級））  

肘肘（（４４、、５５、、７７級級））  ＲＯＭ１０度以下のもの 
高度の動揺関節 
ＭＭＴで２以下のもの          

（（４４級級））  

ＲＯＭ３０度以下のもの 
中等度の動揺関節 
ＭＭＴで３に相当するもの 
前腕の回内及び回外運動が可動域１０度以下のもの（５級） 

ＲＯＭ９０度以下のもの 
軽度の動揺関節 
ＭＭＴで４に相当するもの          （（７７級級）） 

手手（（４４、、５５、、７７級級））  ＲＯＭ１０度以下のもの 
ＭＭＴで２以下のもの 

  （（４４級級））  

ＲＯＭ３０度以下のもの 
ＭＭＴで３に相当するもの 

  （（５５級級））  

ＲＯＭ９０度以下のもの 
ＭＭＴで４に相当するもの 

（（７７級級））  

手手指指（（３３、、４４、、７７級級））＊＊五五指指
全全体体  

機能障害のある手で掴む、握る等の指の動作が全く
できないもの 
機能障害のある手の握力が０ｋｇのもの 

 
 （（３３級級））  

機能障害のある手で５ｋｇ以内のものしか下げることのできないもの 
機能障害のある手の握力が５ｋｇ以内のもの 

  
 

（（４４級級））  

精緻な運動のできないもの 
機能障害のある手では１０ｋｇ以内のものしか下げるこ
とのできないもの 
機能障害のある手の握力が１５ｋｇ以内のもの 

（（７７級級））  

手手指指＊＊別別紙紙参参照照  ＊＊各各指指  各々の関節の可動域１０度以下のもの 
ＭＭＴで２以下のもの    （等級は別紙参照） 

各々の関節の可動域３０度以下のもの 
ＭＭＴで３に相当するもの  （等級は別紙参照） 

 

両両下下肢肢（（１１、、２２級級））              ＊＊３３
～～４４級級はは別別記記参参照照  

下肢全体の支持性と運動性を失い、立っていること
及び歩行の不可能なもの        （（１１級級）） 

独歩は不可能であるが、室内における補助的歩行（補装具なし）の可能なもの 
（（２２級級））  

 

一一下下肢肢（（３３、、４４、、７７級級））  下肢の運動性と支持性をほとんど失ったものをい
う。具体例： 
下肢全体の筋力の低下のため患肢で立位を保持で
きないもの 
大腿骨又は脛骨の骨幹部偽関節のため患肢で立位
を保持できないもの 

 （（３３級級））  

歩く、平衡をとる、登る、立っている、身体を廻す、うずくまる、膝をつく、坐る等の下肢の機能の
著しい障害をいう。具体例： 
１ｋｍ以上の歩行不能 
３０分以上起立位を保つことのできないもの 
通常の駅の階段の昇降が手すりにすがらねばできないもの 
通常の腰掛けでは腰掛けることのできないもの 
正座、あぐら、横座りのいずれも不可能なもの                    （（４４級級）） 

２ｋｍ以上の歩行不能 
１時間以上の起立位を保つことのできないもの 
横座りはできるが正座及びあぐらのできないもの 

 
 
 
 

（（７７級級））    

関関
節節
部部
位位
別別  

股股（（４４、、５５、、７７級級））  各方向の可動域（伸展↔屈曲、外転↔内転等連続した
可動域）が１０度以下のもの 
ＭＭＴで２以下のもの         （（４４級級）） 

ＲＯＭが３０度以下のもの 
ＭＭＴで３に相当するもの 

 （（５５級級））  

ＲＯＭが９０度以下のもの 
ＭＭＴで４に相当するもの 
小児の股関節脱臼で軽度の跛行を呈するもの  （（７７級級）） 

膝膝（（４４、、５５、、７７級級））  ＲＯＭ１０度以下のもの 
ＭＭＴで２以下のもの 
高度の動揺関節、高度の変形      

（（４４級級））  

ＲＯＭ３０度以下のもの 
ＭＭＴで３に相当するもの 
中等度の動揺関節 

（（５５級級））  

ＲＯＭ９０度以下のもの 
ＭＭＴで４に相当するもの又は筋力低下で２ｋｍ以上の
歩行ができないもの 
軽度の動揺関節              （（７７級級）） 

足足（（５５、、６６、、７７級級））  ＲＯＭ５度以内のもの 
ＭＭＴで２以下のもの 
高度の動揺関節、高度の変形       

（（５５級級））  

ＲＯＭ１０度以内のもの 
ＭＭＴで３に相当するもの 
中等度の動揺関節 

（（６６級級））  

ＲＯＭ３０度以内のもの 
ＭＭＴで４に相当するもの 
軽度の動揺関節 

（（７７級級））  

両両足足指指（（４４、、７７級級））  両下肢の全ての指を欠くもの又は機能全廃 
＊下駄、草履をはくことのできないもの 

      （（４４級級））  

全ての指の機能の著しい障害 
＊特別の工夫をしなければ下駄、草履をはくことのできないもの 

  （（７７級級））  

  

片片側側足足指指（（７７級級））  一下肢の全ての指を欠くもの又は機能全廃 
＊下駄、草履をはくことのできないもの  （（７７級級）） 
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指指定定医医制制度度のの概概要要等等ににつついいてて 
 
 
１１  指指定定医医制制度度 
 
（（１１））指指定定医医制制度度ににつついいてて 
 
    ○○手手帳帳取取得得にに不不可可欠欠なな診診断断書書 
   身体に障害のある方は指指定定医医のの診診断断書書をを必必ずず添添付付しし、、区区市市町町村村をを経経由由しし
てて都都知知事事にに身身体体障障害害者者手手帳帳のの交交付付申申請請をを行行いいまますす。。 

 
    ○○障障害害者者へへのの福福祉祉ササーービビスス供供給給にに不不可可欠欠なな診診断断書書 
   認定した等級に基づき、障害者の自立と社会参加を促進する様々な福 
祉サービスが供給されます。その認定は指指定定医医のの診診断断書書にに基基づづいいてて審審査査しし
まますす。。 

 
    ○○診診断断書書のの的的確確なな記記載載 

 上記のことから、「「指指定定医医のの診診断断書書はは障障害害者者ににととっってて非非常常にに重重要要ででああ
るる」」とといいううここととががでできき、、診診断断書書のの作作成成にに当当たたっっててはは「「身身体体障障害害者者診診断断書書
作作成成のの手手引引きき」」にによよりり所所要要のの事事項項ににつついいてて的的確確にに記記載載ししててくくだだささいい。。 

 
 
（（２２））指指定定医医ととししててのの心心構構ええ 
 
  ○○指指定定医医のの診診断断ににつついいてて 
   指定医は診断書作成をすることができると同時に、指定医として診断の
責務もあります。受診を希望されたときは、できるだけ診断書作成にご協
力願います。 
なお、検査ができない等の理由で診断書が作成困難な場合は、他の指定
医を紹介する等、ご協力願います。 
また、再認定のための診断で、非該当になる場合でも診断書が必要にな
る場合がありますので、ご協力願います。 

 
    ○○指指定定医医のの届届出出義義務務 
   診断に従事する医療機関等に変更があった場合や診療をやめる場合な
どには、速やかに所定の様式で区市町村長（福祉事務所長）を経由して知
事に届届出出をを行行ななっっててくくだだささいい。。 
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身 体 障 害 者 

東京都社会福祉審議会 
身体障害者福祉分科会 

２２  身身体体障障害害者者手手帳帳審審査査ななどどのの流流れれ 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（（注注１１））東東京京都都社社会会福福祉祉審審議議会会にに諮諮問問すするるケケーースス  

              ・法別表に掲げる障害には該当しないもの 
              ・障害等級が更新されているとは認められないもの 
              ・障害等級意見に疑義があるもの 
 
        ((注注２２））  障障害害再再認認定定 

                再再認認定定対対象象者者は、原則として別表「身体障害者福祉法施行規則第３条の規 

定による疾患・症例一覧」で再認定が必要とされている疾患・症例に該当

する者とする。ただし、進行性の病変による障害を有し、将来、障害程度

の重度化が予想される者は本条の再認定対象者とはしない。再再認認定定診診査査のの

期期日日は身体障害者手帳交付時から１年以上５年以内とする。                
                    

        ((注注３３））  指指定定医医のの指指定定内内容容変変更更ななどどのの届届出出ににつついいててはは、、区区市市町町村村がが窓窓口口ととななっってて

おおりりまますす。。（（届届出出様様式式･･････次次ペペーージジ参参照照））

区市の福祉事務所 

町村の障害福祉担当課 

③手帳（再）交付申請 

⑥手帳交付 

身体障害者福祉法 
第１５条指定医 東京都知事 

（心身障害者福祉センター） 

①
受 

診 

②
診診
断断
書書
交
付 

④
手
帳
交
付
申
請 

進 
 

達 

⑤
手
帳
交
付
決
定 

送 
 

付 

審審
査査  

・ 文文書書照照会会  

・ 指指定定医医講講習習会会  

・ 診診断断書書作作成成のの手手引引

きき等等のの情情報報提提供供  

諮諮問問（非該当・等級に疑義） 
答申 
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第 5号様式（第 7条関係）  

指 定 内 容 変 更 届 

                                                           年    月    日  

     東京都知事                殿  

 
                                    診療科名                 
                                    担当科目        の診断、     の診断 
                                    医師氏名                           
 
    身体障害者福祉法第１５条第１項に規定する医師の指定内容について、下記の  
 とおり変更したので届け出ます。  

記  
 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 

 

医 師 氏 名   

診 療 に 従 事 す る 

 

医 療 機 関 の 名 称 

①   
 

①   
 

②   
 

②   
 

③   
 

③   
 

所 在 地 

及 び 電 話 番 号 

①  
（電話番号：   -    -    ）  

① 
（電話番号：   -    -    ）  

②  
（電話番号：   -    -    ）  

② 
（電話番号：   -    -    ）  

③ 
（電話番号：   -    -    ）  

③ 
（電話番号：   -    -    ）  

変 更 年 月 日          年      月      日  

変 更 理 由  

 

  （記入上の注意）  
   １   ２箇所以上の医療機関において指定されている場合は、診療に従事する全て

の医療機関の名称、診療科名及び所在地を併記すること。  
２  届出内容について確認することがあるので、事務担当者の所属、氏名及び連

絡先を記入すること。  

 
 事務担当者所属・氏名                （連絡先）                 
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３ 指定医に関する Q&A 
 

（１）勤務する医療機関が変わる場合の手続きを知りたい 

  （八王子市を除く都内医療機関） 

 原則として、変わった先の医療機関の所在地を管轄している区市町

村に、変更届をご提出ください。 

 なお、区市町村の窓口で届出を受理した時点から、変更後の医療機

関で作成された診断書が有効となります。 

 変更の手続きが完了しましたら「指定内容変更確認書」を東京都か

らお送りします。なお、「指定内容変更確認書」をお待ちいただかなく

とも、変更手続きをとられている場合は、診断書は有効です。 

    変更届は受理したものから順番に処理しております。お時間を要する
場合もございますのでご了承ください。 

 

（２）勤務する医療機関が変わる場合の手続きを知りたい 

  （都外医療機関及び八王子市に存する医療機関（以下「東京都外の医療 

機関」という。）） 

 東京都外の医療機関に転出され、都内の医療機関では診断書を作成

しない場合は、指定内容の変更ではなく、指定の辞退となりますので、

変更届ではなく辞退届を、指定を受けていた医療機関の所在地を管轄

している区市町村にご提出ください。 

 なお、都の指定を受けていたとしても、東京都外の医療機関で診断

書を作成する場合は新規申請の扱いとなります。具体的な手続き等に

ついては、転出先の道府県等にお尋ねください。 

 東京都外へ転出し、今後都内の医療機関に戻る予定がある場合は、

辞退届は提出せず、その旨をファクシミリ等でお知らせください。指

定医師名、指定医師登録番号（わかれば）、指定科目、直近の登録して

ある病院名、診療科名、担当者名、担当者連絡先を記載ください。※

様式は自由です。 

 

（３）新たに診断書を作成する都内医療機関（八王子市を除く）を増やした

い場合の手続きを知りたい 

 原則として、新たに診断書を作成する医療機関の所在地を管轄して

いる区市町村に、変更届をご提出ください。その際、変更届には、診

断書を作成する都内の医療機関を全て記載してください。新たに診断

書を作成する医療機関のみが記載されていると、それまで診断書を作

成していた医療機関では診断書を作成できなくなります。 

 

 

 

（４）診断書を作成する医療機関を減らしたい場合の手続きを知りたい 

 原則として、診断書を作成しなくなる医療機関の所在地を管轄して

いる区市町村に、変更届をご提出ください。その際、変更届には、変

更届提出後も診断書を作成する都内医療機関を全て記載してください。

診断書を作成する都内の医療機関がなくなる場合は、変更届ではなく

辞退届を提出していただくことになります。 

 

（５）指定内容の変更手続きを忘れていた場合の手続きを知りたい 

   早急に変更届をご提出ください。そのままでは作成した診断書が無効

になります。 

 

（６）指定書を紛失してしまい、再発行してほしい場合はどうすればよいか 

   知事公印が押印された指定書は再発行できません。必ず大切に保管し

てください。 

 

（７）様式等をダウンロードしたい 

様式等が掲載されているサイトは以下のとおりです。 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/jigyo/ishishitei.html 
※「東京都福祉局 15条指定医」で検索 
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（４）診断書を作成する医療機関を減らしたい場合の手続きを知りたい 

 原則として、診断書を作成しなくなる医療機関の所在地を管轄して

いる区市町村に、変更届をご提出ください。その際、変更届には、変

更届提出後も診断書を作成する都内医療機関を全て記載してください。

診断書を作成する都内の医療機関がなくなる場合は、変更届ではなく

辞退届を提出していただくことになります。 

 

（５）指定内容の変更手続きを忘れていた場合の手続きを知りたい 

   早急に変更届をご提出ください。そのままでは作成した診断書が無効

になります。 

 

（６）指定書を紛失してしまい、再発行してほしい場合はどうすればよいか 

   知事公印が押印された指定書は再発行できません。必ず大切に保管し

てください。 

 

（７）様式等をダウンロードしたい 

様式等が掲載されているサイトは以下のとおりです。 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/jigyo/ishishitei.html 
※「東京都福祉局 15条指定医」で検索 
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４４  診診断断書書作作成成上上のの主主なな留留意意事事項項 
 
 
（（１１））二二種種類類以以上上のの障障害害  

 種種別別のの違違うう障障害害がが二二つつ以以上上ああるる場合は、各々の障害についてそそれれぞぞれれ担担当当すす
るる指指定定医医の診断書が必要である。 

 

（（２２））「「永永続続すするる」」障障害害  

 法別表に規定する「「永永続続すするる」」障障害害とは、原則としてその障害が将来とも回
復する可能性が極めて少ないものであれば良く、必ずしも将来にわたって障害
程度が不変のものに限らないものとする。                              
          
（（３３））乳乳幼幼児児にに係係るる障障害害認認定定  

 乳乳幼幼児児にに係係るる障障害害認認定定は、障害の種類に応じて、障害の程度を判定すること
が可能となる年齢（概ね満３歳）以降に行うこととする。しかし、３才未満に
おいても四肢の欠損等身体機能の障害が明らかな場合は、障害認定を行うこと
とする。 

 ただし、本認定基準は主として１８歳以上のものを想定していることから、
児児童童のの場場合合そそのの年年齢齢をを考考慮慮ししてて妥当と思われる等級を認定する。この場合、治
療や訓練を行うことによって将来障害が軽減すると予想される時は、残存する
と予想される障害の限度でその障害を認定することとする。 

                          
（（４４））加加齢齢現現象象やや意意識識障障害害をを伴伴うう身身体体障障害害  

 加加齢齢現現象象にに伴伴うう身身体体障障害害及及びび意意識識障障害害をを伴伴うう身身体体障障害害については、法に言う
「更生」が経済的、社会的独立のみを意味するものではなく、日常生活能力の
回復をも含む広義のものであるところから、日常生活能力の回復の可能性又は
身体障害の程度に着目し障害認定を行うこととする。                      
            
 なお、意意識識障障害害をを伴伴うう身身体体障障害害の場合、その障害認定については常時の医学
的管理を要しなくなった時点で行うものとする。 

                                
（（５５））知知的的障障害害等等  

 身体障害の判定にあたっては、知知的的障障害害等等の有無に係わらず、法別表に掲げ
る障害を有すると認められる者は法の対象として取り扱うものとする。ただし、
身体の障害が明らかに知知的的障障害害等等にに起起因因すするる場合は、身体障害として認定しな
いこととする。        
 
 
 

 

                                   
５５  障障害害等等級級のの認認定定方方法法  
 
                                                        
（（１１））二二つつ以以上上のの障障害害のの重重複複 
  二二つつ以以上上のの障障害害がが重複する場合の障害等級は、重複する障害の合合計計指指数数に応
じて、次により認定することとする。 
                                   
 

 合計指数 認定等級  

 １８以上 
 １１～１７ 
 ７～１０ 
 ４～６ 
 ２～３ 
 １ 

１ 級 
２ 級 
３ 級 
４ 級 
５ 級 
６ 級 

 
 
 
（（２２））  合合計計指指数数のの算算定定方方法法                                                                                  
                   
        アア  合合計計指指数数算算定定のの基基本本 
     合合計計指指数数は、次の等級別指数表により各々の障害の該当する等級の

指指数数をを合合計計したものとする。                              
 
 

 障害等級 指 数  

１ 級 
２ 級 
３ 級 
４ 級 
５ 級 
６ 級 
７ 級 

 １８ 
 １１ 
 ７ 
 ４ 
 ２ 
 １ 
 ０．５ 
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５５  障障害害等等級級のの認認定定方方法法  
 
                                                        
（（１１））二二つつ以以上上のの障障害害のの重重複複 
  二二つつ以以上上のの障障害害がが重複する場合の障害等級は、重複する障害の合合計計指指数数に応
じて、次により認定することとする。 
                                   
 

 合計指数 認定等級  

 １８以上 
 １１～１７ 
 ７～１０ 
 ４～６ 
 ２～３ 
 １ 

１ 級 
２ 級 
３ 級 
４ 級 
５ 級 
６ 級 

 
 
 
（（２２））  合合計計指指数数のの算算定定方方法法                                                                                  
                   
        アア  合合計計指指数数算算定定のの基基本本 
     合合計計指指数数は、次の等級別指数表により各々の障害の該当する等級の

指指数数をを合合計計したものとする。                              
 
 

 障害等級 指 数  

１ 級 
２ 級 
３ 級 
４ 級 
５ 級 
６ 級 
７ 級 

 １８ 
 １１ 
 ７ 
 ４ 
 ２ 
 １ 
 ０．５ 
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       イ 同同一一のの上上肢肢又又はは下下肢肢のの重重複複障障害害のの合合計計指指数数算算定定 
          同同一一のの上上肢肢又又はは下下肢肢にに重重複複ししてて障障害害ががああるる場場合合の当該一上肢又 
    は一下肢に係る合計指数は、機能障害のある部位（機能障害が２  
    か所以上ある時は上位の部位とする。）から上肢又は下肢を欠いた 
    場合の障害等級に対応する指数の値を限限度度ととすするる。。                  
                                            
      （（例例１１））                                                                                                                  
                  
        右上肢のすべての指を欠くもの  ３級  等級別指数 ７          
        
        右上肢の手関節の全廃      ４級  等級別指数 ４          
        
                                                      合 計   １１          
       

上記の場合、指数の合計は１１となるが次の障害の指数が限度となる 
ため合計指数は７となる。                                                    

        
        右上肢を手関節から欠くもの   ３級  等級別指数 ７         
        
 
      （（例例２２））                                                                                                                  
                  
        左上肢の肩関節の全廃            ４級  等級別指数 ４ 
                  
          〃    肘関節   〃                   ４級       〃      ４ 
                
          〃    手関節   〃               ４級      〃        ４ 
                 

合 計    １２   
 

       上記の場合、指数の合計は１２となるが次の障害の指数が限度とな 
   るため合計指数は１１となる。                                             
              
        左上肢を肩関節から欠くもの   ２級  等級別指数 １１        
         
 
 
 
 

 

 
（（３３））  音音声声機機能能障障害害、、言言語語機機能能障障害害及及びびそそししゃゃくく機機能能障障害害のの重重複複 

 音音声声機機能能障障害害、、言言語語機機能能障障害害及及びびそそししゃゃくく機機能能障障害害のの重重複複ににつついいててはは指指数数をを
合合計計ででききなないい。。                                                                                                   
 
 
（（４４））体体幹幹機機能能障障害害とと下下肢肢機機能能障障害害のの重重複複 

  体体幹幹機機能能障障害害とと下下肢肢機機能能障障害害はは原則として指指数数をを合合計計ししなないい。。例えば、神経
麻痺で起立困難なもの等については体幹及び下肢の機能障害として重複認定
すべきではなく、体幹又は下肢の単独の障害として認定するものである。    
                                                      
 
（（５５））聴聴覚覚障障害害とと音音声声・・言言語語機機能能障障害害のの重重複複   

 聴聴覚覚障障害害とと音音声声・・言言語語機機能能障障害害がが重重複複する場合は、指指数数をを合合計計ししてて差し支え
ない。例えば、聴力レベル100ｄＢ以上の聴覚障害（２級指数１１）と音声・
言語機能の喪失（３級指数７）の障害が重複する場合は１級（合計指数１８）
とする。  
 
 
（（６６））７７級級のの障障害害 

 ７７級級のの障障害害はは１１つつののみみでではは法法のの対対象象ととははななららなないいが、７級の障害が２つ以上
重複する場合または７級の障害が６級以上の障害と重複する場合は、法の対象
となるものである。７級の障害は、等級別指数を０．５とし、６級以上の障害
と同様に取り扱って合計指数を算定する。                                      
              
 
（（７７））  障障害害等等級級のの記記載載 

 指数加算方式により障害程度認定を行う必要があると認める場合には、診断
書総括表中の①障害名欄の余白に各障害部位別に障障害害程程度度等等級級のの意意見見をを記記載載
すするるこことと。。                                                           
  
      （例）総合等級２級の場合  左全手指切断  （３級）                
      
                                    右足関節機能全廃（５級）                
      

                                 右肩関節機能全廃（４級）                
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（（３３））  音音声声機機能能障障害害、、言言語語機機能能障障害害及及びびそそししゃゃくく機機能能障障害害のの重重複複 

 音音声声機機能能障障害害、、言言語語機機能能障障害害及及びびそそししゃゃくく機機能能障障害害のの重重複複ににつついいててはは指指数数をを
合合計計ででききなないい。。                                                                                                   
 
 
（（４４））体体幹幹機機能能障障害害とと下下肢肢機機能能障障害害のの重重複複 

  体体幹幹機機能能障障害害とと下下肢肢機機能能障障害害はは原則として指指数数をを合合計計ししなないい。。例えば、神経
麻痺で起立困難なもの等については体幹及び下肢の機能障害として重複認定
すべきではなく、体幹又は下肢の単独の障害として認定するものである。    
                                                      
 
（（５５））聴聴覚覚障障害害とと音音声声・・言言語語機機能能障障害害のの重重複複   

 聴聴覚覚障障害害とと音音声声・・言言語語機機能能障障害害がが重重複複する場合は、指指数数をを合合計計ししてて差し支え
ない。例えば、聴力レベル100ｄＢ以上の聴覚障害（２級指数１１）と音声・
言語機能の喪失（３級指数７）の障害が重複する場合は１級（合計指数１８）
とする。  
 
 
（（６６））７７級級のの障障害害 

 ７７級級のの障障害害はは１１つつののみみでではは法法のの対対象象ととははななららなないいが、７級の障害が２つ以上
重複する場合または７級の障害が６級以上の障害と重複する場合は、法の対象
となるものである。７級の障害は、等級別指数を０．５とし、６級以上の障害
と同様に取り扱って合計指数を算定する。                                      
              
 
（（７７））  障障害害等等級級のの記記載載 

 指数加算方式により障害程度認定を行う必要があると認める場合には、診断
書総括表中の①障害名欄の余白に各障害部位別に障障害害程程度度等等級級のの意意見見をを記記載載
すするるこことと。。                                                           
  
      （例）総合等級２級の場合  左全手指切断  （３級）                
      
                                    右足関節機能全廃（５級）                
      

                                 右肩関節機能全廃（４級）                
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東京都社会福祉審議会 

身体障害者福祉分科会 

６６  文文書書照照会会・・審審議議会会へへのの諮諮問問 
 
（（１１））文文書書照照会会・・審審議議会会へへのの諮諮問問ななどどのの流流れれ 
 診断書の記載内容に不明点があるときは、東京都から改めて照照会会すするることが
ある。また、障害等級の認定が困難な診断書及び法別表に該当しないと思われ
る診断書については、東東京京都都社社会会福福祉祉審審議議会会にに諮諮問問して決定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）東京都社会福祉審議会の審議の結果、なお、その障害が法別表に掲げ
るものに該当するか否か疑義があるときは、厚厚生生労労働働大大臣臣にに障障害害認認定定をを
求求めめるることとする。 

 
 
 
（（２２））文文書書照照会会表表のの例例 
 次頁以降を参照。 
 

・ 文文書書回回答答  

・ 診診断断内内容容のの
訂訂正正、、補補足足  

・ 追追加加資資料料  

（（・・  電電話話回回答答  ））  

 ・・文文書書照照会会  

（（・・電電話話照照会会  ））  
身体障害者福祉法 

第１５条指定医 東京都知事 

（心身障害者福祉センター） 
審審  

  

査査  

答答  申申  
諮諮問問（（非非該該当当・・等等級級にに疑疑義義））  
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診断書・意見書の照会表 
手帳申請者氏名 ○○ ○○ 生 年 月 日 昭和○○年 ○月○○日 
手帳申請者住所 ○○○○○○○○ 
診 断 年 月 日 令和○○年○月○○日  
 
 
 
照 会 内 容 

本診断書では、外傷による、上肢〇級、下肢〇級、体幹〇級、総合等級〇

級とのご意見ですが 
 
・ 外傷発生年月日  令和○○年○○月○○日 
・ 診断日      令和○○年○○月○○日 
と外傷発生後△ヶ月あまりでの診断で、認定時期が尚早かとも思われます

が、この時点でもうこれ以上の回復は見込めない、と判断された理由、経過

を詳しく説明願います。 
 
以上、御検討のうえ、御回答をお願いいたします。 

 
 
 
 
御回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※  再度等級ご意見につきましてお願いいたします。 

 

 上肢   級 下肢   級 体幹   級 総合   級 

       年    月    日 

  指定医名（自署）               
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障害者総合支援法に基づく 
補装具費支給(購入等) 及び 
補装具費支給意見書作成のポイント 
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ⅠⅠ  障障害害者者総総合合支支援援法法にに基基づづくく補補装装具具費費のの支支給給((購購入入等等))ににつついいてて  

  
１ 補装具の概念 

  

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」）」

に基づく補装具とは、以下のように定義されています。 

主務大臣が定めるもの：具体的には厚生労働省告示第５２８号「補装具の種目、購入等に要する

費用の額の算定等に関する基準」で補装具の種目、名称、型式、基本構造、上限額等が定められ

ている。 

 

障害者総合支援法に基づく補装具とは、以下の３つの条件を満たしたものと定義されています。 
 
一 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作

されたものであること。 

 

二 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学の

ために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。 

 

三 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とさ

れるものであること。 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

（以下、障害者総合支援法）施行規則 第一章総則 第六条二〇より） 
 

 

２ 補装具費支給（購入等）事務の概要 

 

（１）補装具の種目・価格 

補装具費を支給する際の、補装具の名称、型式、基本構造、耐用年数、基準となる価格など

については、厚生労働省の告示「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基

準」（以下「基準表」という。）に定められています。 
 
（２）補装具費支給の対象 

補装具費の支給を受けるには、原則として支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し

ているか、又は障害者総合支援法施行令で定める難病患者等であり、補装具を必要とする障害

状況が認められることが必要です。 

 

 

「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使

用されるものその他の主務省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車椅子その

他の主務大臣が定めるものをいう。 

                   （障害者総合支援法 第五条２５より） 



ⅠⅠ  障障害害者者総総合合支支援援法法にに基基づづくく補補装装具具費費のの支支給給((購購入入等等))ににつついいてて  

  
１ 補装具の概念 

  

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」）」

に基づく補装具とは、以下のように定義されています。 

主務大臣が定めるもの：具体的には厚生労働省告示第５２８号「補装具の種目、購入等に要する

費用の額の算定等に関する基準」で補装具の種目、名称、型式、基本構造、上限額等が定められ

ている。 

 

障害者総合支援法に基づく補装具とは、以下の３つの条件を満たしたものと定義されています。 
 
一 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作

されたものであること。 

 

二 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学の

ために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。 

 

三 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とさ

れるものであること。 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

（以下、障害者総合支援法）施行規則 第一章総則 第六条二〇より） 
 

 

２ 補装具費支給（購入等）事務の概要 

 

（１）補装具の種目・価格 

補装具費を支給する際の、補装具の名称、型式、基本構造、耐用年数、基準となる価格など

については、厚生労働省の告示「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基

準」（以下「基準表」という。）に定められています。 
 
（２）補装具費支給の対象 

補装具費の支給を受けるには、原則として支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し

ているか、又は障害者総合支援法施行令で定める難病患者等であり、補装具を必要とする障害

状況が認められることが必要です。 

 

 

「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使

用されるものその他の主務省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車椅子その

他の主務大臣が定めるものをいう。 

                   （障害者総合支援法 第五条２５より） 
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（３）支給事務と実施主体 

補装具費支給事務の取り扱いについては、原則として厚生労働省の「補装具費支給事務取扱

指針」に基づいて行っています。 
補装具費の支給は、各区市町村が決定します。 

 

（４）支給に必要な判定 

区市町村は、補装具費の支給決定するにあたり、必要があると認められる場合には、判定依

頼又は意見照会を身体障害者更生相談所等に行います。 
１８歳以上の身体障害者の場合、東京都では、身体障害者福祉法第１５条第１項に基づく指

定医、又は障害者総合支援法第５９条第１項に基づく自立支援医療（更生医療）を主として担

当する医師（以下、あわせて「指定医」という。）が補装具費支給意見書を作成することとし

ています。 
１８歳未満の身体障害児の補装具費支給には、表１に示した指定医、又は保健所の医師が作

成した補装具費支給意見書が原則として必要です。 
 

表表１１  身身体体障障害害者者とと身身体体障障害害児児のの補補装装具具費費支支給給  

 身体障害者 身体障害児 

実施機関 区市町村 

支給対象 １８歳以上 １８歳未満 

判定依頼（者） 

意見照会（児） 
身体障害者更生相談所 

自立支援医療（育成医療）機関 

保健所、指定医等 

＊身体障害者更生相談所：東京都の場合は、東京都心身障害者福祉センターと同センター多摩

支所です（以下、あわせて「センター」という）。 

本書では、１８歳以上の身体障害者及び難病患者等への補装具費支給について説明します。 

 

（５）他の制度との適用関係 

補装具を支給する制度としては、障害者総合支援法のほかに、戦傷病者特別援護法、介護保

険法による福祉用具貸与制度、損害賠償制度、労働者災害補償保険法等があります。 

いずれの制度も障害者総合支援法に優先されて適用されます。 

 

（６）治療用装具 

    補装具には、治療の手段として一時的に使われるものがあります。このような治療用装具

は、医療保険等による給付となり、障害者総合支援法による補装具費支給の対象にはなりませ

ん。治療終了後に症状が固定し、職業、その他日常生活の効率を図る上で必要な場合に、障害

者総合支援法による補装具費支給の対象となります。 

 

（７）補装具費支給のための判定方法（東京都の場合） 

    補装具の内容により、判定方法が異なります。 

 

① 本人の来所又は出張判定等により、センターが判定（直接判定）するもの。 

    義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子（一部の付属品を追加又は変更する場合）、電動車椅子、

重度障害者用意思伝達装置（書類では判定ができない場合）、補聴器（補聴システム） 

 

② 指指定定医医のの意意見見書書にによよりり、、セセンンタターーがが判判定定（（書書類類判判定定））ででききるるもものの。。 

補聴器（高度難聴用片耳・補聴システムを除く）、車椅子（機能加算ありのオーダーメイド

式及びモジュラー式の車椅子等）、重度障害者用意思伝達装置（区市町村からセンターに

電話連絡し、センターが状況を確認のうえ判定方法を決定します。） 

※入院中や施設等に入所中で、センターへの来所が医学的に困難な場合には、装具、殻構造

義肢、姿勢保持装置について、書類判定が可能な場合があります。 

 

③③ 区区市市町町村村がが、、指指定定医医のの意意見見書書にによよりり判判断断ででききるるもものの。。  

義眼、眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用）、補聴器(高度難聴用片耳）、車

椅子（機構加算なしのオーダーメイド式及びモジュラー式の介助用車椅子、機構加算あり

のレディメイド式の車椅子）、歩行器、車載用姿勢保持装置 

※ 車椅子の付属品の内容によっては、センターでの判定が必要な場合があります。判定方

法については、区市町村に確認ください。 

 

④ 区市町村が、意見書を省略して（身体障害者手帳で判断できる場合）判断できるもの。 

視覚障害者安全つえ、車椅子（機構加算なしのレディメイド式介助用車椅子）、歩行補助つえ 

※ 車椅子の付属品の内容によっては、センターでの判定が必要な場合があります。判定方

法については、区市町村に確認ください。 

 

（８）特例補装具費の支給について 

    身体障害者（児）の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、告示に定め

られた補装具の種目に該当するものであって、基準表に定められる名称、型式、製作要素及び

完成用部品によることができない補装具を特例補装具といいます。 

    １８歳以上の身体障害者に特例補装具費の支給の必要が生じた場合は、上記（７）の判定区

分にかかわらず全てセンターの直接判定に基づき、区市町村が支給決定するものとなります。

ただし、特例補装具を必要とする明確な理由が認められる必要があります。 

    身体障害者更生相談所では１８歳未満の身体障害児への補装具費支給についての判定は行

いません。しかし、身体障害児に対する特例補装具費の支給に当たって、区市町村は必要に応

じて技術的な助言をセンターに求めることができます。 

  

（９）補装具費の支給対象となる補装具の個数  

補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として１種目につき１個とされています。

しかし、職業又は教育上等で特に必要と認められる場合には、２個とすることができる場合

があります。また、修理期間中の代替えは、対象となりません。 

 

（１０）再支給 

補装具では、通常の装着等状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数（耐

用年数）が、種目や型式ごとに、目安として定められています。（表３補装具耐用年数参照） 

障害状況の変化等で身体に適合しなくなった場合や、著しく破損し修理不可能な場合は、耐

用年数内でも再支給が可能な場合があります。ただし、耐用年数の経過後でも、修理等により

継続して使用可能な場合は、再支給の対象にはなりません。 
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② 指指定定医医のの意意見見書書にによよりり、、セセンンタターーがが判判定定（（書書類類判判定定））ででききるるもものの。。 

補聴器（高度難聴用片耳・補聴システムを除く）、車椅子（機能加算ありのオーダーメイド

式及びモジュラー式の車椅子等）、重度障害者用意思伝達装置（区市町村からセンターに

電話連絡し、センターが状況を確認のうえ判定方法を決定します。） 

※入院中や施設等に入所中で、センターへの来所が医学的に困難な場合には、装具、殻構造

義肢、姿勢保持装置について、書類判定が可能な場合があります。 

 

③③ 区区市市町町村村がが、、指指定定医医のの意意見見書書にによよりり判判断断ででききるるもものの。。  

義眼、眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用）、補聴器(高度難聴用片耳）、車

椅子（機構加算なしのオーダーメイド式及びモジュラー式の介助用車椅子、機構加算あり

のレディメイド式の車椅子）、歩行器、車載用姿勢保持装置 

※ 車椅子の付属品の内容によっては、センターでの判定が必要な場合があります。判定方

法については、区市町村に確認ください。 

 

④ 区市町村が、意見書を省略して（身体障害者手帳で判断できる場合）判断できるもの。 

視覚障害者安全つえ、車椅子（機構加算なしのレディメイド式介助用車椅子）、歩行補助つえ 

※ 車椅子の付属品の内容によっては、センターでの判定が必要な場合があります。判定方

法については、区市町村に確認ください。 

 

（８）特例補装具費の支給について 

    身体障害者（児）の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、告示に定め

られた補装具の種目に該当するものであって、基準表に定められる名称、型式、製作要素及び

完成用部品によることができない補装具を特例補装具といいます。 

    １８歳以上の身体障害者に特例補装具費の支給の必要が生じた場合は、上記（７）の判定区

分にかかわらず全てセンターの直接判定に基づき、区市町村が支給決定するものとなります。

ただし、特例補装具を必要とする明確な理由が認められる必要があります。 

    身体障害者更生相談所では１８歳未満の身体障害児への補装具費支給についての判定は行

いません。しかし、身体障害児に対する特例補装具費の支給に当たって、区市町村は必要に応

じて技術的な助言をセンターに求めることができます。 

  

（９）補装具費の支給対象となる補装具の個数  

補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として１種目につき１個とされています。

しかし、職業又は教育上等で特に必要と認められる場合には、２個とすることができる場合

があります。また、修理期間中の代替えは、対象となりません。 

 

（１０）再支給 

補装具では、通常の装着等状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数（耐

用年数）が、種目や型式ごとに、目安として定められています。（表３補装具耐用年数参照） 

障害状況の変化等で身体に適合しなくなった場合や、著しく破損し修理不可能な場合は、耐

用年数内でも再支給が可能な場合があります。ただし、耐用年数の経過後でも、修理等により

継続して使用可能な場合は、再支給の対象にはなりません。 
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（１１）適合判定 

厚生労働省の「補装具費支給事務取扱指針」により、以下にように定められています。 

 

①補装具費の支給に当たっては、以下により適合判定を実施すること。 

ア 申請者の来所による更生相談所の判定に基づき区市町村が決定するもの 

  更生相談所が適合判定を行い、区市町村は適合判定が行われたことを確認する。 

 

イ 補装具費支給意見書による更生相談所の判定に基づき区市町村が決定するもの 

補補装装具具費費支支給給意意見見書書をを作作成成ししたた医医師師がが適適合合判判定定をを行行いい、、更生相談所は適合判定が適切に

行われたことを確認する。最終的に、区市町村は医師及び更生相談所による適合判定が行

われたことを確認する。 

 

ウ 補装具費支給意見書により区市町村が判断のうえ決定するもの 

補補装装具具費費支支給給意意見見書書をを作作成成ししたた医医師師がが適適合合判判定定をを行行いい、、区市町村は適合判定が適切に行

われたことを確認する。 

 

エ 身体障害者手帳により補装具の購入等を必要とする者であることを確認することが

できるもの 

区市町村が確認する。 

 

なお、指定自立支援医療機関又は保健所の医師が作成した補装具費支給意見書により

区市町村が決定する補装具費の支給に当たっては、指定自立支援医療機関又は保健所の

医師は、必要に応じて更生相談所に助言を求めながら、適合判定を行うこと。 

 

② 適合判定を行う際は、補装具費の支給を受ける者、医師、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、義肢装具士、言語聴覚士、身体障害者福祉司、保健師等の専門職員並びに補装具事

業者及び補装具担当職員の立会いのもとに実施すること。 

 

③ 義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子（レディメイドを除く。）及び電動車椅子の適合判定は、

軸位及び切断端とソケットとの適合状況、又は固定、免荷、矯正等装具装着の目的に対する

適合状況、安定した姿勢の保持状況、さらに使用材料、工作法、操作法の確実性について検

査し、併せて外観、重量及び耐久力について考慮すること。 

 

④ 義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子（レディメイドを除く。）及び電動車椅子以外の種目に

ついても、ウに準じて検討し、当該補装具が申請書の使用目的に照らし、適合しているかど

うかを判定すること。 

 

⑤ 適合判定の結果、当該補装具が申請者に適合しないと認められた場合や、処方箋どおりに製

作されていないと判断された場合等については、補装具事業者に対し不備な箇所の改善を

指示し、改善がなされた後に補装具の引渡しを行わせること。 

    

  ＜＜東東京京都都のの場場合合＞＞  

地地域域のの障障害害者者セセンンタターーやや医医療療機機関関等等のの施施設設でで適適合合評評価価をを行行うう場場合合はは、、適適合合報報告告書書をを提提出出ししてて

いいたただだきき、、セセンンタターーのの判判定定医医がが適適合合状状況況のの確確認認をを行行っってていいまますす。。  

なお、適合報告書を必要とする場合は、センターが区市町村へ送付する「判定書」に「適合報

告書の提出をお願いします。」等と記載し、お知らせしています。 

 

（１２）難病患者等＊６に対する補装具支給事務について 

平成２５年４月１日より難病患者等（１３０疾病）も障害者総合支援法の対象となり、その

後何度か改正を経て令和７年４月より対象疾病が３７６疾病に拡大されました＊７。判定方法

等の手続きは基本的に前項までに説明した従来どおりとなりますが、以下の点に留意して意

見書の作成等をお願いします。 

    

① 難病患者等の補装具対象者について 

    政令等で定められる難病患者等の、疾患名や疾患群で補装具の項目種目を限定されること

はありません。「補装具費支給事務取扱指針」に基づき、個々の身体状況等の変動状況や日内

変動等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活上の必要性が

認められる場合に対象となります。 

 

② 身体症状等の変動状況や日内変動等について 

    身体症状等の変動状況や日内変動等がある場合は、補装具費支給意見書の以下の欄へ、その

内容の記載をお願いします。 

・補装具費支給意見書（肢体不自由）（車椅子を除く）：「障害の状況」の欄 

・補装具費支給意見書（姿勢保持装置用）：「現病歴・障害状況」の欄 

・補装具費支給意見書（車椅子用）：「障害の状況」の欄 

・補装具費支給意見書（重度障害者用意思伝達装置用）： 

「身体状況・障害状況」の「２ 障害の総合所見」の欄 

 

＊６ 難病患者等とは、障害者総合支援法第４条第 1 項に定める「治療方法が確立していな

い疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大

臣が定める程度である者であって十八歳以上であるもの」及び児童福祉法第４条第２

項で定める「治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害者総合

支援法第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定

める程度である児童」をいいます。 

＊７ 対象疾病については、厚生労働省ホームページ「ホーム > 政策について > 分野別の

政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 施策情報 > 障害者総合支援法の対象疾病（難

病等）> 令和７年４月から」をご確認ください。 

 

（１３）借受けについて 

平成３０年４月１日から補装具費支給制度に借受けが導入されています。意見書の作成に

ついては以下の点に留意してお願いいたします。 

 

補装具は、身体障害者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るように製作された
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  ＜＜東東京京都都のの場場合合＞＞  

地地域域のの障障害害者者セセンンタターーやや医医療療機機関関等等のの施施設設でで適適合合評評価価をを行行うう場場合合はは、、適適合合報報告告書書をを提提出出ししてて

いいたただだきき、、セセンンタターーのの判判定定医医がが適適合合状状況況のの確確認認をを行行っってていいまますす。。  

なお、適合報告書を必要とする場合は、センターが区市町村へ送付する「判定書」に「適合報

告書の提出をお願いします。」等と記載し、お知らせしています。 

 

（１２）難病患者等＊６に対する補装具支給事務について 

平成２５年４月１日より難病患者等（１３０疾病）も障害者総合支援法の対象となり、その

後何度か改正を経て令和７年４月より対象疾病が３７６疾病に拡大されました＊７。判定方法

等の手続きは基本的に前項までに説明した従来どおりとなりますが、以下の点に留意して意

見書の作成等をお願いします。 

    

① 難病患者等の補装具対象者について 

    政令等で定められる難病患者等の、疾患名や疾患群で補装具の項目種目を限定されること

はありません。「補装具費支給事務取扱指針」に基づき、個々の身体状況等の変動状況や日内

変動等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活上の必要性が

認められる場合に対象となります。 

 

② 身体症状等の変動状況や日内変動等について 

    身体症状等の変動状況や日内変動等がある場合は、補装具費支給意見書の以下の欄へ、その

内容の記載をお願いします。 

・補装具費支給意見書（肢体不自由）（車椅子を除く）：「障害の状況」の欄 

・補装具費支給意見書（姿勢保持装置用）：「現病歴・障害状況」の欄 

・補装具費支給意見書（車椅子用）：「障害の状況」の欄 

・補装具費支給意見書（重度障害者用意思伝達装置用）： 

「身体状況・障害状況」の「２ 障害の総合所見」の欄 

 

＊６ 難病患者等とは、障害者総合支援法第４条第 1 項に定める「治療方法が確立していな

い疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大

臣が定める程度である者であって十八歳以上であるもの」及び児童福祉法第４条第２

項で定める「治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害者総合

支援法第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定

める程度である児童」をいいます。 

＊７ 対象疾病については、厚生労働省ホームページ「ホーム > 政策について > 分野別の

政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 施策情報 > 障害者総合支援法の対象疾病（難

病等）> 令和７年４月から」をご確認ください。 

 

（１３）借受けについて 

平成３０年４月１日から補装具費支給制度に借受けが導入されています。意見書の作成に

ついては以下の点に留意してお願いいたします。 

 

補装具は、身体障害者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るように製作された
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ものを基本としていることから、購入することが原則です。このため、補装具の借受けについ

ては、次の場合に限ることとなっています。 

①身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合。 

②障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合 

③補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合。 

対象種目等は次の種目になっています。 

①義肢、装具、姿勢保持装置の完成用部品 

②重度障害者用意思伝達装置（本体のみ） 

③歩行器 

④車載用姿勢保持装置 

 

借受けに係る補装具の交換までの期間は、最長 1年を原則とすることになっています。 

 

補装具費支給制度の借受けを選択する場合は、本人の意向を確認のうえ、補装具費支給意見書

「申請の意向等」欄の借受けに○をつけ、借受け期間、事業者名の記入をお願いします。 

表表２２  補補装装具具耐耐用用年年数数  

  

【殻構造義肢】義肢本体 
区分 名称 型式 耐用年数

（年） 

義手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肩義手 

 

 

 

上腕義手 

 

 

 

肘義手 

前腕義手 

手義手 

手部義手 

 

 

 

手指義手 

能動式 

電動式 

その他（装飾用以外）  

その他（装飾用） 

能動式 

電動式 

その他（装飾用以外）  

その他（装飾用） 

 

 

 

能動式 

電動式 

その他（装飾用以外）  

その他（装飾用） 

能動式 

その他（装飾用以外）  

その他（装飾用） 

３ 

３ 

３ 

４ 

３ 

３ 

３ 

４ 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

２ 

１ 

２ 

２ 

１ 

義足 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股義足 

大腿義足 

 

 

膝義足 

 

 

下腿義足 

サイム義足 

足 根中足義足 

 

足趾義足 

 

差込式 

ライナー式 

吸着式 

差込式 

ライナー式 

吸着式 

 

 

足袋式 

下腿部支持式 

４ 

３ 

３ 

５ 

３ 

３ 

５ 

２ 

２ 

１ 

２ 

１ 

完成用部品 

材料・部品名 耐用年数（年） 

継手類 

手部 

手袋 

足部 

その他の小部品(消耗品) 

３ 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

【骨格構造義肢】 
材料・部品名 耐用年数（年） 

パイプ(チューブアダプター) 

継手類 

手部 

ターンテーブル 

手袋 

足部 

フォームカバー(義手用) 

フォームカバー(義足用) 

その他小部品(消耗品) 

５ 

３ 

３ 

３ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

０．５ 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

【装具】装具本体 
区分 名称 型式 耐用年数 

（年） 

下肢装具 股装具 

 

 

長下肢装具 

膝装具 

 

 

短下肢装具 

 

 

 

足装具 

硬性 

フレーム 

軟性 

 

硬性 

支柱付き 

軟性 

硬性(支柱あり) 

硬性(支柱なし) 

支柱付き 

軟性 

 

３ 

３ 

２ 

３ 

３ 

３ 

２ 

３ 

１．５ 

３ 

２ 

１．５ 

靴型装具   １．５ 

体幹装具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頚椎装具 

 

 

胸腰仙椎装具 

 

 

腰仙椎装具 

 

 

仙腸装具 

 

 

 

側弯症装具 

硬性 

フレーム 

カラー 

硬性 

フレーム 

軟性 

硬性 

フレーム 

軟性 

硬性 

フレーム 

軟性 

骨盤帯 

ﾐﾙｳｫｰｷｰ型 

硬性 

フレーム 

軟性 

２ 

３ 

２ 

２ 

３ 

１．５ 

２ 

３ 

１．５ 

３ 

２ 

１．５ 

２ 

２ 

１ 

２ 

１ 

上肢装具 肩装具 

肘装具 

 

 

手関節装具 

対立装具 

把持装具 

手装具 

指装具 

ＢＦＯ 

 

硬性 

支柱付き 

軟性 

３ 

３ 

３ 

２ 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

完成用部品 

材料・部品名 耐用年数 

継手類 

その他の小部品(消耗品) 

１．５ 

１．５ 

【姿勢保持装置】        ３年 

【車椅子・電動車椅子】     ６年 

【車載用姿勢保持装置】     ３年 

【歩行器】           ５年 

【松葉づえ（木材）】       ２年 

【松葉づえ（軽金属）】      ４年 

【カナディアン・クラッチ】   ４年 

【ロフストランド・クラッチ】  ４年 

【多脚つえ】          ４年 

【プラットホーム杖】      ４年 

【重度障害者用意思伝達装置】  ５年 
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表表２２  補補装装具具耐耐用用年年数数  

  

【殻構造義肢】義肢本体 
区分 名称 型式 耐用年数

（年） 

義手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肩義手 

 

 

 

上腕義手 

 

 

 

肘義手 

前腕義手 

手義手 

手部義手 

 

 

 

手指義手 

能動式 

電動式 

その他（装飾用以外）  

その他（装飾用） 

能動式 

電動式 

その他（装飾用以外）  

その他（装飾用） 

 

 

 

能動式 

電動式 

その他（装飾用以外）  

その他（装飾用） 

能動式 

その他（装飾用以外）  

その他（装飾用） 

３ 

３ 

３ 

４ 

３ 

３ 

３ 

４ 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

２ 

１ 

２ 

２ 

１ 

義足 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股義足 

大腿義足 

 

 

膝義足 

 

 

下腿義足 

サイム義足 

足 根中足義足 

 

足趾義足 

 

差込式 

ライナー式 

吸着式 

差込式 

ライナー式 

吸着式 

 

 

足袋式 

下腿部支持式 

４ 

３ 

３ 

５ 

３ 

３ 

５ 

２ 

２ 

１ 

２ 

１ 

完成用部品 

材料・部品名 耐用年数（年） 

継手類 

手部 

手袋 

足部 

その他の小部品(消耗品) 

３ 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

【骨格構造義肢】 
材料・部品名 耐用年数（年） 

パイプ(チューブアダプター) 

継手類 

手部 

ターンテーブル 

手袋 

足部 

フォームカバー(義手用) 

フォームカバー(義足用) 

その他小部品(消耗品) 

５ 

３ 

３ 

３ 

１．５ 

１．５ 

１．５ 

０．５ 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

【装具】装具本体 
区分 名称 型式 耐用年数 

（年） 

下肢装具 股装具 

 

 

長下肢装具 

膝装具 

 

 

短下肢装具 

 

 

 

足装具 

硬性 

フレーム 

軟性 

 

硬性 

支柱付き 

軟性 

硬性(支柱あり) 

硬性(支柱なし) 

支柱付き 

軟性 

 

３ 

３ 

２ 

３ 

３ 

３ 

２ 

３ 

１．５ 

３ 

２ 

１．５ 

靴型装具   １．５ 

体幹装具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頚椎装具 

 

 

胸腰仙椎装具 

 

 

腰仙椎装具 

 

 

仙腸装具 

 

 

 

側弯症装具 

硬性 

フレーム 

カラー 

硬性 

フレーム 

軟性 

硬性 

フレーム 

軟性 

硬性 

フレーム 

軟性 

骨盤帯 

ﾐﾙｳｫｰｷｰ型 

硬性 

フレーム 

軟性 

２ 

３ 

２ 

２ 

３ 

１．５ 

２ 

３ 

１．５ 

３ 

２ 

１．５ 

２ 

２ 

１ 

２ 

１ 

上肢装具 肩装具 

肘装具 

 

 

手関節装具 

対立装具 

把持装具 

手装具 

指装具 

ＢＦＯ 

 

硬性 

支柱付き 

軟性 

３ 

３ 

３ 

２ 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

完成用部品 

材料・部品名 耐用年数 

継手類 

その他の小部品(消耗品) 

１．５ 

１．５ 

【姿勢保持装置】        ３年 

【車椅子・電動車椅子】     ６年 

【車載用姿勢保持装置】     ３年 

【歩行器】           ５年 

【松葉づえ（木材）】       ２年 

【松葉づえ（軽金属）】      ４年 

【カナディアン・クラッチ】   ４年 

【ロフストランド・クラッチ】  ４年 

【多脚つえ】          ４年 

【プラットホーム杖】      ４年 

【重度障害者用意思伝達装置】  ５年 
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表表３３  補補装装具具使使用用年年数数（（１１８８歳歳未未満満））：年齢による児童の特殊性を考慮して定めたもの 

 

【殻構造義肢】 
年齢 使用年数 備考 

０歳 

１～２歳 

３～５歳 

６～１４歳 

４月 

６月 

１０月 

１年 

 

１５～１７歳 １年６月 次については、左記使用年数にかかわらず１年とすること。 

１ 義肢本体のうち「手部義手」及び「手指義手」の「その他

（装飾用）」、「足根中足義足」の「足袋型」及び「足趾義足」 

２ 完成用部品のうち「手部（手袋以外の手先具）」、「手袋」 

及び「足部」 

３ 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」 

 

【骨格構造義肢】 
年齢 使用年数 備考 

０～１４歳 １年  「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数に

かかわらず６月とすること。 

１５～１７歳 １年６月 １ 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」については、

左記使用年数にかかわらず１年とすること。 

２ 「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数

にかかわらず６月とすること。 

 

【装具】 
年齢 使用年数 備考 

０歳 

１～２歳 

３～５歳 

６～１４歳 

４月 

６月 

１０月 

１年 

 

１５～１７歳 １年６月 次については、左記使用年数にかかわらず１年とすること。 

１ 装具本体のうち「側弯症装具」の「硬性」及び「軟性」 

２ 完成用部品のうち「足部」 

３ 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」 

 

【姿勢保持装置】        ３年 

【車椅子】           ６年 

【電動車椅子】         ６年 

【車載用姿勢保持装置】     ３年 

【起立保持具】         ３年 

【歩行器】           ５年 

【頭部保持具】         ３年 

【排便補助具】         ２年 

【松葉づえ（木材）】       ２年 

【松葉づえ（軽金属）】      ４年 

【カナディアン・クラッチ】   ４年 

【ロフストランド・クラッチ】  ４年 

【多脚つえ】          ４年 

【プラットホーム杖】      ４年 

【重度障害者用意思伝達装置】  ５年 
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表表３３  補補装装具具使使用用年年数数（（１１８８歳歳未未満満））：年齢による児童の特殊性を考慮して定めたもの 

 

【殻構造義肢】 
年齢 使用年数 備考 

０歳 

１～２歳 

３～５歳 

６～１４歳 

４月 

６月 

１０月 

１年 

 

１５～１７歳 １年６月 次については、左記使用年数にかかわらず１年とすること。 

１ 義肢本体のうち「手部義手」及び「手指義手」の「その他

（装飾用）」、「足根中足義足」の「足袋型」及び「足趾義足」 

２ 完成用部品のうち「手部（手袋以外の手先具）」、「手袋」 

及び「足部」 

３ 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」 

 

【骨格構造義肢】 
年齢 使用年数 備考 

０～１４歳 １年  「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数に

かかわらず６月とすること。 

１５～１７歳 １年６月 １ 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」については、

左記使用年数にかかわらず１年とすること。 

２ 「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数

にかかわらず６月とすること。 

 

【装具】 
年齢 使用年数 備考 

０歳 

１～２歳 

３～５歳 

６～１４歳 

４月 

６月 

１０月 

１年 

 

１５～１７歳 １年６月 次については、左記使用年数にかかわらず１年とすること。 

１ 装具本体のうち「側弯症装具」の「硬性」及び「軟性」 

２ 完成用部品のうち「足部」 

３ 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」 

 

【姿勢保持装置】        ３年 

【車椅子】           ６年 

【電動車椅子】         ６年 

【車載用姿勢保持装置】     ３年 

【起立保持具】         ３年 

【歩行器】           ５年 

【頭部保持具】         ３年 

【排便補助具】         ２年 

【松葉づえ（木材）】       ２年 

【松葉づえ（軽金属）】      ４年 

【カナディアン・クラッチ】   ４年 

【ロフストランド・クラッチ】  ４年 

【多脚つえ】          ４年 

【プラットホーム杖】      ４年 

【重度障害者用意思伝達装置】  ５年 

 

 

 

 

 

 

 
＜＜参参考考資資料料＞＞    

  

障障害害者者総総合合支支援援法法のの給給付付・・事事業業  
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ⅡⅡ  補補装装具具費費支支給給意意見見書書作作成成ののポポイインントト、、作作成成上上のの注注意意点点  

  

補補装装具具費費支支給給ののたためめのの判判定定方方法法ににつついいてて（（１１８８歳歳以以上上東東京京都都のの場場合合））  

 
補装具の種類によって、判定の手続きが異なります。各項をご参照ください。 

指指定定医医のの補補装装具具費費支支給給意意見見書書にによよりり判判定定等等をを行行うう方方法法ににはは、、二二通通りりのの方方法法ががあありりまますす。。  

 

１ 東東京京都都心心身身障障害害者者福福祉祉セセンンタターー（（以以下下、、「「セセンンタターー」」とといいうう。。））にによよるる書書類類判判定定  

（（意意見見書書でで判判定定ででききるる場場合合））  

（１）車椅子＜機構加算ありのオーダーメイド式及びモジュラー式のもの＞ 

機構加算なしの自走用オーダーメイド式及びモジュラー式のもの 

（２）重度障害者用意思伝達装置（生体現象方式以外） 

区市町村からセンターに電話連絡し、状況を確認のうえ判定方法を決定します。 

 

※ 車椅子の判定で、電動車椅子の併給がある場合等は、センターの直接判定が必要にな

ることがあります。 

※ 入院中あるいは障害者施設等に入所中で、センターに来所しての判定が医学的に困難

な場合には、次の種目も書類判定が可能です。 

○装具 

○義肢（殻構造） 

     ※ 障害が重く人工呼吸器を使用しているなど、来所に医学的な危険性を伴う場合は、区

市町村との協議により、特例的に書類判定が可能となることがあります。 

      〇姿勢保持装置 

 

２ 区区市市町町村村にによよるる判判断断（（意意見見書書でで判判断断ででききるる場場合合））  

（１）車椅子：機構加算なし介助用のオーダーメイド式及びモジュラー式、機構加算あり又

は機構加算なし自走用のレディメイド式の車椅子    

（２）歩行器 

（３）歩行補助つえ（意見書の省略が可能） 

（４）車載用姿勢保持装置 

 

※区市町村判断可能な車椅子や同じ型式の再交付や修理でも、一部の付属品、クッション

等を申請希望の場合は、センターの書類判定が必要になる場合があります。 

※特例補装具については、上記１，２の種目であっても、センターに来所していただく直

接判定となりますのでご注意ください。 

※センターでの直接判定となっていない種目、または書類判定可のものであっても、必要

に応じてセンターが直接判定を行うことがあります。 
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 【 肢体不自由補装具 判定方法一覧表 】 

 

障

害

別 

 

種  目  

センター  区市町村  

備 考  
直接判定 

書類判定 

＊３ 
書類判断 

意見書 

省略可 

＊２ 

肢

体

不

自

由

関

係 

 

義手  

殻構造  

その他(装飾用)☆  ◎  △      ◎原則的な方法  

  

☆同じ処方内訳

の再支給は判定

不要  

  

△来所困難な場

合は事前相談の

こと  

  

▲電話で申請者

の状況を確認し

たうえで、判定方

法を決定する  

  

○脚注のような

場合可能な方法 

 

  

能動式、電動式、その他

(作業用等)  
◎  

  
    

骨格構造  能動式、その他  

(装飾用☆、作業用等)  
◎        

義足  
殻構造 ☆  ◎  △      

骨格構造  ◎        

装具（オーダーメイド）☆  ◎  △      

装具（レディメイド） ☆  ◎  △      

姿勢保持装置  ◎  △      

車椅子  

＊１,４  

☆  

モジュラー式    ◎  〇＊４､５    

オーダーメイド式     ◎  〇＊４､５    

レディメイド式    〇＊４  ◎  〇＊４.５  

電動車椅子＊４ ☆  ◎        

車載用姿勢保持装置       ◎    

歩 行 器      ◎    

歩行補助つえ        ◎  

重度障害者用意思伝達装置 ☆  ▲  ▲      

 

＊１：本人が希望し、かつ区市町村からの依頼があれば、直接判定・相談が可能。 

＊２：身体障害者福祉法第15条第４項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る

障害者が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、補装具費

支給意見書を省略することができる。 

＊３：提出書類では判断できない場合等必要に応じて、直接判定を行う。 

＊４：構造部品・付属品の判定方法は、車椅子･電動車椅子の項を参照すること。 

＊５：車椅子 介助用で、機構加算がないものに限る。 車椅子の項を参照すること。 

注１：複数支給の場合は、判定を要しないと認められる場合を除き、区市町村で書類判断ができる種目であ

っても、助言を必要とする。（各補装具の項を参照） 

注２：特例補装具は、直接判定が必要。 

注３：義肢・装具の部品交換は書類審査の結果、直接判定になる場合がある。 

 

  
  

　令和6年度基準表改正に伴う名称変更（新旧対照表）
　注意）「補装具種目名称別コード一覧表」は令和７年度に改正　　

その他（装飾用） 装飾用
その他（作業用） 作業用

股義足 股義足（受皿式、カナダ式）
サイム義足 果義足
足趾義足 足指義足
股義足 股義足 カナダ式
サイム義足 果義足、又は下腿義足長断端用

装具（レディメイド）　＜新設＞ ー
股装具　フレーム 股装具　金属枠
長下肢装具　両側支柱付 長下肢装具　両側支柱

支柱付き　両側支柱付 両側支柱
支柱付き　両側支柱付 スウェーデン式
支柱付き　両側支柱付（SLB足部硬性） 両側支柱（SLB足部モールド）
支柱付き　両側支柱付（SLB足部足部覆い） 両側支柱（SLB足部皮革等大）
支柱付き（片側支柱付、後方支柱付） 板ばね、S型支柱、鋼線支柱
足部覆い　（令和7年4月1日以降） 皮革等大
足底装具（MP関節遠位、MP関節近位） インソール、皮革等小

装具（レディメイド）　＜新設＞ ー
頚椎装具 頸椎装具
胸腰仙椎装具 胸椎装具
腰仙椎装具 腰椎装具
頚椎装具、胸腰仙椎装具、腰仙椎装具　フレーム 頸椎装具、胸椎装具、腰椎装具　金属枠

肩装具　フレーム 肩装具　金属枠
肩装具　硬性 肩装具　硬性　不燃性セルロイド
肩装具　硬性 肩装具　硬性　皮革
肩装具　硬性 肩装具　硬性　プラスチック
肘装具　両側支柱 肘装具　両側支柱
肘装具　硬性 肘装具　硬性　不燃性セルロイド
肘装具　硬性 肘装具　硬性　皮革
肘装具　硬性 肘装具　硬性　プラスチック
肘装具　軟性 肘装具　軟性
手関節装具（掌側（背側）支柱付）　 手関節背屈保持装具　バネル型
手関節装具 手関節背屈保持装具　トーマス型
手関節装具 手関節背屈保持装具　オッペンハイマー型
手関節装具　硬性 手関節背屈保持装具　硬性　不燃性セルロイド

【新基準表】令和６年４月１日以降
（判定書備考欄・処方内訳に記載する名称）

＜義手＞

【旧基準表】令和５年度まで
（判定書備考欄・処方内訳に記載してある名称）

＜義足＞

＜下肢装具＞

殻構造義足

膝装具

短下肢装具

足装具

殻構造義足

短下肢装具

膝装具

足底装具

骨格構造義足 骨格構造義足

＜靴型装具＞
＜体幹装具＞

＜上肢装具＞
装具（レディメイド）　＜新設＞ ー

－ 2-16 －



 【 肢体不自由補装具 判定方法一覧表 】 

 

障

害

別 

 

種  目  

センター  区市町村  

備 考  
直接判定 

書類判定 

＊３ 
書類判断 

意見書 

省略可 

＊２ 

肢

体

不

自

由

関

係 

 

義手  

殻構造  

その他(装飾用)☆  ◎  △      ◎原則的な方法  

  

☆同じ処方内訳

の再支給は判定

不要  

  

△来所困難な場

合は事前相談の

こと  

  

▲電話で申請者

の状況を確認し

たうえで、判定方

法を決定する  

  

○脚注のような

場合可能な方法 

 

  

能動式、電動式、その他

(作業用等)  
◎  

  
    

骨格構造  能動式、その他  

(装飾用☆、作業用等)  
◎        

義足  
殻構造 ☆  ◎  △      

骨格構造  ◎        

装具（オーダーメイド）☆  ◎  △      

装具（レディメイド） ☆  ◎  △      

姿勢保持装置  ◎  △      

車椅子  

＊１,４  

☆  

モジュラー式    ◎  〇＊４､５    

オーダーメイド式     ◎  〇＊４､５    

レディメイド式    〇＊４  ◎  〇＊４.５  

電動車椅子＊４ ☆  ◎        

車載用姿勢保持装置       ◎    

歩 行 器      ◎    

歩行補助つえ        ◎  

重度障害者用意思伝達装置 ☆  ▲  ▲      

 

＊１：本人が希望し、かつ区市町村からの依頼があれば、直接判定・相談が可能。 

＊２：身体障害者福祉法第15条第４項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る

障害者が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、補装具費

支給意見書を省略することができる。 

＊３：提出書類では判断できない場合等必要に応じて、直接判定を行う。 

＊４：構造部品・付属品の判定方法は、車椅子･電動車椅子の項を参照すること。 

＊５：車椅子 介助用で、機構加算がないものに限る。 車椅子の項を参照すること。 

注１：複数支給の場合は、判定を要しないと認められる場合を除き、区市町村で書類判断ができる種目であ

っても、助言を必要とする。（各補装具の項を参照） 

注２：特例補装具は、直接判定が必要。 

注３：義肢・装具の部品交換は書類審査の結果、直接判定になる場合がある。 

 

  
  

　令和6年度基準表改正に伴う名称変更（新旧対照表）
　注意）「補装具種目名称別コード一覧表」は令和７年度に改正　　

その他（装飾用） 装飾用
その他（作業用） 作業用

股義足 股義足（受皿式、カナダ式）
サイム義足 果義足
足趾義足 足指義足
股義足 股義足 カナダ式
サイム義足 果義足、又は下腿義足長断端用

装具（レディメイド）　＜新設＞ ー
股装具　フレーム 股装具　金属枠
長下肢装具　両側支柱付 長下肢装具　両側支柱

支柱付き　両側支柱付 両側支柱
支柱付き　両側支柱付 スウェーデン式
支柱付き　両側支柱付（SLB足部硬性） 両側支柱（SLB足部モールド）
支柱付き　両側支柱付（SLB足部足部覆い） 両側支柱（SLB足部皮革等大）
支柱付き（片側支柱付、後方支柱付） 板ばね、S型支柱、鋼線支柱
足部覆い　（令和7年4月1日以降） 皮革等大
足底装具（MP関節遠位、MP関節近位） インソール、皮革等小

装具（レディメイド）　＜新設＞ ー
頚椎装具 頸椎装具
胸腰仙椎装具 胸椎装具
腰仙椎装具 腰椎装具
頚椎装具、胸腰仙椎装具、腰仙椎装具　フレーム 頸椎装具、胸椎装具、腰椎装具　金属枠

肩装具　フレーム 肩装具　金属枠
肩装具　硬性 肩装具　硬性　不燃性セルロイド
肩装具　硬性 肩装具　硬性　皮革
肩装具　硬性 肩装具　硬性　プラスチック
肘装具　両側支柱 肘装具　両側支柱
肘装具　硬性 肘装具　硬性　不燃性セルロイド
肘装具　硬性 肘装具　硬性　皮革
肘装具　硬性 肘装具　硬性　プラスチック
肘装具　軟性 肘装具　軟性
手関節装具（掌側（背側）支柱付）　 手関節背屈保持装具　バネル型
手関節装具 手関節背屈保持装具　トーマス型
手関節装具 手関節背屈保持装具　オッペンハイマー型
手関節装具　硬性 手関節背屈保持装具　硬性　不燃性セルロイド

【新基準表】令和６年４月１日以降
（判定書備考欄・処方内訳に記載する名称）

＜義手＞

【旧基準表】令和５年度まで
（判定書備考欄・処方内訳に記載してある名称）

＜義足＞

＜下肢装具＞

殻構造義足

膝装具

短下肢装具

足装具

殻構造義足

短下肢装具

膝装具

足底装具

骨格構造義足 骨格構造義足

＜靴型装具＞
＜体幹装具＞

＜上肢装具＞
装具（レディメイド）　＜新設＞ ー

補
装
具
費
支
給　

及
び　

意
見
書
作
成
の
ポ
イ
ン
ト－ 2-17 －



手関節装具　硬性 手関節背屈保持装具　硬性　皮革
手関節装具　硬性 手関節背屈保持装具　硬性　プラスチック

把持装具　手関節駆動式

把持装具　ハーネス駆動式

手装具（硬性、フレーム、軟性） 短対立装具
手装具（硬性、フレーム、軟性）

指装具（硬性、フレーム、軟性） 指装具　
BFO BFO（食事動作補助器）

姿勢保持装置 座位保持装置

車椅子　介助用　 手押し型車椅子A,B
車椅子　自走用 普通型車椅子
車椅子　介助用　リクライニング機構 リクライニング式手押し型車椅子
車椅子　介助用　ティルト機構 ティルト式手押し型車椅子
車椅子　介助用　ティルト・リクライニング機構 リクライニング・ティルト式手押し型車椅子
車椅子　自走用　リクライニング機構 リクライニング式普通型車椅子
車椅子　自走用　ティルト機構 ティルト式普通型車椅子
車椅子　自走用　ティルト・リクライニング機構 リクライニング・ティルト式普通型車椅子
車椅子　自走用　リフト機構 手動リフト式普通型車椅子
車椅子　自走用　前方大車輪 前方大車輪型
車椅子　自走用　リクライニング機構　前方大車輪 リクライニング式前方大車輪型
車椅子　自走用　片手駆動構造 片手駆動型
車椅子　自走用　リクライニング機構　片手駆動構造 リクライニング式片手駆動型
車椅子　自走用　レバー駆動構造 レバー駆動型
車椅子　自走用　6輪構造 普通型車椅子　（6輪構造）

電動車椅子　簡易形　切替式　 簡易型切替式電動車椅子
電動車椅子　簡易形　アシスト式　 簡易型アシスト式電動車椅子
電動車椅子　標準形（低速用） 普通型電動車椅子（4.5km/h）
電動車椅子　標準形（中速用） 普通型電動車椅子（6km/h）

手関節装具（硬性、両側支柱付、片側支柱付、
掌側（背側）支柱付）

＜姿勢保持装置＞

＜車椅子＞

＜電動車椅子＞

長対立装具
手関節装具（硬性、両側支柱付、片側支柱付、
掌側（背側）支柱付）

MP屈曲補助装具及びMP伸展補助装置　バネル型
MP屈曲補助装具及びMP伸展補助装置　プラスチック
MP屈曲補助装具及びMP伸展補助装置　軟性

手装具（硬性、フレーム、軟性）
手装具（硬性、フレーム、軟性）

手関節装具（硬性、両側支柱付、片側支柱付、
掌側（背側）支柱付）

電動車椅子　標準形（低速用、中速用）
電動ティルト・リクライニング機構

リクライニング式普通型電動車椅子

電動リクライニング式普通型電動車椅子

電動ティルト式普通型電動車椅子

電動リフト式普通型電動車椅子

電動ティルト・リクライニング式普通型電動車椅子

電動車椅子　標準形（低速用、中速用）
電動リクライニング機構
電動車椅子　標準形（低速用、中速用）
電動ティルト機構
電動車椅子　標準形（低速用、中速用）
電動リフト機構

電動車椅子　標準形（低速用、中速用）
手動リクライニング機構
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補装具費支給意見書（車椅子用）作成上の注意点 

 
 この意見書は、車椅子の処方を行う際の判断の基準にさせていただくためのものです。ご面倒でも

記入漏れのないようにお願いいたします。記入については以下の点を参照してください。 

 

疾患名、障害の状況 

 おもに障害の原因となる原疾患の病名と病歴について記入してください。 

 障害により車椅子が必要な状況についての記入もお願いします。 

身体状況 

運動障害、四肢欠損・変形、関節可動域制限等の状況についてご記入ください。 

日常生活活動の様子 

 身体障害により日常生活が制限されている様子について、各欄のなかから当てはまるものについて

選択し、 

○をつけてください。 

身体寸法 

 車椅子の製作方式、形を決定するために必要なものです。もれなく記入してください。 

     ａ＝臀部の幅、ｂ＝膝窩から臀部の後面まで、ｃ＝膝窩から足底まで、 

     ｄ＝座面から肩甲骨の下縁まで、ｅ＝座面から肘下まで 

握力の欄の記入をお願いします。 

 

車椅子処方箋の記入上の注意点 

 

車椅子の名称 

 駆動方法により、自走用（自ら駆動及び操作するもの）又は介助用（介助者が操作するもの）に〇を

つけてください。 

機構加算 

 障害状況等に応じた機構に〇をつけてください。 

製作方式 

 レディメイド式、モジュラー式、オーダーメイド式のいずれかに〇をつけてください。 

 オーダーメイド式の場合は、必要とする理由についてご記入ください。 

 

 

不明な点は以下までお問い合わせください。                

         

 

                      東京都心身障害者福祉センター   

                                   障害認定課 身体障害担当 

                                           電話  03-3235-2965 

                                   多摩支所 判定担当 

                                           電話  042-573-3311 
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補装具費支給意見書（車椅子用） 
氏    名  〇〇〇〇  〇〇〇〇  生年月日    HH  XXXX年 XXXX月 XXXX日( 22XX歳) 

住  所  △△△△区区  △△△△町町  11丁丁目目１１－－１１  

疾 患 名 
   二分脊椎 

    (発症日 HH  XXXX 年 XXXX 月 XXXX 日 ) 
身体障害者手帳 １種 １級 

障害の状況 

（病歴、車椅子の必要な状況等）            ＡＤＬ：自立・一部介助・全介助 

水水頭頭症症をを合合併併しし、、シシャャンントト術術施施行行。。両両下下肢肢麻麻痺痺、、軽軽度度側側彎彎、、知知覚覚麻麻痺痺、、膀膀胱胱直直腸腸障障害害ああ

りり。。両両側側 SSLLBB 装装用用。。 

身体状況  （（該該当当すするるももののをを〇〇でで囲囲みみ、、下下記記空空欄欄にに追追加加所所見見をを記記入入ししててくくだだささいい。。）） 

(1)運動障害：弛緩性麻痺・痙性麻痺・固縮・不随意運動・振戦・運動失調・その他 

(2)四肢欠損・変形等：なし・上肢・下肢（部位・程度                  ） 

(3)関節可動域制限：なし・上肢・下肢（部位・角度  足関節 右左内反位 背屈制限 -10°   )                           

日常生活活動の様子                           ※機構加算のない車椅子乗車の場合 

車椅子の座位保持の様子※ 背もたれ不要  要背もたれ  要シートベルト  座位不可能 

車椅子の座位耐久時間 ６時間以上   ３～６時間    30 分～３時間    30 分以内 

車椅子の一日の乗車時間 ６時間以上   ３～６時間     30 分～３時間    30 分以内 

車椅子操作方法(駆動方法) 
両手  両足    両手両足   片手（レバー駆動・片手駆動・その他）   

片手片足   介助  その他（      ） 

車椅子走行 可能（屋内   ｍ・屋外 約 2ｋｍ）   要監視    不可能 

座りなおし・除圧 可能    ﾌﾟｯｼｭｱｯﾌﾟ等により除圧可能    要介助 

体幹の変形・傾き 無 ・ 有（ 側彎 ・ 円背又は後彎・ 前彎 ）（側方・前方・後方）に傾く 

感覚障害 無 ・ 有（ 軽度・鈍麻・脱失 ） 部位（ 上肢・下肢・体幹 ）  

褥 瘡 無 ・ 有（部位両坐骨部 ） 既往有（部位    ） 発赤有（部位     ） 

起立性低血圧等 無 ・ 有（ 起立性低血圧・てんかん発作    回／日・週・月 ） 

乗り移り 自立    要手すり    一部介助   全介助 

立位・歩行（装具 有・無） 屋外歩行可能   屋内歩行可能   立位保持可能  不可能 

杖の使用 無 ・ 有（ T 杖 ・ ﾛﾌｽﾄﾗﾝﾄﾞ杖 ・ 松葉杖 ・ その他の杖 ） 左 ・ 右 

高次脳機能障害等 無 ・ 疑い ・ 有（認知症・半側空間失認・その他          ） 

医学的注意事項等 人工呼吸器 ・ 吸引器 ・ 酸素ボンベ・ 経管栄養 ・ その他（     ） 

 

車椅子処方箋 

名  称：自走用 ／ 介助用 

機構加算：リクライニング機構／ティルト機構／ティルト・リクライニング機構／リフト機構 

製作方式：レディメイド式／モジュラー式／オーダーメイド式 

     オーダーメイド式が必要な理由（ 身体寸法より必要。          ） 

令和 X年 XX月 XX日 病院・保健所名    〇〇〇病院                      
              診 療 科    整形外科          
               医 師 名    △△△ △△                       

                 
意見書は、身体障害者福祉法第 15 条第 1 項に基づく指定医師、又は障害者総合支援法第 59 条第 1 項に基づく更生医療を主として担当する医師で、肢体不
自由の指定を受けている医師が作成のこと。ただし、難病患者等の場合は、保健所の医師、難病法第 6 条第 1 項に規定する指定医(難病指定医及び協力難
病指定医)による作成も可能。                                          

【【適適切切なな例例】】  
 

○○身身体体寸寸法法（（測測定定寸寸法法をを必必ずず記記入入ししててくくだだささいい。。））           

身身長長（（    １１３３２２  ccmm））  

体体重重（（      ４４００kkgg））  

○○握握力力（（右右    １１４４  kkgg・・左左    １１２２  kkgg））  

 
30 

35 

18 34 
32 

身身体体寸寸法法等等のの記記載載

はは必必須須でですす。。  

車車椅椅子子のの名名称称（（型型式式））及及びび  製製作作

方方式式をを記記入入ししててくくだだささいい  

モモジジュュララーー式式がが標標準準でで

すす。。オオーーダダーーメメイイドドのの必必

要要性性ににつついいてて、、詳詳細細をを記記

載載ををおお願願いいししまますす。。  病病院院名名、、診診療療科科、、医医師師名名のの  

記記載載ををおお願願いいししまますす。。  

＊＊障障害害のの原原因因ととななるる疾疾患患名名とと病病歴歴、、車車椅椅子子のの必必要要なな身身体体状状況況等等にに

つついいてて記記載載ををおお願願いいししまますす。。 

当当ててははままるるももののににつついい

てて○○印印ををつつけけ、、((  ))にに記記

入入ををししててくくだだささいい 

－ 2-20 －



                                            R6.5 
                  

補装具費支給意見書（車椅子用） 
氏    名 〇〇〇〇  ○○○○〇〇 生年月日   H X 年 X 月 X 日(４X 歳) 

住  所  △△△△区区  △△△△町町  １１丁丁目目２２－－３３  

疾 患 名   脊髄損傷     (発症日 R〇年〇月〇日 ) 身体障害者手帳  １種  ２級 

障害の状況 

（病歴、車椅子の必要な状況等）            ＡＤＬ：自立・一部介助・全介助 

令令和和 XXXX 年年 XX 月月 XX 日日転転落落事事故故ににてて受受傷傷。。TT55、、66 固固定定 ooppee 施施行行。。〇〇〇〇病病院院ににてて入入院院加加療療。。両両

下下肢肢麻麻痺痺。。体体幹幹支支持持性性低低下下あありり。。  

 

身体状況  （（該該当当すするるももののをを〇〇でで囲囲みみ、、下下記記空空欄欄にに追追加加所所見見をを記記入入ししててくくだだささいい。。）） 

(1)運動障害：弛緩性麻痺・痙性麻痺・固縮・不随意運動・振戦・運動失調・その他 

(2)四肢欠損・変形等：なし・上肢・下肢（部位・程度                  ） 

(3)関節可動域制限：なし・上肢・下肢（部位・角度 両下肢尖足位               )                           

日常生活活動の様子                           ※機構加算のない車椅子乗車の場合 

車椅子の座位保持の様子※ 背もたれ不要  要背もたれ  要シートベルト  座位不可能 

車椅子の座位耐久時間 ６時間以上   ３～６時間    30 分～３時間    30 分以内 

車椅子の一日の乗車時間 ６時間以上   ３～６時間     30 分～３時間    30 分以内 

車椅子操作方法(駆動方法) 
両手  両足    両手両足   片手（レバー駆動・片手駆動・その他）   

片手片足   介助  その他（      ） 

車椅子走行 可能（屋内    ｍ・屋外  ｍ）   要監視    不可能 

座りなおし・除圧 可能    ﾌﾟｯｼｭｱｯﾌﾟ等により除圧可能    要介助 

体幹の変形・傾き 無 ・ 有（ 側彎 ・ 円背又は後彎・ 前彎 ）（側方・前方・後方）に傾く 

感覚障害 無 ・ 有（ 軽度・鈍麻・脱失 ） 部位（ 上肢・下肢・体幹 ）  

褥 瘡 無 ・ 有（部位    ） 既往有（部位 仙骨周囲） 発赤有（部位     ） 

起立性低血圧等 無 ・ 有（ 起立性低血圧・てんかん発作    回／日・週・月 ） 

乗り移り 自立    要手すり    一部介助   全介助 

立位・歩行（装具 有・無） 屋外歩行可能   屋内歩行可能   立位保持可能  不可能 

杖の使用 無 ・ 有（ T 杖 ・ ﾛﾌｽﾄﾗﾝﾄﾞ杖 ・ 松葉杖 ・ その他の杖 ） 左 ・ 右 

高次脳機能障害等 無 ・ 疑い ・ 有（認知症・半側空間失認・その他          ） 

医学的注意事項等 人工呼吸器 ・ 吸引器 ・ 酸素ボンベ・ 経管栄養 ・ その他（  ） 

 

車椅子処方箋 

名  称：自走用 ／ 介助用 

機構加算：リクライニング機構／ティルト機構／ティルト・リクライニング機構／リフト機構 

製作方式：レディメイド式／モジュラー式／オーダーメイド式 

     オーダーメイド式が必要な理由（                   ） 

    年  月  日  病院・保健所名                      
              診 療 科                  
               医 師 名                     
意見書は、身体障害者福祉法第 15 条第 1 項に基づく指定医師、又は障害者総合支援法第 59 条第 1 項に基づく更生医療を主として担当する医師で、肢体不
自由の指定を受けている医師が作成のこと。ただし、難病患者等の場合は、保健所の医師、難病法第 6 条第 1 項に規定する指定医(難病指定医及び協力難
病指定医)による作成も可能。                                          

【一一部部不不適適切切なな例例】 
 

○○身身体体寸寸法法（（測測定定寸寸法法をを必必ずず記記入入ししててくくだだささいい。。））           

身身長長（（        １１７７２２ccmm））  

体体重重（（          ７７２２kkgg））  

○○握握力力（（右右  ２２５５  kkgg・・左左    ２２３３kkgg））  

 

走走行行状状況況とと申申請請のの

処処方方箋箋のの車車椅椅子子名名

称称がが矛矛盾盾ししなないいよよ

ううにに、、記記入入ををおお願願

いいししまますす。。  

オオーーダダーーメメイイドド

のの必必要要性性のの判判断断

材材料料ととななりりまま

すす。。身身体体寸寸法法はは、、

必必ずずごご記記入入くくだだ

ささいい。。  

車車椅椅子子のの名名称称（（型型式式））にに

必必ずず〇〇ををつつけけててくくだだささ

いい。。  

空空欄欄ででははオオーーダダーーメメ

イイドドのの必必要要性性がが判判断断

ででききなないいたためめ、、必必ずずごご

記記入入くくだだささいい。。  病病院院名名、、医医師師名名診診療療

科科をを必必ずずごご記記載載くく

だだささいい。。  

製製作作方方式式にに、、  

必必ずず〇〇ををつつけけててくく

だだささいい。。  
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車椅子の主な名称（型式）及び付属品の説明 
  
 

車椅子とは、使用者自身又は介助者が駆動する移動用の車輪付機器であって、 

JIS T 9201-2016 に定める構造を有するものです。 

本体価格及び加算要素価格（機構加算、構造部品加算、付属品）より、それぞれ必要な要素・

機構・部品を選択し、組み合わせて製作されたモジュラー式を基本とします。 

オーダーメイド式は身体の状況及び障害の程度等によりモジュラー式では身体機能の補完が

出来ない場合、レディメイド式は既製品の機能により身体機能の補完が可能な場合とします。 

 

 

名      称 機  能  や  特  徴 
車椅子 介助用 

（旧：手押し型車椅子 A） 
 

介助者が後方から押して移動す

るハンドリムを装備しない車椅子

です。 
自力で車椅子を操作できない方

が対象で、介助用車椅子ともいわれ

ます。足で車椅子を駆動する方も使

用します。 
 狭い家の中で使用する場合には、

車輪を手で駆動して自走する方も

います。後輪は中車輪が多いです

が、使用環境などから大車輪を取り

付けることがあります。 

車椅子 介助用 バギー形 

（旧：手押し型車椅子 B） 

 

すべての車輪がキャスタ (小車
輪)の介助用車椅子です。バギータ
イプがこれに当り、軽くコンパクト

にたためます。 
 座と背が連続するシートで構成

され、体が小さいため通常の車椅子

が適合しない児童や、臀部を包み込

むように深く腰掛けることで筋緊

張が低下する方などが対象です。 
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車椅子の主な名称（型式）及び付属品の説明 
  
 

車椅子とは、使用者自身又は介助者が駆動する移動用の車輪付機器であって、 

JIS T 9201-2016 に定める構造を有するものです。 

本体価格及び加算要素価格（機構加算、構造部品加算、付属品）より、それぞれ必要な要素・

機構・部品を選択し、組み合わせて製作されたモジュラー式を基本とします。 

オーダーメイド式は身体の状況及び障害の程度等によりモジュラー式では身体機能の補完が

出来ない場合、レディメイド式は既製品の機能により身体機能の補完が可能な場合とします。 

 

 

名      称 機  能  や  特  徴 
車椅子 介助用 

（旧：手押し型車椅子 A） 
 

介助者が後方から押して移動す

るハンドリムを装備しない車椅子

です。 
自力で車椅子を操作できない方

が対象で、介助用車椅子ともいわれ

ます。足で車椅子を駆動する方も使

用します。 
 狭い家の中で使用する場合には、

車輪を手で駆動して自走する方も

います。後輪は中車輪が多いです

が、使用環境などから大車輪を取り

付けることがあります。 

車椅子 介助用 バギー形 

（旧：手押し型車椅子 B） 

 

すべての車輪がキャスタ (小車
輪)の介助用車椅子です。バギータ
イプがこれに当り、軽くコンパクト

にたためます。 
 座と背が連続するシートで構成

され、体が小さいため通常の車椅子

が適合しない児童や、臀部を包み込

むように深く腰掛けることで筋緊

張が低下する方などが対象です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
名      称 機  能  や  特  徴 

車椅子 介助用 リクライニングﾞ機構 
（旧：リクライニング式 手押し型 車椅子） 
 

背もたれの角度を変えることが

できるハンドリムのない介助用車

椅子です。 
リクライニング機構を持つため、

車輪は背もたれのパイプより後方

に付き、全長が長く、重くなります。

後方水平位まで背もたれを倒せる

ものをフルリクライニングと呼び

ます。 
起立性低血圧がある方、座位が長時

間保てない方、頸部が不安定な方な

どが対象です。 
 
 

車椅子 介助用 ティルト機構 

（旧：ティルト式手押し型車椅子） 

 

座面と背もたれが一定の角度を

維持した状態で角度を変えること

ができる介助用車椅子です。 
 脳性麻痺、頸髄損傷、進行性疾患

等による四肢麻痺や関節拘縮等に

より座位保持が困難な方であって、

自力で姿勢変換が困難な方が対象

です。 
 
 
 
 
 
 

車椅子 介助用 ティルト・リクライニング機構 
（旧：リクライニング・ティルト式手押し型車椅子） 

 

背もたれの角度を変えることが

できる機構（リクライニング機構）

と座面と背もたれが一定の角度を

維持した状態で角度を変えること

ができる機構（ティルト機構）を併

せ持つ介助用車椅子です。 
 
＊対象例については、リクライニン

グ機構及びティルト機構車椅子を

参照してください。 
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名      称 機  能  や  特  徴 

車椅子 自走用 

（旧：普通型車椅

子） 
 

 後輪の大車輪にハンドリムを装

備し、両手で操作する車椅子です。 
義肢や装具など他の補装具を用

いても移動が困難であり、上肢での

ハンドリム操作による自走が可能

な方が対象です。 
 
 

車椅子 自走用 リクライニング機構 

（旧：リクライニング式普通型車椅子） 
車椅子介助用リクライニング機

構と同様ですが、後輪はハンドリム

付の大車輪で、自走が可能な車椅子

です。 
 

車椅子 自走用 ティルト機構 

（旧：ティルト式普通型車椅子） 

 
 

車椅子 介助用 ティルト機構

と同様の機構を持ち、後輪はハンド

リム付きの大車輪で、自走が可能な

車椅子です。 
 
 
 
 
 
 

車椅子 自走用 リクライニング・ティルト機構 
（旧：リクライニング・ティルト式普通型車椅子） 
 
 

車椅子 介助用 リクライニン

グ・ティルト機構と同様の機構を持

ち、後輪はハンドリム付きの大車輪

で、ハンドリム操作により自走が可

能な車椅子です。 
 

車椅子 自走用 リフト機構 
（旧：手動リフト式普通型車椅子） 

 

 
 

 
 

ハンドリムで自走し、グリップ操

作により座席の昇降が可能な車椅

子です。自走とグリップ操作を行う

ための上肢筋力と関節可動域が必

要です。 
 座面の昇降機構を用いて、自力で

の移乗が可能な方などが対象です。 
重い、大きい、折りたためないな

どの特徴があります。体重が５０～

７０㎏の人に適しています。 
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名      称 機  能  や  特  徴 

車椅子 自走用 

（旧：普通型車椅

子） 
 

 後輪の大車輪にハンドリムを装

備し、両手で操作する車椅子です。 
義肢や装具など他の補装具を用

いても移動が困難であり、上肢での

ハンドリム操作による自走が可能

な方が対象です。 
 
 

車椅子 自走用 リクライニング機構 

（旧：リクライニング式普通型車椅子） 
車椅子介助用リクライニング機

構と同様ですが、後輪はハンドリム

付の大車輪で、自走が可能な車椅子

です。 
 

車椅子 自走用 ティルト機構 

（旧：ティルト式普通型車椅子） 

 
 

車椅子 介助用 ティルト機構

と同様の機構を持ち、後輪はハンド

リム付きの大車輪で、自走が可能な

車椅子です。 
 
 
 
 
 
 

車椅子 自走用 リクライニング・ティルト機構 
（旧：リクライニング・ティルト式普通型車椅子） 
 
 

車椅子 介助用 リクライニン

グ・ティルト機構と同様の機構を持

ち、後輪はハンドリム付きの大車輪

で、ハンドリム操作により自走が可

能な車椅子です。 
 

車椅子 自走用 リフト機構 
（旧：手動リフト式普通型車椅子） 

 

 
 

 
 

ハンドリムで自走し、グリップ操

作により座席の昇降が可能な車椅

子です。自走とグリップ操作を行う

ための上肢筋力と関節可動域が必

要です。 
 座面の昇降機構を用いて、自力で

の移乗が可能な方などが対象です。 
重い、大きい、折りたためないな

どの特徴があります。体重が５０～

７０㎏の人に適しています。 
 

 
名      称 機  能  や  特  徴 

車椅子 自走用 前方大車輪 
（旧：前方大車輪型） 
   

 前輪駆動式（トラベラー型）とも

いい、前方に大車輪がある車椅子で

す。 
脊柱変形のため、前方に大車輪が

ないと手が届かない方などが対象

です。 
前輪が大車輪のためベッドなど

に近づくことが難しい、キャスタが

後方にあるため操縦が難しいなど

の特徴があります。 
 ティルト機構、リクライニング機

構を持つ機種もあります。 
 

車椅子 自走用 片手駆動の構造 
（旧：片手駆動型） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 片側にハンドリムが二重に付き、

片手で操作する車椅子です。 
直進するときは２本のハンドリ

ムを同時に駆動し、曲がるときは内

側か外側のハンドリムのみを駆動

します。 
屋外の傾斜地や凹凸のある場所

での操作は困難で、屋内での使用と

なります。 
脳性麻痺やポリオなどで一側上

肢のみの実用的使用が可能で、片手

での自走が可能な方が対象です。 
ティルト機構、リクライニング機

構を持つ機種もあります。 
 

車椅子 自走用 レバー駆動の構造 
（旧：レバー駆動型） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 駆動と方向変換を１本のレバー

操作で行う車椅子です。 
進みたい方向に向け、レバーを上

下に動かし走行します。 
屋内などの平坦な場所以外での

駆動は困難です。 
 片手駆動型と同様に、一側上肢の

みの実用的使用が可能で、レバー操

作による自走が可能な方が対象で

す。 
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車車椅椅子子のの各各部部のの名名称称  

 
 
 
 

     

身身体体値値とと車車椅椅子子寸寸法法ととのの関関係係  

  

  車椅子寸法   身体値との関係     

  座幅    Ｗ（腰幅）＋５ｃｍ 

  座長    Ｌ（背面～膝窩長）－５ｃｍ 

  背もたれ高 Ｈ（座面～腋窩長）－10ｃｍ 

  肘当て高  Ｈｏ（座面～肘高）＋２ｃｍ 

 

※※上記は一般的な採寸方法で、実際には障害状況や環境要因等を考慮して寸法を決定する。 

 
 

車椅子 
 

１ ハンドグリップ 

２ バックサポート    

 

３ 駆動輪・主輪        

４ ハンドリム      

５ ティッピングレバー  

 

６ ブレーキ       

７ キャスタ      

８ フットサポート    

９ レッグサポート    

10 シート         

11 サイドガード     

12 アームサポート    

リリーームム  

介助者用押し手ハンドル 

背もたれ 

バックサポート延長、背折れの構造等がある 

大車輪（後輪） 

車椅子を自走するときに使用する大車輪の内側にある輪 

段差を超えるときなど、介助者がキャスター上げを行うために 

使用する部品 

車輪を固定するために使用する部品 

前輪、360度回転する自在輪 

足台 

下肢が後方に落下しないように支えるもの 

座るところ 

衣服が車輪に巻き込まれないようにするもの 

肘を支えるもの 

aa  ..  タタイイヤヤ  

bb  ..  チチュューーブブ  

cc  ..  リリーームム  

dd  ..  ススポポーークク  

ee  ..  ハハブブ  

ff  ..  ハハブブシシャャフフトト（（車車軸軸））  

gg  ..  ハハンンドドリリムム  

   

 
車車椅椅子子のの構構造造部部品品  付付属属品品  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ｱｱｰーﾑﾑｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ：：着着脱脱式式  

ﾌﾌﾞ゙ﾚﾚｰーｷｷ：：延延長長ﾚﾚﾊﾊﾞ゙ｰー  

シシーートトのの上上にに  

ククッッシショョンンををのの

せせまますす。。  

ﾌﾌｯｯﾄﾄ･･ﾚﾚｯｯｸｸﾞ゙ｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ：：開開閉閉・・着着脱脱式式  

ﾌﾌｯｯﾄﾄ･･ﾚﾚｯｯｸｸﾞ゙ｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ：：  

挙挙上上式式  

レレッッググササポポーートト  

ﾊﾊﾞ゙ｯｯｸｸｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ  ：：  

ﾊﾊﾞ゙ｯｯｸｸｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ延延長長  

ﾌﾌｯｯﾄﾄ･･ﾚﾚｯｯｸｸﾞ゙ｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ：：着着脱脱式式  
ﾊﾊﾞ゙ｯｯｸｸｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ：：背背折折れれのの構構造造  

ﾌﾞﾚｰｷ：介助用ﾌﾞﾚｰｷ 

シート 

バックサポート 

ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ 

駐駐車車ブブレレーーキキ  

（（標標準準））  

ハンドリム 

←ﾍｯﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ 

ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ 

ﾋｰﾙﾙｰﾌﾟ 

ババッッククササポポーートト：：  

張張りり調調整整式式 

幅止めの構造 

独立型ｱｰﾑｻﾎﾟｰﾄ 

（（フフレレーームム一一体体型型））  
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車車椅椅子子のの構構造造部部品品  付付属属品品  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ｱｱｰーﾑﾑｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ：：着着脱脱式式  

ﾌﾌﾞ゙ﾚﾚｰーｷｷ：：延延長長ﾚﾚﾊﾊﾞ゙ｰー  

シシーートトのの上上にに  

ククッッシショョンンををのの

せせまますす。。  

ﾌﾌｯｯﾄﾄ･･ﾚﾚｯｯｸｸﾞ゙ｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ：：開開閉閉・・着着脱脱式式  

ﾌﾌｯｯﾄﾄ･･ﾚﾚｯｯｸｸﾞ゙ｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ：：  

挙挙上上式式  

レレッッググササポポーートト  

ﾊﾊﾞ゙ｯｯｸｸｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ  ：：  

ﾊﾊﾞ゙ｯｯｸｸｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ延延長長  

ﾌﾌｯｯﾄﾄ･･ﾚﾚｯｯｸｸﾞ゙ｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ：：着着脱脱式式  
ﾊﾊﾞ゙ｯｯｸｸｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ：：背背折折れれのの構構造造  

ﾌﾞﾚｰｷ：介助用ﾌﾞﾚｰｷ 

シート 

バックサポート 

ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ 

駐駐車車ブブレレーーキキ  

（（標標準準））  

ハンドリム 

←ﾍｯﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ 

ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ 

ﾋｰﾙﾙｰﾌﾟ 

ババッッククササポポーートト：：  

張張りり調調整整式式 

幅止めの構造 

独立型ｱｰﾑｻﾎﾟｰﾄ 

（（フフレレーームム一一体体型型））  

補
装
具
費
支
給　

及
び　

意
見
書
作
成
の
ポ
イ
ン
ト－ 2-27 －



 
車車椅椅子子付付属属品品「「ククッッシショョンン」」のの判判定定基基準準  

車椅子付属品のクッションを、単に座り心地を良くする目的で支給するのは適当ではありま

せん。車椅子を使用する際に、下記の障害状況に該当する場合は、クッションの支給対象と

なります。褥瘡や感覚障害の程度、骨盤の状態などについては、原則として医師等の専門職

の評価に基づき判断する必要があります。 

参参考考資資料料：：補補装装具具費費支支給給取取扱扱要要領領（（PP..５５６６））  

 

付付属属品品（（旧旧））テテーーブブルルににつついいてて  

車椅子付属品のテーブル又は姿勢保持装置のカットアウトテーブル（姿勢を保つため、

テーブルを必要とし、体に合わせてカットされたもの）となります。 

 

付付属属品品（（旧旧））シシーートトベベルルトト、、ククッッシショョンンににつついいてて  

姿勢保持部品（上肢保持部品、体幹保持部品、骨盤保持部品、下肢保持部品、）とベル

ト部品の価格を加えることができます。 

－ 2-28 －



 
車車椅椅子子付付属属品品「「ククッッシショョンン」」のの判判定定基基準準  

車椅子付属品のクッションを、単に座り心地を良くする目的で支給するのは適当ではありま

せん。車椅子を使用する際に、下記の障害状況に該当する場合は、クッションの支給対象と

なります。褥瘡や感覚障害の程度、骨盤の状態などについては、原則として医師等の専門職

の評価に基づき判断する必要があります。 

参参考考資資料料：：補補装装具具費費支支給給取取扱扱要要領領（（PP..５５６６））  

 

付付属属品品（（旧旧））テテーーブブルルににつついいてて  

車椅子付属品のテーブル又は姿勢保持装置のカットアウトテーブル（姿勢を保つため、

テーブルを必要とし、体に合わせてカットされたもの）となります。 

 

付付属属品品（（旧旧））シシーートトベベルルトト、、ククッッシショョンンににつついいてて  

姿勢保持部品（上肢保持部品、体幹保持部品、骨盤保持部品、下肢保持部品、）とベル

ト部品の価格を加えることができます。 

                                         

                     

補補装装具具費費支支給給意意見見書書（（肢肢体体不不自自由由））（（車車椅椅子子をを除除くく））のの作作成成上上のの注注意意点点  
 

この意見書は補装具の処方を行う際の判断の基準にさせていただくためのものです。 

記入については以下の点を参考にしてください。 

 
補装具の名称： 

上肢装具、体幹装具、下肢装具、義手、義足など該当するものを書いてください。 

 
発症日：障害の原因となる疾患を発症した日を書いてください。 

 
障害名：身体障害者手帳の障害名を書いてください。 

 
来所が困難な医学的な理由： 

入院・入所中でセンターに来所できない医学的なリスクを具体的に書いてください。 

 
障害の状況：以下の内容を参考に書いてください。 

・筋力         ・関節可動域の制限     ・麻痺の回復段階 

・下肢の変形      ・脚長差（下肢長を記入する）  

・立位、歩行の状況   ・現在使用している装具や杖の種類  

・歩行の実用性（室内、屋外での自立又は介助のレベル、連続歩行距離） 

＊身体機能の他、精神機能や高次脳機能障害等により生活上介助が必要な状況があれ

 ば書いてください。 

＊切断の場合は断端の状態（断端長、傷の有無、成熟の程度等）を書いてください。 

 

補装具の使用場所・目的等： 

自宅または施設内、室内又は屋外のどちらで主に使用するのか、兼用することは可能

か等書いてください。目的については歩行の自立・介助軽減、移乗の安定性確保等を

書いてください。 

 
補装具の処方内容： 

名称、種類、継ぎ手のタイプ、必要な付属品等を記載してください。 

補装具事業者が決まっている場合は見積書の写しを添付してください。 

 
処方効果：生活上可能となる動作を具体的に書いてください。 

 

申請の意向等：該当する意向に○をつけてください。 
借受けを選択した場合は該当する理由に○をつけてください。 
借受け期間を記入して下さい。 
 

問い合わせ先：東京都心身障害者福祉センター  障害認定課 身体障害担当 

          TEL ０３－３２３５－２９６５  

                       多摩支所  判定担当 
                        TEL ０４２－５７３－３３１１ 
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【【適適切切なな例例】】    

 

 
※意見書は、身体障害者福祉法第 15 条第 1 項に基づく指定医、又は障害者総合支援法第 59 条
第 1 項に基づく更生医療を主として担当する医師で、肢体不自由の指定を受けている医師が作
成のこと。ただし、難病患者等の場合は、保健所の医師、難病法第 6 条第 1 項に規定する指定
医 (難病指定医及び協力難病指定医 )による作成も可能。                  R 5 .4  

補補装装具具費費支支給給意意見見書書（（肢肢体体不不自自由由））（（車車椅椅子子をを除除くく））  
補装具の名称  両両短短下下肢肢装装具具  

氏名  ○○ ○○○  生年月日  S XX 年 X  月 X 日 (Ｙ  歳 )  

住所  △△区 △△町 １丁目２－３  

疾患名  脳脳性性麻麻痺痺  発症日  ＨＸ年  Ｘ月  Ｘ日  

障害名 四四 肢肢 体体 幹幹 機機 能能 障障 害害   身体障害者手帳   １種１  級  

来所困難な 

医学的理由 

ＣＣ 県県 にに ああ るる 病病 院院 にに 入入 院院 中中 でで ああ りり 、、 公公 共共 交交 通通 機機 関関 のの 利利 用用 なな どど 長長

時時 間間 のの 移移 動動 がが 困困 難難 でで ああ るる 。。   

障 害 の  

状 況  

（全身所 見 ,  合併症 ,  筋 力 ,  関節可動 域制限 ,  歩 行能力 ,   
断端の状 況 ,  AD L など ）  
 
四四 肢肢 体体 幹幹 のの筋筋 萎萎 縮縮 とと筋筋 力力 低低 下下 をを認認 めめ 、、 起起立立 歩歩 行行 不不

能能ででああるる。。  

両両 膝膝 関関 節節 屈屈曲曲 拘拘 縮縮 とと両両 足足 関関 節節 尖尖足足 がが ああ りり、、 車車 椅椅 子子

乗乗 車車 時時 にに裸裸 足足 でではは 足足底底 をを フフ ッットト レレ スストト にに接接 地地 すす るる ここ

とと がが 困困 難難でで 、、 安安定定 ししたた 車車 椅椅 子子姿姿 勢勢 ががとと れれずず 危危 険険 でで ああ

るる。。移移乗乗動動作作のの介介助助立立位位時時にに足足底底接接地地がが困困難難。。  

不不随随意意運運動動にによよりりＭＭＭＭＴＴはは測測定定困困難難。。腱腱反反射射亢亢進進。。 

下肢装具・義足の場合  

 【右 】       【左】  

M M T  R O M   R O M  M M T  

 90  股関節屈曲 100   

 -20  股関節伸展 -20   

 1 0 0  膝関節屈曲 120   

 -20  膝関節伸展 -20   

 -20  足関節背屈 -30   

 45  足関節底屈 45   

補   装   具   の 

使用場所・目的等 

屋屋内内・・屋屋外外ととももにに使使用用。。  

車車椅椅子子乗乗車車時時にに装装着着しし、、移移乗乗動動作作とと座座位位姿姿勢勢のの安安定定をを図図るる。。  

補装具の処方内容 

短短 下下 肢肢 装装 具具   硬硬 性性 支支 柱柱 なな しし （（ ＳＳ ＨＨ ＢＢ ））   

採採 型型 ＡＡ -- ６６ ・・ 足足 継継 手手 ﾌﾌ ﾟ゚ ﾗﾗ ｽｽ ﾁﾁ ｯｯ ｸｸ 継継 手手 ・・ 下下 腿腿 支支 持持 部部 硬硬 性性 熱熱 可可 塑塑 性性 樹樹 脂脂 ・・

足足 部部 硬硬 性性 （（ 熱熱 可可 塑塑 性性 樹樹 脂脂 ）） ・・ 足足 底底 裏裏 革革 （（ すす べべ りり 止止 めめ ）） ・・   

内内 張張 りり 足足 部部 ・・ 靴靴 のの 補補 高高 ４４ ｃｃ ｍｍ 以以 内内   

処方効果  足足 底底 がが フフ ッッ トト レレ スス トト にに 接接 地地 すす るる ここ とと でで 車車 椅椅 子子 乗乗 車車 時時 のの 座座 位位 のの 安安 定定 をを 確確 保保 でで きき

るる。。移移乗乗動動作作時時のの立立位位がが安安定定すするる。。  

申請の意向等 （購入・借受け・修理）  

※借受けを選択する理由（障害の進行・成長・購入前の試用）  

※借受け期間（     ヵ月）（最大 12 カ月まで）             

 Ｘ年   ＸＸ月   ＸＸ日  病院・保健所名  ○○病院  

                         診療科 リハビリテーション科 

医師名    ●● ●●                                 

－ 2-30 －



【【適適切切なな例例】】    

 

 
※意見書は、身体障害者福祉法第 15 条第 1 項に基づく指定医、又は障害者総合支援法第 59 条
第 1 項に基づく更生医療を主として担当する医師で、肢体不自由の指定を受けている医師が作
成のこと。ただし、難病患者等の場合は、保健所の医師、難病法第 6 条第 1 項に規定する指定
医 (難病指定医及び協力難病指定医 )による作成も可能。                  R 5 .4  

補補装装具具費費支支給給意意見見書書（（肢肢体体不不自自由由））（（車車椅椅子子をを除除くく））  
補装具の名称  両両短短下下肢肢装装具具  

氏名  ○○ ○○○  生年月日  S XX 年 X  月 X 日 (Ｙ  歳 )  

住所  △△区 △△町 １丁目２－３  

疾患名  脳脳性性麻麻痺痺  発症日  ＨＸ年  Ｘ月  Ｘ日  

障害名 四四 肢肢 体体 幹幹 機機 能能 障障 害害   身体障害者手帳   １種１  級  

来所困難な 

医学的理由 

ＣＣ 県県 にに ああ るる 病病 院院 にに 入入 院院 中中 でで ああ りり 、、 公公 共共 交交 通通 機機 関関 のの 利利 用用 なな どど 長長

時時 間間 のの 移移 動動 がが 困困 難難 でで ああ るる 。。   

障 害 の  

状 況  

（全身所 見 ,  合併症 ,  筋 力 ,  関節可動 域制限 ,  歩 行能力 ,   
断端の状 況 ,  AD L など ）  
 
四四 肢肢 体体 幹幹 のの筋筋 萎萎 縮縮 とと筋筋 力力 低低 下下 をを認認 めめ 、、 起起立立 歩歩 行行 不不

能能ででああるる。。  

両両 膝膝 関関 節節 屈屈曲曲 拘拘 縮縮 とと両両 足足 関関 節節 尖尖足足 がが ああ りり、、 車車 椅椅 子子

乗乗 車車 時時 にに裸裸 足足 でではは 足足底底 をを フフ ッットト レレ スストト にに接接 地地 すす るる ここ

とと がが 困困 難難でで 、、 安安定定 ししたた 車車 椅椅 子子姿姿 勢勢 ががとと れれずず 危危 険険 でで ああ

るる。。移移乗乗動動作作のの介介助助立立位位時時にに足足底底接接地地がが困困難難。。  

不不随随意意運運動動にによよりりＭＭＭＭＴＴはは測測定定困困難難。。腱腱反反射射亢亢進進。。 

下肢装具・義足の場合  

 【右 】       【左】  

M M T  R O M   R O M  M M T  

 90  股関節屈曲 100   

 -20  股関節伸展 -20   

 1 0 0  膝関節屈曲 120   

 -20  膝関節伸展 -20   

 -20  足関節背屈 -30   

 45  足関節底屈 45   

補   装   具   の 

使用場所・目的等 

屋屋内内・・屋屋外外ととももにに使使用用。。  

車車椅椅子子乗乗車車時時にに装装着着しし、、移移乗乗動動作作とと座座位位姿姿勢勢のの安安定定をを図図るる。。  

補装具の処方内容 

短短 下下 肢肢 装装 具具   硬硬 性性 支支 柱柱 なな しし （（ ＳＳ ＨＨ ＢＢ ））   

採採 型型 ＡＡ -- ６６ ・・ 足足 継継 手手 ﾌﾌ ﾟ゚ ﾗﾗ ｽｽ ﾁﾁ ｯｯ ｸｸ 継継 手手 ・・ 下下 腿腿 支支 持持 部部 硬硬 性性 熱熱 可可 塑塑 性性 樹樹 脂脂 ・・

足足 部部 硬硬 性性 （（ 熱熱 可可 塑塑 性性 樹樹 脂脂 ）） ・・ 足足 底底 裏裏 革革 （（ すす べべ りり 止止 めめ ）） ・・   

内内 張張 りり 足足 部部 ・・ 靴靴 のの 補補 高高 ４４ ｃｃ ｍｍ 以以 内内   

処方効果  足足 底底 がが フフ ッッ トト レレ スス トト にに 接接 地地 すす るる ここ とと でで 車車 椅椅 子子 乗乗 車車 時時 のの 座座 位位 のの 安安 定定 をを 確確 保保 でで きき

るる。。移移乗乗動動作作時時のの立立位位がが安安定定すするる。。  

申請の意向等 （購入・借受け・修理）  

※借受けを選択する理由（障害の進行・成長・購入前の試用）  

※借受け期間（     ヵ月）（最大 12 カ月まで）             

 Ｘ年   ＸＸ月   ＸＸ日  病院・保健所名  ○○病院  

                         診療科 リハビリテーション科 

医師名    ●● ●●                                 

  

 
※意見書は、身体障害者福祉法第 15 条第 1 項に基づく指定医、又は障害者総合支援法第 59 条
第 1 項に基づく更生医療を主として担当する医師で、肢体不自由の指定を受けている医師が作
成のこと。ただし、難病患者等の場合は、保健所の医師、難病法第 6 条第 1 項に規定する指定
医 (難病指定医及び協力難病指定医 )による作成も可能。                  R 5 .4  
 
 

補補装装具具費費支支給給意意見見書書（（肢肢体体不不自自由由））（（車車椅椅子子をを除除くく））  
補装具の名称  両両短短下下肢肢装装具具  

氏名  ○○ ○○○  生年月日  S XX 年 X  月 X 日 (Ｙ  歳 ) 

住所   △△区 △△町 １丁目２－３  

疾患名  脳脳性性麻麻痺痺  発症日  ＨＸ年  Ｘ月  Ｘ日  

障害名 四四 肢肢 体体 幹幹 機機 能能 障障 害害   身体障害者手帳   １種１  級  

来所困難な 

医学的理由 

ＣＣ 県県 にに ああ るる 病病 院院 にに 入入 院院 中中 でで ああ りり 、、 公公 共共 交交 通通 機機 関関 のの 利利 用用 なな どど 長長

時時 間間 のの 移移 動動 がが 困困 難難 でで ああ るる 。。   

障 害 の  

状 況  

（全身所見 ,  合併症 ,  筋力 ,  関節可動域制限 ,  歩行能力 ,   
断端の状況 ,  AD L など）  

 

四四肢肢体体幹幹のの筋筋萎萎縮縮とと筋筋力力低低下下をを認認めめ、、起起立立歩歩行行不不能能

ででああるる。。  

 

 

 

 

 

  

下肢装具・義足の場合  

 【右】       【左】  

M M T  R O M   R O M  M M T  

  股関節屈曲   

  股関節伸展   

  膝関節屈曲   

  膝関節伸展   

  足関節背屈   

  足関節底屈   

補   装   具   の 

使用場所・目的等 

車車椅椅子子並並びびにに床床上上生生活活ののたためめ、、尖尖足足予予防防をを目目的的ととすするる。。  

 

補装具の処方内容 

  

短短 下下 肢肢 装装 具具   

処方効果 尖尖足足のの進進行行をを予予防防ででききるる。。  

申請の意向等 （購入・借受け・修理）  

※借受けを選択する理由（障害の進行・成長・購入前の試用）  

※借受け期間（     ヵ月）（最大 12 カ月まで）             

   Ｘ年   ＸＸ月 ＸＸ日   病院・保健所名  

                         診療科 

医師名  ●● ●●                                   

【【一一部部不不適適切切なな例例】】   
】  

障障害害状状況況のの欄欄ににはは、、筋筋力力とと歩歩行行能能力力だだけけででなな

くく、、関関節節可可動動域域やや麻麻痺痺のの状状態態やや AADDLL、、装装具具をを

装装着着ししたた時時とと外外ししたた場場合合のの違違いいななどどににつついいてて

記記載載ををおお願願いいししまますす。。   

 

目目的的はは日日常常生生活活上上のの具具体体的的事事柄柄をを記記入入ししててくくだだささいい。。  

補補装装具具のの処処方方内内容容はは、、具具体体的的なな材材質質やや   

構構造造をを明明記記ししててくくだだささいい。。   

処処方方効効果果はは日日常常生生活活上上のの具具体体的的

なな事事柄柄ににつついいててごご記記入入くくだだささいい。。  

病病院院名名、、診診療療科科ににつついいてて、、  

ごご記記入入くくだだささいい。。   

補
装
具
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支
給　

及
び　

意
見
書
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                                   R6.5 
                       

補装具費支給意見書（重度障害者用意思伝達装置用）作成上の注意点 

この意見書は、重度障害者用意思伝達装置の処方を行う際の判断の基準にさせていただくためのも
のです。ご面倒でも記入漏れのないようにお願いいたします。記入については下記を参照してください。 
 

身体状況・障害状況 

1 経過及び現症（画像診断を含む）  

障害の原因となる疾患、合併症、及び経過などについて、記入してください。 

2 障害の総合所見 

障害の総合所見、及びＭＭＴ、眼球運動障害、ＲＯＭ制限、欠損など形態異常、運動失調、不随意

運動等、感覚障害、上肢能力、下肢能力、座位能力の該当する項目に○、必要に応じて（ ）に記入

してください。 

3 失語     無・有に○、有の場合は失語の種類、及び程度を記入してください。 

4 構音障害  無・有に○、有の場合は程度を記入してください。 

5 視覚障害  無・有に○、有の場合は程度を記入してください。 

6 聴覚障害  無・有に○、有の場合は程度を記入してください。 

7 人工呼吸器の使用 無・有に○、有の場合は使用時間、使用開始日、及び機種を記入してください。 

8 気管切開  無・有に○、有の場合は年月日を記入してください。 

9 知的障害等 無・有に○、有の場合は程度、また愛の手帳所持の場合は度数を記入してください。 

 

意思伝達能力の状況 

1 口頭での意思疎通     該当する項目に○を記入してください。 

2 口頭以外での意思疎通  該当する項目に○、又は、その他（ ）に記入してください。 

3 機器の操作能力      程度の該当するものに○、また使用機器を（ ）に記入してください。 

 

意思伝達装置の使用状況 

1 装置を使用する動機  該当するものに○、または（ ）に記入してください。 

2 装置の使用（試用）期間  該当するものに○、または（ ）に記入してください。 

3 使用頻度  １日当たりの使用時間、及び週当たりの使用日数を（ ）に記入してください。 

4 使用機種  該当する機種に○、（ ）に製品名を記入してください。 

5 操作能力  該当するものに〇、連続使用時間及び介護者を（ ）に記入してください。 

6 操作部位  該当する部位に○、または、その他（ ）に記入してください。 

7 使用場所  自宅、施設／病院の別に○、施設／病院の場合は施設名を記入してください。 

 

処方内容・使用効果 

1 処方機種  該当する機種に○、（ ）に製品名を記入してください。 

2 付属品（スイッチ・その他）  該当するものを（ ）に記入してください。 

3 操作部位  該当する部位に○、または、その他（ ）に記入してください。 

4 使用効果  該当するものに○、または、その他（ ）に記入してください。 

 

申請の意向等：該当する意向に○をつけてください。 
借受けを選択した場合は該当する理由に○をつけてください。 
借受け期間を記入してください。 

 

不明な点はセンターにお問い合わせください。 

東京都心身障害者福祉センター 障害認定課 身体障害担当 電話 03-3235-2965 

                          多摩支所    判定担当 電話 042-573-3311 

－ 2-32 －



 

補補装装具具費費支支給給意意見見書書（（重重度度障障害害者者用用意意思思伝伝達達装装置置用用））  

氏 名    〇〇〇〇〇〇  〇〇〇〇  SS  XXXX年 XXXX月 XXXX日生（ ４４XX歳） 

住 所   △△△△区区  △△△△町町  １１丁丁目目１１－－１１  

障害名 筋筋萎萎縮縮性性側側索索硬硬化化症症にによよるる四四肢肢体体幹幹機機能能障障害害（（１１級級））音音声声・・言言語語機機能能障障害害（（３３級級）） 身体障害者手帳 １種 １級 

病 名 筋筋萎萎縮縮性性側側索索硬硬化化症症  

身 

体 

状 

況 

・ 

障 

害 
状 
況 

1 経過及び現症（画像診断等を含む）  

H30年頃 両下肢筋力低下にて発症。 

R元年 5月 上肢挙上困難。○○病院に検査入院。筋萎縮性側索硬化症診断。 

R2年 2月 胃瘻造設。 

R4年 2月 呼吸不全のため、気管切開施行。人工呼吸器装着。 

 

2 障害の総合所見 

両上肢随意運動は認めず、手指のみ僅かな動き可。 

座位不能。気管切開、人工呼吸器使用あり。発声は不可。 

 

 

 

 

 

   ＭＭＴ  （右上肢： ０    右手指： 1～２  左上肢：０     左手指：1～２     ） 

（右下肢： ０     左下肢：０      頭頚部：１      体  幹：  ０    ） 

   眼球運動障害  無・有 （状態：                                           ) 

運動失調  無・有 （部位・程度：                                           ） 

不随意運動 無・有 （部位・程度：                                        ） 

感覚障害  無・有 （部位・程度：                                           ） 

   上肢能力 （食事動作： 可能 ・ 介助にて可能 ・ 不可能） 

   下肢能力 （起立： 可能 ・ 介助にて可能 ・ 不可能） （歩行： 可能 ・ 介助にて可能 ・ 不可能） 

    座位能力 （可能 ・ 背もたれで可能 ・ 支持装置で可能 ・ 不可能） 

3 失 語   無・有 （種類：                             程度：                ） 

4 構音障害 無・有 （程度：                                                 ） 

5 視覚障害 無・有 （程度：                                                 ） 

6 聴覚障害 無・有 （程度：                                                 ） 

7 人工呼吸器の使用 無・有  使用時間（常時・   時間/日・夜間のみ） 使用開始（ R4年 ２月２０日より） 

8 気管切開 無・有 （  R4年  ２月 ２０ 日より）      

9 知的障害等 無・有 （程度：                                       愛の手帳   度） 

 【【適適切切なな例例】】  
                               

重重度度障障害害者者用用意意思思伝伝達達装装置置がが

なないいととココミミュュニニケケーーシショョンンをを

ととれれなないい障障害害状状況況ととなならられれたた

経経過過及及びび現現在在のの障障害害状状況況ににつつ

いいててのの記記載載ががあありりまますす。。  

  

補
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意
思
伝
達
能
力
の
状
況 

１ 口頭での意思疎通 （ 可能 ・ 僅かに可能 ・ 不可能 ）  

2 口頭以外での意思疎通  
方法： 手指の動き ・ 眼球運動 ・ 開閉眼 ・ 口形 ・ 文字盤 ・ その他（             ） 
程度： 可能 ・ 僅かに可能 ・ 不可能   

3 機器※の操作能力   ※※機機器器のの例例：：キキーーボボーードド・・ママウウスス・・トトララッッククボボーールル・・携携帯帯用用会会話話補補助助装装置置等等（（意意思思伝伝達達装装置置をを除除くく）） 
使用機器 （                                        ） 
操作部位： 上肢 ・ 下肢 ・ 頭頚部 ・ 呼気 ・ その他（          ）   
程   度： 可能 ・ 僅かに可能 ・ 不可能   

 

意
思
伝
達
装
置
の
使
用
状
況 

1 使用の動機 ①本人の希望  ②家族（          ）の希望  ③関係者（            ）の勧め 

 

2 装置の使用（試用）期間 （ R６ 年  〇月  〇 日～   R6  年  〇 月 〇日  ・  未使用 ）   

 

3 使用頻度 （ 1日当たり  ６ 時間使用、週に   ７日間使用 ）    

 

4 使用機種 ① ソフトウェアが組み込まれた専用機器（製品名：                            ） 

② 生体現象(脳血液量等)を利用し「はい・いいえ」を判定するもの （製品名：           ） 

 

5 操作能力  ① 可能な操作 （ 文字入力 ・ 定型句 ・ はい/いいえ ・ その他              ）   

② 連続使用時間（ １回当たり   １時間   分 ） 

③機器の設置・調整が可能な介護者 （ 本人との関係：    配偶者   ）  

 

6 操作部位：上肢 ・ 手指 ・ 下肢 ・ 足部 ・ 口唇 ・ 眼瞼 ・ 前額部 ・ 眼球運動 ・ その他（         ） 

 

7 使用場所 ①自宅   ②施設 / 病院（施設名：                                     ） 

処 

方 
内 

容 

・ 

使 

用 

効 

果 

１ 処方機種 ① ソフトウェアが組み込まれた専用機器（製品名： 〇〇〇〇                    ） 

② 生体現象(脳血液量等)を利用し「はい・いいえ」を判定するもの （製品名：           ） 

            

2 付属品  スイッチ （  空気圧式入力装置                                  ） 

          その他  （                                                    ） 

3 操作部位： 上肢 ・ 手指 ・ 下肢 ・ 足部 ・ 口唇 ・ 眼瞼 ・ 前額部 ・ 眼球運動 ・ その他（        ） 

 

4 使用効果 ①意思伝達が可能となる   ②その他（                                       ） 

 

申請の

意向等 

購入(借受けの意向 有・無)・借受け・修理    
  借受け理由： 障害の進行・ 成 長 ・購入前の試用 
  借受け期間：    ヵ月 (最大12ヵ月) 
事業者名 ：    

令和 X 年  XX  月 XX 日     病院・保健所名 〇〇〇病院 

診 療 科    神経内科                        

医 師 名    ●●● ●●                                

意見書は、身体障害者福祉法第 15 条１項に基づく指定医、又は障害者総合支援法第 59 条第 1 項に基づく更生医療を主として担当する医師で、肢

体不自由の指定を受けている医師が作成のこと。 

ただし、難病患者等の場合は、保健所の医師、難病法第 6条第 1項に規定する指定医(難病指定医及び協力難病指定医)による作成も可能。  

                                                    R6.5 

表表面面のの身身体体状状況況・・障障害害状状況況

のの記記載載とと意意思思疎疎通通及及びび操操

作作方方法法にに矛矛盾盾ががなないい記記載載

ととななっってていいまますす。。  

装装置置のの使使用用状状況況ににつついいてて  

記記載載ががあありりまますす。。  

病病院院名名、、診診療療科科、、医医師師名名のの記記

載載ががあありりまますす。。  
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意
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１ 口頭での意思疎通 （ 可能 ・ 僅かに可能 ・ 不可能 ）  

2 口頭以外での意思疎通  
方法： 手指の動き ・ 眼球運動 ・ 開閉眼 ・ 口形 ・ 文字盤 ・ その他（             ） 
程度： 可能 ・ 僅かに可能 ・ 不可能   

3 機器※の操作能力   ※※機機器器のの例例：：キキーーボボーードド・・ママウウスス・・トトララッッククボボーールル・・携携帯帯用用会会話話補補助助装装置置等等（（意意思思伝伝達達装装置置をを除除くく）） 
使用機器 （                                        ） 
操作部位： 上肢 ・ 下肢 ・ 頭頚部 ・ 呼気 ・ その他（          ）   
程   度： 可能 ・ 僅かに可能 ・ 不可能   

 

意
思
伝
達
装
置
の
使
用
状
況 

1 使用の動機 ①本人の希望  ②家族（          ）の希望  ③関係者（            ）の勧め 

 

2 装置の使用（試用）期間 （ R６ 年  〇月  〇 日～   R6  年  〇 月 〇日  ・  未使用 ）   

 

3 使用頻度 （ 1日当たり  ６ 時間使用、週に   ７日間使用 ）    

 

4 使用機種 ① ソフトウェアが組み込まれた専用機器（製品名：                            ） 

② 生体現象(脳血液量等)を利用し「はい・いいえ」を判定するもの （製品名：           ） 

 

5 操作能力  ① 可能な操作 （ 文字入力 ・ 定型句 ・ はい/いいえ ・ その他              ）   

② 連続使用時間（ １回当たり   １時間   分 ） 

③機器の設置・調整が可能な介護者 （ 本人との関係：    配偶者   ）  

 

6 操作部位：上肢 ・ 手指 ・ 下肢 ・ 足部 ・ 口唇 ・ 眼瞼 ・ 前額部 ・ 眼球運動 ・ その他（         ） 

 

7 使用場所 ①自宅   ②施設 / 病院（施設名：                                     ） 

処 

方 

内 

容 

・ 

使 

用 

効 

果 

１ 処方機種 ① ソフトウェアが組み込まれた専用機器（製品名： 〇〇〇〇                    ） 

② 生体現象(脳血液量等)を利用し「はい・いいえ」を判定するもの （製品名：           ） 

            

2 付属品  スイッチ （  空気圧式入力装置                                  ） 

          その他  （                                                    ） 

3 操作部位： 上肢 ・ 手指 ・ 下肢 ・ 足部 ・ 口唇 ・ 眼瞼 ・ 前額部 ・ 眼球運動 ・ その他（        ） 

 

4 使用効果 ①意思伝達が可能となる   ②その他（                                       ） 

 

申請の

意向等 

購入(借受けの意向 有・無)・借受け・修理    
  借受け理由： 障害の進行・ 成 長 ・購入前の試用 
  借受け期間：    ヵ月 (最大12ヵ月) 
事業者名 ：    

令和 X 年  XX  月 XX 日     病院・保健所名 〇〇〇病院 

診 療 科    神経内科                        

医 師 名    ●●● ●●                                

意見書は、身体障害者福祉法第 15 条１項に基づく指定医、又は障害者総合支援法第 59 条第 1 項に基づく更生医療を主として担当する医師で、肢

体不自由の指定を受けている医師が作成のこと。 

ただし、難病患者等の場合は、保健所の医師、難病法第 6条第 1項に規定する指定医(難病指定医及び協力難病指定医)による作成も可能。  

                                                    R6.5 

表表面面のの身身体体状状況況・・障障害害状状況況

のの記記載載とと意意思思疎疎通通及及びび操操

作作方方法法にに矛矛盾盾ががなないい記記載載

ととななっってていいまますす。。  

装装置置のの使使用用状状況況ににつついいてて  

記記載載ががあありりまますす。。  

病病院院名名、、診診療療科科、、医医師師名名のの記記

載載ががあありりまますす。。  

補補装装具具費費支支給給意意見見書書（（重重度度障障害害者者用用意意思思伝伝達達装装置置用用））  

氏 名     〇〇〇〇〇〇  〇〇〇〇〇〇  SS    XXXX年   XXXX月  XXXX日生（ ６６XX歳） 

住 所     △△△△区区  △△△△町町  ２２丁丁目目１１－－１１  

障害名 多多系系統統萎萎縮縮症症にによよるる上上肢肢機機能能障障害害（（２２級級））下下肢肢機機能能障障害害（（１１級級））          身体障害者手帳  １種  １級 

病 名   多多系系統統萎萎縮縮症症  

身 

体 

状 

況 

・ 

障 
害 
状 

況 

1 経過及び現症（画像診断等を含む）  

平成３X年頃より、下肢失調症状出現。令和 X年に XX病院で多系統萎縮症の診断。四肢不随意運動あり。 

 

 

 

 

 

2 障害の総合所見 

四肢体幹機能障害あり。 

 

 

 

 

 

   ＭＭＴ  （右上肢： ２    右手指：２     左上肢：３     左手指：３       ） 

（右下肢： 1～２  左下肢：1～２   頭頚部：２    体  幹：２      ） 

   眼球運動障害  無・有 （状態 失調あり                                     ) 

運動失調  無・有 （部位・程度：                                           ） 

不随意運動 無・有 （部位・程度：                                        ） 

感覚障害  無・有 （部位・程度：                                           ） 

   上肢能力 （食事動作： 可能 ・ 介助にて可能 ・ 不可能） 

   下肢能力 （起立： 可能 ・ 介助にて可能 ・ 不可能） （歩行： 可能 ・ 介助にて可能 ・ 不可能） 

    座位能力 （可能 ・ 背もたれで可能 ・ 支持装置で可能 ・ 不可能） 

3 失 語   無・有 （種類：                             程度：                ） 

4 構音障害 無・有 （程度：                                                 ） 

5 視覚障害 無・有 （程度：                                                 ） 

6 聴覚障害 無・有 （程度：                                                 ） 

7 人工呼吸器の使用 無・有  使用時間（常時・   時間/日・夜間のみ） 使用開始（  年  月  日より） 

8 気管切開 無・有 （    年  月  日より）      

9 知的障害等 無・有 （程度：                                       愛の手帳   度） 

【【一一部部不不適適切切なな例例】】                                                                

重重度度障障害害者者用用意意思思伝伝達達装装置置ががなないいととココミミュュ

ニニケケーーシショョンンををととれれなないい障障害害状状況況ととなならられれ

たた経経過過ににつついいててのの記記入入ををおお願願いいししまますす。。  

  

重重度度障障害害者者用用意意思思伝伝達達装装置置ががなないいととココミミュュニニケケーーシショョ

ンンををととれれなないい障障害害状状況況及及びび進進行行性性疾疾患患のの場場合合ににはは進進行行

状状況況ににつついいててもも記記入入ををおお願願いいししまますす。。  
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１ 口頭での意思疎通 （ 可能 ・ 僅かに可能 ・ 不可能 ）  

2 口頭以外での意思疎通  
方法： 手指の動き ・ 眼球運動 ・ 開閉眼 ・ 口形 ・ 文字盤 ・ その他（             ） 
程度： 可能 ・ 僅かに可能 ・ 不可能   

3 機器※の操作能力   ※※機機器器のの例例：：キキーーボボーードド・・ママウウスス・・トトララッッククボボーールル・・携携帯帯用用会会話話補補助助装装置置等等（（意意思思伝伝達達装装置置をを除除くく）） 
使用機器 （                                        ） 
操作部位： 上肢 ・ 下肢 ・ 頭頚部 ・ 呼気 ・ その他（          ）   
程   度： 可能 ・ 僅かに可能 ・ 不可能   

 

意
思
伝
達
装
置
の
使
用
状
況 

1 使用の動機 ①本人の希望  ②家族（          ）の希望  ③関係者（            ）の勧め 

 

2 装置の使用（試用）期間 （     年   月   日～     年   月   日  ・  未使用 ）   

 

3 使用頻度 （ 1日当たり   時間使用、週に   日間使用 ）    

 

4 使用機種 ① ソフトウェアが組み込まれた専用機器（製品名：                            ） 

② 生体現象(脳血液量等)を利用し「はい・いいえ」を判定するもの （製品名：           ） 

 

5 操作能力  ① 可能な操作 （ 文字入力 ・ 定型句 ・ はい/いいえ ・ その他              ）   

② 連続使用時間（ １回当たり   時間   分 ） 

③ 機器の設置・調整が可能な介護者 （ 本人との関係：                        ）  

 

6 操作部位：上肢 ・ 手指 ・ 下肢 ・ 足部 ・ 口唇 ・ 眼瞼 ・ 前額部 ・ 眼球運動 ・ その他（         ） 

 

7 使用場所 ①自宅   ②施設 / 病院（施設名：                                     ） 

処 

方 
内 

容 

・ 

使 

用 

効 

果 

１ 処方機種 ① ソフトウェアが組み込まれた専用機器（製品名：                            ） 

② 生体現象(脳血液量等)を利用し「はい・いいえ」を判定するもの （製品名：           ） 

            

2 付属品  スイッチ （                                                    ） 

          その他  （                                                    ） 

3 操作部位： 上肢 ・ 手指 ・ 下肢 ・ 足部 ・ 口唇 ・ 眼瞼 ・ 前額部 ・ 眼球運動 ・ その他（        ） 

 

4 使用効果 ①意思伝達が可能となる   ②その他（                                       ） 

 

申請の

意向等 

購入(借受けの意向 有・無)・借受け・修理    
  借受け理由： 障害の進行・ 成 長 ・購入前の試用 
  借受け期間：    ヵ月 (最大12ヵ月) 
事業者名 ：    

    年    月    日   病院・保健所名 

診 療 科                            

医 師 名                                    

意見書は、身体障害者福祉法第 15条１項に基づく指定医、又は障害者総合支援法第 59条第 1項に基づく更生医療を主として担当する医師で、肢

体不自由の指定を受けている医師が作成のこと。 

ただし、難病患者等の場合は、保健所の医師、難病法第 6条第 1項に規定する指定医(難病指定医及び協力難病指定医)による作成も可能。  

                                                    R6.5 

表表面面のの身身体体状状況況・・障障害害状状況況

のの記記載載とと意意思思疎疎通通及及びび操操

作作方方法法にに矛矛盾盾がが無無いいよようう

にに記記入入ををおお願願いいししまますす。。  

試試用用ししたた時時のの状状況況をを詳詳ししくく記記入入ししてて

くくだだささいい。。  

機機種種名名だだけけででははななくく、、ススイイッッチチのの種種類類やや  

操操作作部部位位ががどどここかかをを詳詳ししくく記記入入ししててくくだだ

ささいい。。  

病病院院名名、、医医師師名名診診療療科科をを必必

ずずごご記記載載くくだだささいい。。  

－ 2-36 －




